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はじめに

本技術資料集は､わが国のニュ-タウン開発のオープンスペース計画において､環境保全に配慮したまち

っく｡ (目的)を土地区画整理事業 (手段)によって実現するという難しい課題に対して､計画一事業のシ

リーズをひとつのスーパー計画論 (グ.)-ンマ トリyクスシステム)によって統括し解決をはかった港北ニ

ュータウンを対象としたものである｡

グリーンマ トリyクスシステムとは､一般的には､公園 欄 道等の公共空地をはじめとして､オープンス

ペ-スに関わる土地利用を総合的に統括するシステムのことを指すが､そのような実体的な理解にとどまら

ない実に多様な側面を有している｡そjlらを大きく分ければ､理論としての側面､実践としての側面､連動

としての側面の3つに整理されようo理論としての側面とは､大規模土地区画整理事業という大きな制約条

件のもとで､体系的な緑地保全と円滑な事業推進を可能とするためのオープンスペ-スの計画理論に関わる

側面である｡また､実践としての側面とは､長期にわたる事業に- て計画段階で構想されたコンセプトを

設計､施行段階に至るまで一貫させるための様々なしかけおよび空間づくりの具体的なてだてに関わる側面

であるOそして､運動としての側面とは､公団による事業概成後のニュータウン内外のオープンスペースの

動態､さらには行政の横浜市､住み手である住民の活動を通じてオープンスペースをまもりそだててゆくと

いう､グリーンマ ト.)ックスシステムの今後の展開に関わる側面であるo

このような理解をふまえ､理論-実践一遇動のそれぞれの展開と相互関係を理解できるような全体の構成

を考え､経緯編､理論編､実践編､運動痛の4部から本技術資料集を構成することとしたo

住宅 ･都市整備公団 神奈川地域支社

港北開発事務所長 梅山 征徳
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港北ニュータウンのグリーンマ トリックスシステム

■ 第一地区

地-1 山田宮士公園 (地区1号/A園)

地-2 山崎公園 (地区2号公園)

近-1 東山田公園 (近隣 1号公図)

近-2 名称未定 (近隣2号公図)

近-3 徳生公園 (近隣3号公園)

近-4 大塚歳勝土遺跡公園の一部 (近隣4号公園)

近15 名称未定 (近隣5号公園)

近-6 名称未定 (近隣6号公園)

近-7 鳥山公園 (近隣7号公国)

緑-1 ,S､じゃとのみち (抜道 1号緑地)

緑-2 くさぷえのみち (緑道2号緑地)

都-1 センター北広場 (都市緑地 1号)



■ 第二地区

総 都筑中央公園 (総合公園)

也-3 茅ヶ崎公園 (地区3号公園)

地-4 鴨池公園 (地区4号公園)

近-8 早,刺公園 (近隣8号公園)

近-9 せせらぎ公園 (近隣9号公園)

近-10 大原みねみち公園 (近隣10号公園)

近一11 富ヶ谷公園 (近隣11号公園)

近-12 折田不動公園 (近隣12号公園)

近-13 川和富士公園 (近隣13号公園)

近一14 月出松公園 (近隣14号公園)

緑-3 せきれいのみち (緑道3号緑地)

縁 4 ささぶねのみち (緑道4号緑地)

緑-5 ゆうはえのみち (抜道5号緑地)

都-2 センター南広場 (都市緑地2号)





第 Ⅰ章

港北ニュータウンにおける

オープンスペース整備事業の経緯



I 港北ニュ-タウンにおけるオープンスペース整備事業の控捻

I- 1 グリーンマトリックスシステムの背景

● 秩 序 あ る市 街 化 の誘 導 - ス プ ロール対 策-

)巷北地区の位置

港北ニュータウンの位置 (基本lh想､1969-70年)

■ 港北地区の位置は､北側は川崎市境､東側は第3京浜冨道､南は横浜線沿線､

偽見川沿岸.西何は国道246号線､東急田園都市線､東名高速道路に囲まれたほ

ほ5km四方の農山村地域である｡この地域は歴史的には､旧中川村,山内村､

都田村､新羽村が昭和L4年に町村合併によって横浜市域に編入されたもので､

東京､横浜､川崎の都心部まで各々､25km､15km､tOkmと距離的には比較的

至便な位IBにありながら､交通の促が慾かったために､問苑からとり持されて

きた｡

■ ところが､昭和30年代後半からの所得倍増計画を契機とするマイホーム熟

の高まり､モータリゼーションの進展等によって､この地域の開発ポテンシャ

ルは急速に高まり､L965年に横浜市がニュータウン建設構想を練り上げる頃には､

相当数の開発申請が民間開発者らを中心に横浜市に捉EIJ,されていた｡そこで､

近い将来､必至とみられる乱開発に先手を打ち､多分に節約対策的な役割を担っ

て港北こ ユ-タウン地殻卒業がスタ- 卜することになったのであるQ予想され

る軽秩序な市街化に対して､秩序ある市街化をもってその対粥に臨むという発想､

ここには､開発行為と環境保詮とを横極的に融合させようとする ｢保全｣の概

念の展開が意図されていた｡このことは､当時の開発型､創出型の大規模住宅

市街地建設事業の穎勢の中にあって､撞めてユニークな理念の提起であった｡

横浜市域の空運

闇 茶二次(明治44年)市域朋 王

臣= 註窮三次(昭和2年)TF槻 妃郡

区 冠 捌 次(昭れ 1年)印城IIL那

m 那正次(昭812割 市城拡那

[二コ 郡六次(昭和14年)市域拡離

[二コ 塊立地 竺 芸言霊盗歪漂慧芸≡喜郎



l 港北ニュータウンにおけるオープンスペース整備事業の経緯

横浜市六大事集模式図

■ 港北地区とその周辺状況および横浜都心部の交通麻埠等の実

情を鑑みて､横浜Tffは郊外開発と都心部の再開発を有機的に結び

つけた六大事菜を】966年にれち出したOここで､港北ニュータウ

ン計画卒業は､都心部強化等喋 ､金沢地先姓立卒業､高速鉄道 (也

下鉄)建設事薬､高速道路網建設事菜､横浜港ペイプリyジ建設

草葉とともに横浜市の6大事業の-環に位置づけられた.その後､

住宅地部分の開発について横浜市と日本住宅公団 (現住宅 都市

整備公団)とのFEuで協議が開始され､続くL967年､地元にニュー

タウン開発対策協'班会が設立されたのを機に､住民に対する市の

説明会が板5'!に行われ出した｡そこでは､乱開発の防止､郁市農

業の確立,市民参加の街づくり､の3項E]を骨子とする先進的な

基本理念が掲げられ (横浜市長提案)､これを受けて日本住宅公

団はt969年より､線の環境を俄大駅に保存する街づくり､■̀ふる

さと日をしのばせる街づくり､安全な街づくり､高い水坤のサー

ビスが得られる街づ くり､を開発目標とする召‡菜計画の立案に取

り組むこととなった｡

1966年頃の溝北地区 (港北ニュータウン四半せ壬己の都市づくりの吾己鐘､1997年)



l 港北ニュータウンにおけるオープンスペース整備事業の経緯

● 歩行者の安全と交通計画 -モータリゼーション対策-

L これまで､港北地区においてなぜニュータウン建設耶共が要論されてきたのかすなわち串楽の社会的な背党について述べてきたO

それに対してここでは､それらを受けて発想されたフィジカルな施設計画とりわけオープンスペース計画の理論的な方向性を規定す

ることとなった当時の都市計画の思潮いいかえるならニュータウン雄設計画の理論的な背景について述べる｡

■ 当時､顕在化していた郡市問題､なかでもモ-タリセ-ションの進展は､EF本の了打街地における基盤末光価の状況のなかで､生

活環境の悪化､傾性的な交通麻樺､通勤柾､マス トラサービスの架過等の様々な交通rE!順 を発生させることとなった｡ニュータウン

における交通計画の系譜は､田園都市におけるクル ドサ yク､クル ドサ ノクとス-バーブロックの組合せによるラドバーン方式､ラ

ドパ-ン方式と近隈住区の結合と読 くが､やがて,近隣住区の静態性､均質性､都市的魅力の欠如等に批判の声が投げかけられるよ

うになり､そこで,登場 してくるのが､歩行者専用道路による動的､開放的なオープンコミュニティの考え方である｡これは､都市

の核としてのワンセンターとそれに水中する妙畔分離の退路網により､現代のモビリティと住環境の安全性を両立させようとするも

ので,イギリスのカンパノール ド､7 ノク､フランスの トウール-ズ ミレイユ等で計画された｡その後､アキヤナンレポー ト (1963

午)でも指摘されたように､自動車によるアク七シビリティの充実と居住環境の安定化という相反する二つの概念の共存は､都市計

画設計の理論面､突抜面において世界的に不可欠な条件として展開してゆくことになる｡

トr7-ルーズ･ル･ミレイユ (仏､1962年)のオ17'ンスペースの構成



l 港北ニュータウンにおけるオープンスベ-ス整備卒業の経緯

I 範後のEl本では､高萩孝二ュ-タウン (1960年)や多摩ニュ-タウン (1963年)において､歩串分離を指向する都市づくりが行

われるようになった｡ところが､これらニュータウンでの施設計画のプライオリティはあくまで自動雄退路網の建設にあったことは

否めない.当時のニュータウン関与丘においては､自動非道路網と歩行者TTr,TJT]道路網とはそれぞれ独立 した体系として計画されており､

両者が互いに右横的に補完しあい-つの交通体系をなすというような展開についてはその試みの途上にあった｡それにたいしてr]L.Hヒニュー

タウンでは､その基本構想 (パイロットプラン､1969～70年)において､①自家用率がなくても便利な都市､②自動車から保護され

た都市､③地域計画に役立つ交通体系､の3項EIからなる交通計画上のEl標が掲げられ､先行ニュータウン同様､歩車分離の考え方

を継承しつつも､歩行者専用道路網の計画建設は､自動車道路に代表される交通システム､公園緑地に代表されるオ17'ンスペース

のシステム等の体系と有横的に籍びつき､ニュータウンの都市空間の籍体を姐線化､構造化する媒体としての位置づけられることとなっ

た｡下図は､多摩ニュータウンの初期の住区 (Bl､B2)における歩行者専用道路網を示したものであるが､ここで示されているもの

のほかにも､よりE]常的な生活に哲著した利用額度の拓い公開型の歩行者専用道路が集合住宅敷地内に確保されている｡一方､港北ニュー

タウンの場合には､これら住宅敷地内の歩行者専用道路を含むすべての歩行者専用道路がいずれも公共用地 (道路用地)として確保

されることとなった｡

多摩ニュータウン (Bl､B2地区)の歩行者専用退路網



l 港北ニュータウンにおけるオープンスペース整備事業の経緯

l-2 グリーンマトリックスシステムの発想

● 既存環境構造の保全 一里山林の意味-

■ 先に述べた横浜市による港北ニュータウン地殻の3つの基本FJi念とそれを受けて掲げられた ｢緑の環境を伯大隈に保有する街づ

くり｣､｢ふるさとをしのばせる街づ くり｣といった開発方針に端的に示されているように,港北ニュータウン建設では､農山村集落

としての既存の環境構造とニュータウン建設による新都市の環境構造とをいかにして融合させるかが計画の大きな課題となった｡こ

の背紫には､港北地区は都市近郊農村地帯としての土地利用が古 くよりなされ､濃密な社会的､文化的生活システムがしっかりと形

成されており,ニュータウン建設においては必然的にこれら既存の環境構造とどのように折 り合いをつけてゆくかということが要請

されたわけである｡そこで注目されたのが､この地域の伝統的かつ象徴的な黙約要素である谷戸とそれらを幽む屋敷林で､これらの

保全を通じて旧いふるさとと新しいふるさとを結合させることがニュータウン建設計画の-大コンセプトとして発想されることになっ

たのであるOこれを契横に､オーブンスペ-スとその計画は､軽滴効率優先の都市開発串粟のなかで､ともすれば荏済外的な要素と

して切り捨てられる道命にあった緑､ふるさと､屋敷林といった要素を積極的に受容し継承する母体としてまた手段として重要視さ

れてゆくようになるのである｡

1968年領の)巷北地区内Jt集耕地分布 (基本計画原案､1969年)

1968年頃の護北地区A杓集落戸数密度 (基本計画原案.1969年)



I 港北ニュータウンにおけるオープンスベ-ス整備串薫の淀縫

多摩ニュータウン (B2地区)自然地形案

(基本設計､1966-67年)

lfti等市議地碍莞事事

r 一足先に卒業がスター トしていた多摩ニュータウンの初

期の住区 (Bl､B2)では､新住宅市街地開発卒業にともな

う面開発によって多摩丘陵の田閲乗鞍が跡形もなく姿を消し､

こユ-タウン建設を疑問視する声が地元住民から少なからず

あがっていたO当初,多摩ニュータウンでも原地形を最大限

に活かし､尾根筋のスカイラインを保存するいわゆる ｢自然

地形案｣が立案されたこともあったが､その土地利用効率の

悪さや開発コス トの問題から戟終的には中道成案が採用され

た｡しかしながら大部分･の谷戸には道路が走り,尾根誠は住

宅地として開発され､昔日の面影を留めてはいないO事業手

法､造成手法からみた多摩ニュータウンと港北ニュータウン

の違いは､前者が新住宅市街地開発事業を採用 したことから

ある意味で既存の環境構造とは距柾をおいて新都市の建設が

可能であったのに対 して､後者は､既存の環境構造の保全を

前提として土地区画整理群発を採用した卓にある｡そこで､

推す尾根 谷と残さないそれとを一定の韮畔のもとにはっき

りと仕分けることで系統的に屋敷林を保有 し､これら自然的

緑地を既存の環境構造と新都市の環境とを融合させるための

基盤､媒体として位置づけ､塞層的な都市構造を形成すると

いうコンセプトが発想されたのである｡

土塊Ei5 斉住宅市'i絶

隻理事Jt 再 発 事 ♯

I宇J2 好投過払 住宅地 持洩

保全lメ′ ′.. I l l + 全柑 Fr ー

多摩ニュータウノ打ii決定暗和40年 面fA3,016ha 計iF人Ej309.(加 入

造成手法にみる多摩ニュータウンと

港北ニュータウンのi一い港北ニュータウン



l 港北ニュータウンにおけるオープンスペース整備事業の経緯

● 土地区画整理事業が課す制約

I 1963年､施行者に土地の収用権を詑め､事案地内の宅地の全面買収による大規模な住宅地の造成を目的

とする ｢新住宅市街地開発中葉｣が制度化された｡横浜市は､当初､この新住宅市街地開発事業による事業

化を検討していたが､市から公EZlへの開発の申し入れがなされるまでの検討過程で､それまで.公団がニュー

タウン建設の手法として実節を韮ねてきた土地区画整理事業へと事業方式は転換していった｡ところが､土

地区画整理事業における公共用地の確保は減歩によるため､その規模は必要壊低帆に抑えられてしまう｡基

本構想 (パイロットプラン)立案時の武井によれば､合算減歩率35%という枠のなかで､公開緑地等に割り

当て可能な比率は全公共用地のうち6-80/.が限度で､歩行者専用道路充当分についても道路用地のうちの

致%に制限されてしまうということであった｡また､土地区画整理卒業の事業エリアとしては未曾有の巨大

さゆえ､事業の長期化が不可避とされたのである｡これらのことは､港北ニュータウンの開発目標 方剣で

ある ｢高い水準のサービスをii',Lる｣うえで､また ｢緑の環境を最大限に保有する｣うえで､そしてなにより

も､事業を円滑に推進 してゆくうえで極めて大きな制約条件となったのである｡



I 港北ニュータウンにおけるオープンスペース整備事業の経緯

d 公団の土地区画整理事業によって事業化された当時の住宅市街地における都市公園等の

配置は､基本的には近隣住区理論にもとづく均等分散型配置をとっていた.幾何学的に求め

られる公園の立地は､既存の樹林地等に代表される環境資源の位壇と必ずしも一散するわけ

ではないうえに,緑地-環境責源を保全する手段としての都市公園の位置づけは当時まだ隆

かった｡このため､都市公園の配臥 整備を通じて大規模かつ系統的な緑地の保全を望むこ

とは困難だったのである｡そこで､土地区画整理卒業が課す制約のもとで､緑地を痕大隈に

保有するためのシステム-手法としての ｢グリーンマ トリノクスシステム｣の発想が生まれ

たのであるo

I 久留米地区や東寺山地区での計画以接､公田が行う住宅地開発を目的とする土地区画整

理妙案の計画では､都市公園等に代表される生活施設をネットワーク化する歩行者専用道路

が普遍的な計画要素となる｡これらの試みは､限られた空間のなかで､少しでも公共サ-ど

スを向上させようとする試みとして大きく評価できる｡そこで､港北ニュータウンのオープ

ンスペース計画では､これらの考え方をさらに一歩･進め､あるレクリエーション行為が必ず

しも単一の空TiiJと対応するものではない (行為の限定を伴わない施設の計立化は不可能であ

る)という基本的な認識のもとに､行為が最大のスペースを利用しうるシステムとしての ｢グ

リーンマ トリックスシステム｣という発想が生まれるのである.

● 多摩ニュータウンに代表される新住宅市街地開発事業によるまちづくりでは､いかに事

薬エリアが大規模なものであったとしても,計画 卒業の推進は比較的円滑に行われる｡そ

れにたいして､土地区画整理串業､とりわけ本邦最大規模のそれが不可避とする串菜の長期

化という問題は､中葉にたいするコンセンサスの形成や社会情勿･の変化にともなうニーズの

変化-多様化への柔軟な対応等において大きな制約となる｡そのため､港北ニュータウン開

発においては､時代の変化に柔軟に対応 し長期の即楽を円滑に推進するための手段､プログ

ラムとしての ｢プリ-ンマ トTJyクスシステム｣という発想が求められたのである｡

公E]]ER得用地の分布



l 港北ニュ-タウンにおけるオープンスペース整備事業の経緯

l-3 港北ニュータウン開発事業におけるオープンスペース計画の位置

● 開発目標を実体化する話システム

) 港北ニュータウンの建設に至るそれまでの日本のニュータウン建設の謹駿から

は､開発目標がマスタープランにうまく消化されていないという問題がかねてより

指摘されていた｡このことは､設計技術的な問題というよりは､建設計画と実施と

の評和をとることの捜しさや財政確保の問題､法律の複合的な運用の赦しさ等､多

分に社会的.体制的な問題に起因するものであった｡いずれにせよ､これまでのニュー

タウン建設では､開発目標を何に据えるかという謙論は十分に行われても､それを

実体化するためのプログラムや事業-軽骨主体についての検討といった ｢実現の手

だて｣を明らかにするという点が不足 していた (港北ニュータウン バイロyトプ

ランレポー ト､1970年)0

開発目標とシステムの頼討フロ- (基本構想､1969-70年)

- 汰 .. - 件 ;'I tA琵RJ r : 州 生休と州 ■の仰 'I: 8+州 毎>EH , 研 究 :llI一 ヽナ▲ブタ
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I 港北ニュータウンにおけるオープンスペース整備事業の経捻

d そこで､基本構想立案段階における､おおまかな作業のながれは､開発目標の設定-実現の手だての検討 (制約

条件の整理とシステム設定)･-･開発目標の実現性のチェyク (フィー ドバ ック)､として整理される｡ここでは､ま

ず.前半のながれ (開発目標の設定-実現の手だての検討)をトレースしてみる｡すなわち､ 1)昭和42年度､43年

度の都市計画学会における研究報告をもとに､さらにこれらを補完する意味で､開発EI掛 二ついての歎回のブレーン

ストーミングをニュータウンに関係する広範な人々を中心に行い､それらをKJ法にて整理して組み直し,開発目標

i･敷本に蔽った｡つぎに､2)KJ法による技術的手法をのりこえた,計画者独自の論理と価値判断によるこれら開

発日郡 FJのプライオリティづけが行われた｡そのうえで､3)これら開発El標を剖菌のサイドから今一度読み直し､

IJl井上､財政上､制度上､技術上の制約条件の整理が行われた｡

開発日4事と制約条件の樹 (基本t乃想､1969-70年)



l 港北ニュータウンにおけるオープンスペース整備事業の経緯

● 基幹システムとしてのクリーンマ トリックスシステム

P 開発目標 とその制約条件の整理 という段階をふまえて､つぎに､開発目標実現のため

のシステムの大枠の設定が行われ､開発目標に対応､する8つのシステムが授案された｡こ

こでは､ 1つの開発目標は､い くつかのシステムの枚合によってその効果を高めることが

できるというようなシステム相互間の有様的な関係が期待されたOそ して､システムの大

枠を設定 したうえで,さらにこれらシステムが開発目標をとの程度満足 しうるものである

かのスタディが行われ､幾度ものチェ ノクとフィー ドハ ノクを練 り返 して､フィジカルな

システム設割が煎詰められていったD

開発目標と実現解J*のためのシステム (基本構想､1969-70年)

htに.閉路 Ln lj F ノ犬 + J7L

一.l.rn.e.r川 'ha.b,d'Fc.e.l■̀l.∩. 十 ■ ■恥 At JtiJ.YrN わJI化○T物○壬ミ&為汝刊m

t Lー_ql近 推

托仝■戊-/ス ナ ▲

Jir M-円作J■ Fd外作J

代e)4付

† 十ど

交点シスTム

r=JtT+4ヽ 舟十tJL甲 ).揺,土等

十 ■

I.tt

十 什

I

供給か4シス ナ ム ト P.4 ■
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l 港北ニュータウンにおけるオープンスペース整備事業の経緯

r 以上の作業を経て-#詰められた各システムがそれぞれオーバーレイされることによって ト タルシステムがフィジカ

ルプラン化さilる.この過程では､造成なとの土木技御 勺条件及び地形､相生などの空胤価値を決定する条件を払準にして､

それぞれのシステムの位JBづけが与えられ､相対的な優光圧の検討が行われたOここで･オ-プンスペースのンステムで

ぁるグリーンマ トリノクスシステムは､通臥 家事における利他性や相 性の耐 采､余暇活軌の充実､安全 安心な教育

部 超の確保､公害を防く自妙ミの恩恵の享受､災害 刺 史防止､豊かな空間構成といった最も多くの開発目標の実現に関わ

るシステムとして･交通システムや社会施設システムと並んで相対的に伐重要な基宇和 システムとしての位置づけを15え

られたOニュータウン開発という大規鼠 長期の事業に- てつねに立ち返るへき規範として､また､一定の理念のもと

に語順 事業を推進させるための羅到姫として機能することとなるのであるo

クリーンマトリックスシステムと開発目標の樹 (基本構想､1969-70年)

13
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ll 理論としてのグリーンマ トリックスシステム

1-- 1 グリーンマトリックスシステムの発展過程

● 理論の発展

P オープンスペースに関わる土地利用を競括的に計画 制御するシステムであるグリーンマ トリックスシステム

は,大規模かつ長期にわたるニュータウン建設草葉を常に一貫した理念 (緑の環境を最大限に保存するまちづくり)

のもとに推進させるためのシステムとして理解することができるoLかし､それぞれの事業ステ-ジにおいては､

目的と手段との対応関係をふまえて実に多様な理解 (作業仮設群)がなされてきた｡例えば､基本剖祖原案､韮本

設計の段階では､健全かつ多様な都市活動,人間生活のための環境基盤､非限定性 (緑地)としての位置づけが重

視されている.また､基本構想 (′.-イロット7'ラン)､マスターデザインの段階では､一定の空間是のもとで行為

を倍大化しうるシステムの追求を目的として､様々な土地利用の兼ねと譜織能の重ね合わせによってシステムを偶

成するというような理解が重視された.さらに､盗本吉1画､実施設計の段倍では,オープンスペースとそのシステ

ムの具体的な形態 素材に関わる検討が要請され､都市活動や人間活動に応 じて機能的､形態的に自在に運動する

自然材を多用した柔らかな都市構造 (ネガティブストラクチャー)としての理解が重視された｡このような､それ

ぞれの中葉ステージに対応したグリ-ンマ トリックスシステムの理解は､｢matrlX｣の一般的な訳語とされる ｢母体｣.

｢行列｣,｢問質｣と不懲掛 こ符合している｡すなわち､人朋と都市を支える母体としての環境基盤､行列 (式)的

発想にもとづく効率的なシステム設計､多様な人間 都市活動を許容する間質としての都市構造 (ネガティブス ト

ラクチャー)等々である｡

事集ステ-ジと作業仮設群 (上野奉､1997年)
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ll 理論としてのクリ-ンマトリックスシステム

■ グリ-ンマ トリ yクスシステムの計画投降 (基本計画原案-基本設計)における理論的な発展過程は､1)対象等 (もの詮)､2)

計画論,3)運動論､としで整理される (下図参照 )｡ 1)は公共サービス水準の向上を目的として様々な土地利用に展樹するオープ

ンスベ-スを歩行者専用道路によってネットワーク化することが構想された｡2)は開発目標 (緑地保全)の具体化にともない､レ

クリエーション機能と ｢繰｣の保全との複合糸が意図され､都市公閲による広域的な保全の系 (公園緑地帯)が構想された｡3)は

実体的な側面としての r繰｣と機能的な側面としての ｢レクリエーション｣との複合体が､具体的に都市の変化､発展に対応 して運

動することに着ElL,その運動を媒介する空間構造としてオ-プンスペースの く非限定性)が追求された｡その結果､オープンスペー

スシステムは､都市の運動に対応しつつ空間的 時間的な く非限定性)を保持する都市ストラクチャーとして把握されることとなった｡

このことをふまえ､グリーンマ トリックスシステム計画を実施計画へと展開するにあたっての課題として､公園緑地整備計画に段階

並備計画を呼人する必要性が捷超されたのである｡｢港北地区公園緑地整備計画J(次頁図参照)では､1)コミュニティ形成の場と

しての公園緑地､2) ｢緑｣を中心とした公閲緑地づくり,3)長糊的なまちづくりと公開緑地の段階的藍怖､の3つの基本方針が

掲げられ,これにより､｢緑｣を基盤とし,コミュニティの形成に即して発展する公園緑地づくりの在り方として,段階並伸計画の必

要性が確認されたのである｡

グリーンマトリノクスシステムの理論的発展 (基本計画､1971年)

AUつーH.

TBで ,67 もの 論 連 続 性 格 子 OS+PAD

UEN▼68-I70 計 画 論 複 合 性 方 陣 複 合 系 KOH PP U蹟 ■70

l70

オープンスペースシステムの基本的フレーム (基本計画.1971年)

グリーン系
(0-08)

(non D/OS) (0/M)

● 結合組株系(C-08)

(nor】B./′o告) (a/M)



IF 理論としてのグリーンマ トリックスシステム

● 運動論の導入

J 港北ニュータウンにおけるオープンスペース計画は､土地区画整理串某を開発方式とし

て採用 したことから､時代や社会的なニーズの変化に対応 してエリア毎にTfl個 の理念や方法

を変化 させてゆくという事業の展開は許されなかった｡この点が､新住宅市街地開発事業に

よる多摩ニュータウンのオ-プンスペ-ス計画との最大の相違卓である｡このことは､港北ニュー

タウンのオープンスペース計画をして､時代の変化に耐えうる柔軟でフレキンプルな計画:哩

論を追求 させることとなった｡そこで､オープンスペース計画における く非限定性)の追求

と運動論 (段階整備計画)の導入が試みられたOそれは,工区を分けて徐々に串茶化 してゆ

くというようなな味でのいわゆる暫定並偶 とは全 く粥なり､空間をつ くりこむ13r合いとそれ

に関わる王体が問題とされたのである｡将来の人口先着を見越 し､さらにそこで発生 しうる

行為を開発者が予め想定 して空問を構成することは原理的に不可能である.であるならば､

開発者はどのような -L段階pまで整備すべきか､あるいは､どの ''段階''から先はエンドユー

ザーである住民に委ねるべきなのか｡段階整愉計画は､このようなllJ]題､すなわちオープン

スペースの運動性 とそれを規定する主体の関わり方に立脚 した､新たなオープンスペース計

画の方法論であった｡

港北ニュータウンにおけるオープンスペース計画の展開 (港北地区総合緑化計画報告者 ､1981年)

18



ll 理論としてのグリーンマ トリックスシステム

d 提案された投階整備計画の理論的な枠組みは､1)基線整備一区画整理事業 (主として日本住宅公EZEの事業)､2)基幹整備卒業

一基盤丑備と籍合整備の接占 媒体となる卒業)､3)庶台盤備計画-都711整備事業 (主として横浜市緑政局の串菜)､の3段階から

なり､耶紫主体を考雌すれば､区画整理事業段r苛と都frf革悌卒業段階の2つの段階を含んでいる.これらの枠組みが､分科会すなわ

ち当面の叩紫 管理主体である日本住宅公団と椴総的な事業 も埋王体である横浜市当局の両者間において了承され､そjlらを炎体的､

物的なかたちとして表現 したものが ｢マスターデザイン｣である｡

また､段階整備計画の爽現に大きく貴献したものとして ｢モデル事業計画｣があげられる｡これは､せせらぎ公園 (近隣9号公園)

とせきれいのみち (掠道3号緑地)の-部を対象として行われたもので､｢緑道の使われ方や整備方針の試行､あるいはせせらぎ等に

ついての水理学的データを得ること,および関係機関､関係住民,区画並埋地区内権利者等に対するPRにより､まちづくりに対す

る理解と協力を得る (港北ニュータウン1)-フレyト ｢せせらぎ計画｣)｣うえで大きな役割を果たした｡この際､段階整備刑画を具

体化する実践的な契機として､せせらぎ公園のような ｢もの｣先行型のモデル事業のみならず､公l表働 地づ くりに参画する主体を組

終化するモデル卒業- く主体〉先行型のモデルIgt菜の必要性も提起された (港北地区総合緑化計画報告鞍､198】年)0

l基地備計画l ｢公園基地 倖計画剛

<環境分科会> モデルスタディー1 2

l抑 黙示 可 -スターデザイ/-1

<施設分科会> マスターデザイン コー ド

極合整品計画l -スターデザイン-2

<申実分科会> マスタ-デザインの卒業家に関する検討

昭和57年度共月欄 達郎菜計画 当両の課趨

｢公園緑地整イ焔宅牡協定｣

段階整備計画の具体化とマスターデザイン
(港北地区£含掠化計画報告者､1981年)

濯北地区総合提化計画･作菓フロー (港北地区総合線化計画報告書､1981年)

塁fG方針 を片方式の検討 並fB内等 叫系樵略の検討

第一次分科会 環境升各会 第三次分fI食 事J喋 分科会

LHj此



II 理論としてのグリ-ンマトノックスシステム

H-2 歩行者専用道路によるオープンスペースのネットワ-ク化

● 環境構造 を支 えるク リー ンマ トリックス システム

都市構成のシステムとバターン

) 港北ニュータウン計画では,従来のこの種のニュータウン開発によくみられた自動車迎路を主

体とした基本鰍JjZを改め､歩行者を中心とした郡市鰍'jZとニュータウン全体として大左通勤輸送機

関への体系を完結することが志向された｡また､都市計画として内軸構造とそのシステムのl弼係か

らの撒み上げと広域都市計画との接卓をどこに求めるかという間男に対し､内部構造とそのシステ

ムの側から提案をおこない､この間題を解決しようとした｡その内部構造とシステムの組み立てを

するために､ヒューマンシステム,カーシステム､ヒューマンセクター ･バスセクタ-､グリーン

マトリノクスなる概念が導入されたo

都市相成システム概念図 (基本計画原案､1968年)
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ll 理論としてのグリーンマ トリックスシステム

d 様々な施設に対托､した,歩行行動圏 (ヒューマンセクター)と歩行者専用道路によって体系づけ

られた歩行システム (ヒューマン-/ステム)が設定され､両者の様々な組み合わせにより､歩行者

本位の有機的な施設配置が意図された｡また､いくつかのヒューマンセクターをバスサービスで連

結 した増位 (駅に対応)はハスセクターと呼ばれ､連絡する施設の内容に応 じて様々な規模を設定

することにより､あらゆる日常的諸活動において利便性が保r琴されるものとした｡また､自動草道

蹄をヒェ-マンセクター内にどのように入れるか (カーシステム)については大きな任意が払われ､

自動車道路および歩行者道路全体の交通システムの秩序化がi;r回されたo

d この段階での剖画案は､ヒューマンンステム.カーンステム､ヒューマンセクタ-､パスセクター､

グリーンマ トリックスなどの各種要素を地形計画に対応させて作成されたが､大造成による尾根開

発と施設の分散配置が特徴的である｡また､農業地区の設定 とその配置､既存JJt務の修校訂画を考

慮に入れた代替案の検討も行われたO

土地利用構想 (基本計画原案､1968年)

払 正二服 地峻 地区センター 'Ei公庁施設

～ヽ ヽヽ ヽヽ lL_I.Ì:-p･Jこ

低同住宅

中T,J11層住宅

公園 緑地 歩行名神用路

//a///// 文化センター 誘致施設



ll 理論としてのグリーンマ トリックスシステム

地形単位 (基本計画原案,1968年)

リーンマ トリックス

J 東京､横浜の大都市厩に近接 し､残された緑地ゾー

ンとしても食味の大きい港北地区においては､住宅地の

なかでどのように緑を碑し､また､育てるかということ

が大きな課題となった｡ま7㌧:､浸食の進んだ丘陵部､rlH

析谷の沖積低地等における開発計画にあたっては､良主脳

れ等の自然災害の発生を防止するべ く､地形､地質から

くる住宅地としての適 不適地区分をはっきりさせる必

要があった｡そのため､自然条件の両からの正 しい要求

を逝本計画原案作成に際 してのベースとすることが求め

られた｡そこで､地形上より造成のユニ yトを想定 し､

そのユニ ットごとに自然灸件と土是のバランス等を稔合

的に勘案して､自然条件の偶からのマスタープランとし

て地形修正協の作成がおこなわれた (港北ニュータウン

の自然および立地条件に関する基礎調査､1968年､宮脇昭)｡

r 作業にあたっては､ます地形分析が行われ､ここでは､

尾根､斜面.谷戸に代表される鰭要因の形態からくる環

境粂件の整理､図化作業が実施された｡具体的には､El照､

風通し､景観などの環境決定因子として､その形態的側

面 (方向､広さ 幅､勾配等)についての分析が行われ､

同時に､災害防止､工中上の決定因子としての構成物質

の物理的謂特性 (土壌､地下水面､地耐力､地光条何､

圭引犬Iqk,谷密度等)についても分析が行われたO

22
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ll 理論としてのグリーンマ トリックスシステム

植生分析(基本計画原案､1968年)

集落･社寺分析(基本計画原茶､1968年)

P 開発による自然立地の新 しい機能と環境に対応 した

新 しい緑のあり方が問題とされたことから､現存植生の

科学的な把握が求められ,新 しい緑のあり方もその延長

上にあるべきとの考え方が示された｡そこでは､退去､

現在､未来という時間のダイナミズムを考慮 して､現存

植生,代何植生､潜在自然植生が位置づけられ､土地の

型の変化に対応 した未来の潜在自然植生のあり方を踏ま

えた緑化計画の必要性が指摘されたE,

M 集落は､地表面の顕著な構成要素であり､地表形態

の中核的な形象でもある｡そこで,自牲環境のなかにあっ

て典諸のもつ形態的側面からのアプローチが､地形計画

を行うにあたっての一つの重要な計画上のファクターとなっ

た｡開発が行われ､将来大差の住宅群による集落景観が

Ll'.現したときに.その全体的な典落黄椴のなかにあって､

既存の集落景観がどのような立場をとり､どのような姿

になるのが望ましいかという点が一つの大きなテーマとなっ

たのである｡
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ll 理論としてのグリーンマ トリックスシステム

● レク リエ ー シ ョンサ イ トとオ ー プ ンスペ ー スの体 系 化

オープンスペースを媒介 とする土地利用の関係付 け

■ 郡市におけるオープンスペースの利川､空riFJのレクリエ-ショ

ナルな利用は､極めて広範多岐な変菜に展梯jしており､従って､

公開等の処理のみでは問題を解決できない｡路地､社寺境内､

河川敷地に展側するアクティビティと公図等におけるそjrLとを

一体的な系としてとらえ,都市内の様々なオープンスペース的

土地利用あるいはアクティビティを誘発するような資産を有す

る土地利用と適宜連絡あるいは関連づけることによって､都市

施設の整備が効率化されるとし､このようなシステムをグリー

ンマ トリックスシステムと呼んだ｡

■ 集合住宅地は､その高層化とともに都市における公的オー

プンスペース確保の手段として多くの可能性をもっとの認識から､

港北ニュータウンにおけるグリーンマ トリックス展開の主要な

要素として位髄づけちれることとなった｡小規模な戸建て住宅

によって住宅地が姓めつくされたときに満たされない環境施設

を集合住宅地が珊極的にカバーしてゆくようにし､一種のイン

フラス トラクチャーとしての権能をJJき合住宅地に負わせようと

したのである｡これによって､一般分岩瀬住宅地において確保さ

れ疑い歩卒分社､遊び場､その他環境､景観上の利点および防

災上の利占をより効率よく具現化することが可能になると考え

られたのである｡

24

クリーンマトリノクスの基本的な考え方

(基本計画原案､1968年)

クリ-ンマトリックスの展開1(基本計画原案､1968年)



H 理論としてのグIJ-ンマトリックスシステム

グリーンマトリンクスの展開3(基本計画原案､1968年)

1 港北ニュータウンでは､分譲宅地をいくつかの小規模のグルー

プに分散させ､集合住宅地との横触面を多く取ることによって､

住宅地全体としての環境質の向上が望めるものとした｡分譲宅地

のグループは主としてV4道路 (住戸群へのサービス道路)におけ

る歩行者､自動車の混合の度合い､限度によって決定される｡さ

らに各分譲宅地のグループには集合住宅地とのジョイントとして

児童公園が設けられるOこれは､遊び場その他のオープンスペー

スを提供するとともに､歩事分離のためのものである｡つまり､

V4道路から集合住宅地内の歩行者専用道路 (p)-のジョイント

として,児童公園は歩行者専用道路の機能を包含するものとされた｡

■ グリーンマ トリックスシステムを構成する主要な要素として

集合住宅地をあげ､オープンスペース確保のための有効な手段で

あると同時に一種のインフラス トラクチュアとしての役割を期待

したO戸建て分譲住宅地は集合住宅地に隣接させ､その接点に公

園緑地を配することで両者間のアクティビティを媒介するといっ

た住区の構成が考えられたO

このように､住区スケールにおける公園緑地は住戸群のグルー

ピングを媒介する基幹的な要素として位坦づけられ､公園緑地を

媒体として様々な土地利用を連担してゆくという､その後のオー

プンスペースシステムの形成に向けた方法論の原点がこの時期既

に提案されているo
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ll 理論としてのグリーンマ トリックスシステム

● 住 区 の構 成 とオ ー プ ンスペ ース

歩行者専用道路 とオープンスペースの一体化

■ オープンスペースを内包する様々な土地利用を一体的な系と

してとらえ､それらを連絡､結合するための媒体としての役割を

担うことになったのが歩行者専用道路である｡都市公園に代表さ

れる都市施設は､公共サービスにおける平等性の観点から均等分

散型の配置をとらざるをえないOまた､空間の機能においても平

等性が求められるため､施設内容やデザインは画一化 しやすく､

限られた空間に様々な機能が詰め込まれることになるoLかし､

これらが歩行者専用道路によって連絡されていれば､施設内容は

必ずしもすべて同じである必笑はない｡さらに､学校連動域や寺

社墳内地､集合住宅の枚間広場､樹林地.埋蔵文化財包蔵地等の様々

な土地利用と連絡することで､公園という限られた施設空間に対

する過度の要求からくる機能上の負担を大いに軽減することがで

きる｡

土地利用言十画とオープンスペース配iE(基本計画原案､1968年)

分散型からネノトワーク型へ (基本計画原案､1968年)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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ll 理論としてのグリーンマトリックスシステム

オープンスペースと歩行者専用道路の体系

住区におけるオープンスペースのネJトワーク

■ 基本計画原案におけるオープンスペースの体系は､ヒューマ

ンセクターの空間スケール (誘致圏域)に応じて､プレイロット

1､プレイロノト2.児童公園､少年公園､地区公園,スポーツ

センタ-の6徒類によって構成するものとした｡プレイロ7ト1

-2については､歩行者専用道路と一体化させるとしている点が

特徴的であるC少年公園､スポ-ツセンターは､規模と誘敦EEl域

からみて近隣公園,遊動公園に相当するものである｡また､歩行

者専用道路については,P卜 P4の4種類が設定された｡Plは駅

砂田を中心に組み立てられているショッt='ングモ-ル琴の系で､

p2は通勤 通学路､バスセクタ-､少年公園等の圏域をカバ-し､

自転辞路を兼ねているDP3はp2と連絡 し､児童公園へのアクセ

スを担う｡p4は集合住宅地内の歩行者路やプレイロット1-2

を含み､蝦も生活に密着した系であるOこれらオープンスペース

と非行者専用道路の段階的かつ有機的な結合によって､ヒューマ

ンセクタ- (住区)を構造化することが怒Eglされたのである｡



Il 理論としてのグリ-ンマトリックスシステム

Il-3 グリーンマ トリックス幹線の提案と公園緑地帯の構想

● 行為 と空 間 の マ トリックス

開発 目標 とクリ-ンマ トリックスシステム

P 基本計画原案の検討を終え､基本構想 (′り ロットプラン)の段掛 こおける主要な課笹は､ニュータウ

ン開発のEl標を具体化させることとその開発目標を確実に実現させるためのシステム設計を行うことであっ

た｡オープンスペースのシステムであるグリーンマ ト リ ノクスシステムは､通勤通学時の安全性､接近性,

快適性の増大､近隣圏における買い物などEl常生活の快適性の確保､公共施設の新規導入とそのサービスの

享受が容易であること (基盤整備が整っていること)､災害時の選耗 安全対策､散少等のアウトドアライ

フや余暇を満喫できる住宅地､遊び空間を最大限確保すること､ふるさとの思い出をつくる等々といった多

くのそして多様な要求に応えるためのシステムとされ､交通システムと並んで相対的に最も盃要な基幹的シ

ステムとして位置づけられることとなった｡

グリーンマトリノクスシステムと開発EH宗の柑 (基本構想､1969-70年)
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ll 理論としてのクリーンマトリックスシステム

しう

■ グリーンマ トリ

すなわち公共減歩によって生み出される限られた空間の枠内で､様々な期待と要求を満足する効率の良いシステ

ムを設計しなければならないことであったOそのため､一定の空間長のもとで貴大限の行為畳を確保 しうるオ-

ナンスペースシステムの設計が試みられたoそこでは､限られたスペースでレクリエーション利用と緑地保全を

両立させるために､レクリエーンヨン樺能の積極的な役割分担､また､緑地保全とその他の土地利用とを積極的

に盃屑させるという､今日の都市緑化に通ずる手法の可能性が検討されることとなったo

r そこで､あるレクリエーション行為 (縦軸)が必ずしも単一の空間 (横軸)と対応するものではないことに

彩目し､公園緑地以外の土地利用とのレクリエーション機能上の役割分担の可能性が検討され､オ-プンスペー

スシステムの構成に参加可能な要素の検討が行われた｡

行為系l空間系複合モデルの横討 (基本構想､1969-70年)

(+) 杉 搾 黙 お 声 L++1 彬 %

土いじリ77ゴトJJLT+汁 # 髭

マリ^そU'三■■^そLr ノ/ Q# / :彰 d れ

ローラスケート自 転 ■ポ-ルあそU' # 詔 /# ,Z2'/% ' L +A
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El仇t書をTる戸外T'休息Tる m
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ll 理論としてのグリーンマトリックスシステム

● ク リー ンマ トリックス幹線 に よる緑地 の保 全

保全すべき緑地の摘出

J レクリエ-ション機能上の役割分担の可能性及びオープンスペースシステムの構

成要素の検討と同時に､樹林地等の緑地ストyクや埋蔵文化財の分布実態調査が生態

学的あるいは'lf7:観形成効果といった視点から実施されたDその結果､緑地ストックは

主に谷筋の斜面に残存している実態が把握された｡これを受けて,出揃った要素をい

かにして組み合わせるかすなわちシステム設計が行われた｡

ハードなグリーン縞出図 (基本書十画､1970年)



ll 理論としてのグリーンマトリックスシステム

グリーンマトリックス幹線の組成

＼レ ･一鴇 '{タ~ンl

十･ザ

YY′''タ~ン2●日日日=日日川
: ･

二一ー ■∴

グリーンマ トリックス幹線の提案

■ グリーンマ トリックス幹線の組み立て方のバターンについて3つの

考え方が捷起された｡バターンlは､住区内の日常的､E的的な系が相

互に結合することによって部分系の農体として全体系が形成される｡こ

のため公共施設はすべて部分系に結合されることになる｡ところが､EI

的的な系によって既存樹林等の環境資源をじゅうぷん保全 しうるかが疑

問とされたため､バターン2では､部分系と全体系が分離されたOこれ

は土地粂件を生かすためには頻も優れた方法ではあるが､土地利用率上

の制約から全体系が規椀的に貧弱なものになることが予想された｡その

ため､学校､公園等の大規模なオープンスベ-スを全体系)に集中させ､

それらの施設をサ7'システムである部分系のジャンクションに配置する

ことにより､全体を関係づけることとした (バターン3)｡これにより全

体系に要求されるオープンスペースらしさを満足するための ｢広がり｣

と ｢グリーン｣の両立が可能となった｡

■ 緑地ス トックが主に谷筋の斜面に械存 している実態を捕まえ,谷戸

を主体にオープンスペースの幹線 (グリーンマ トリ ックス幹線)をニュー

タウン全域にわたって設定 し,谷底に公Bl緑地や学校校庭等を配した

そして,グリーンマ い)ックス幹線沿いに集合住宅,教育施設等を集中

させ,その不利用地として担保された斜面緑地あるいは既存集落の屋敷

林等が谷底の公開緑地 ･校庭を取 り囲むというような構成が考えられ,

これによりオープンスペ-スとしての広がりと保存緑地への視認性を両

立できるとした

造成の方法 (基本計画､1970年)



ll 理論としてのグリーンマトリックスシステム

● 公園緑地帯の構想 とオープ ンコ ミュニテ ィの形成

グリーン系とオレンジ系への分化

ld プリ-ンマトリックス幹掛 ま､学校校庭等を含み､

またセンタ-等の開発密度の高い部分も結ぶため､い

わゆる緑地保全.レクリエーション系 (グリーン系と

呼ばれた)の施設のみによって構成されるわけではなく.

部分的に日常的､目的的な系 (オレンジ系と呼ばれた)

によっても構成されるはずである｡そこで､グリーン

マ トリックス幹線を ｢グリーン系｣と ｢オレンジ系｣

とのシリーズとして形成することとし､各駅の徒歩圏

は高い開発密度を予測して ｢オレンジ系｣を使先し､

各駅朗外の幹掛 ま｢グリ-ン系｣優先を原則とした｡

こうして､グリ-ンマ トリックスシステムは､グリー

ン系を主体とする幹線とオレンジ系を主体とする支線

とに分化することとなった｡

グリーンマ トリックスを構成する要素の積討

ll グリーンマトリックスシステムの組成についての

大枠が決まると､つぎに､具体的にどのような要素､

施設によって幹線を構成するかが間諜となる｡豊かな

緑を支えるグリーンマトリックス幹線は､大規模かつ

それほど日常的利用額度の高くない施設によって構成

され､日常生活に対応したグリ-ンマ トリックス支線

には生活に密着した施設が近接することが望ましいと

された｡前者は ｢グリーン系｣と呼ばれ,センター､

文化センタ-,中央公園､撃殺 (小 ･中 高)､地区公

園､少年公園等の施設が近接する｡後者は ｢オレンジ系｣

と呼ばれ､幼稚園 (保育閲)､集会場,行政管理施設､

児童公臥 7'レイロノト 診療所､サブセンター等々

の施設が近接する｡そして､住宅地と支線との結節点

に児童公園､幼稚園､集会場､プレイロノト等を､支

線と幹線との結節点に､学校 (小 中)､少年公臥

地区公臥 社寺等を配置することとされた｡
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グリーンマトリックス幹禄に包持される要兼 (基本書†画､1970年)
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グリーンマトリノクスのiI成と要素 (基本計画､1970年)



ll 理論としてのグリーンマ トリックスシステム

グリーン系とオレンジ系の配経頼討 (基本構想､1969-70年)

) グリーン系の主要な構成要素とされた

近隣公園一児童公園とし､このうち近隣公

園クラス以上のほとんどの公園緑地がグリー

ン系の幹線であるグリーンマ トリックス幹

線の構成に参加 し､グリーンマ トリノクス

幹緑の誘致圏域外には､従来の圏域配置論

に基づき､近隣公園と児亜公園が配置されたO

また､グリーンマ トリックス幹線の空間構

成については､谷底のオープンスペースと

斜面緑地の中核部を事業制fB;の確立 してい

る都市公園として確保 し､さらに集合住宅

地等によって担保 される斜面緑地を副次的

に抱き合わせることとした｡

グリーンマトリノクス幹線の断面 (基本構想､1969-70年)
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ll 理論としてのグリーンマトリックスシステム

公園緑地 システムとの連動 オープンコミュニティにおける公Ei)様地 (基本計画､1971年)

■ グリーンマ トリノクス幹線を形成する公園は､段

階別の公園というより一連の公園群あるいはオープン

スペースとして理解されよう｡これは､港北ニュータ

ウンの住区構成はよりオープンなものを指向している

ことと相保って､クローズ ドした領域の核としての公

幽というより､オープンスペースな住区よりある一定

の時間圏内にある公陶群としてとらえられる｡すなわ

ち国定的な一対一の閑榛から､複数対硬軟というより

オープンな対応FW係を生み出すものと考えられる (港

北ニュータウングリ-ンマ トリックスレポー ト,1974

辛)a

■ グリーンマ トリノクス斡歳の骨格をなす公園緑地

の模能が緑地保全に傾いた結果,レクリエーション横

能を代替するべ く､学校校庭や広場､歩道等のOSと

の耗極的な役割分担､連損が要請され､′ト･中学校校

庭の開放及び民間遜動施設の誘致､市の都市計画事業

として遊動公図を確保する旨の提案 ヒアリング等が

この時期精力的に行われたo

J 同時に､このような役割分担､連担を町舷とする

ためには､公園緑地自体も周辺の土地利用に対 して開

いた構造を持つことが必要となる｡下図は公園緑地帯

の断面を示 したもので,公園緑地に内包される3つの

代表的な空問要素 (道的要素､レクサイト的要素､緑

地的要素)が公園緑地内部で完話せず.生活EFの様々

なレベル (街区､住区,地区､地域)における様々な

土地利用と連担 してゆけるというシステムの構成が考

えられている.
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生活臥こおける公園接地を核とする土地利用連担系 (基本計画､1971年)



ll 理論としてのクリーンマ トリックスシステム

土地利用計画 (基本構想､1969-70年)

クリーンマトリノクスシステムにみる公共空地の体系 (基本構想､1969-70年)

J この段階 (基本構想)における景柊的な

オープンスペースシステムは､リング状の公

園緑地帯 (グリーン系)と歩行者専用道路の

ネットワーク (オレンジ系)の2系統からな

る重層的なシステムとして提案されることと

なった｡
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ll 理論としてのグリーンマ トリックスシステム

Il-4 都市施設から都市構造へ

● 近隣住区への対応

公園緑地に内化 される現存植生 と埋蔵文化財
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d 基本構想の叔終策とされたリング状の公園緑地帯によって基幹的なオープンスペースのシステムを形

成しようとするプランは､公共サービスにおける平等性の観寛から韮本計画において見-ELが求められたO

大規模な公園緑地帯を形成することに､公共減歩によって生み出される貿重な土地の大部分を使ってしま

うため､近隣圏におけるEl'嵩的サービスに供する小公園 広場等のオ171ンスペースをじゅうぶんに確保

できなくなってしまうのである｡このため､従来の均等分散型の公園配置論を前提とし､より都市公園制

度に即したオープンスペースシステムの計画が求められることになった.

L 一方､近隣レクリエ-ションサービスという役割に加えて､港北地区のふるさとをしのばせる景観を

形成する克要な要素である現存植生や埋蔵文化財等の環境音源を保全してゆくことも都市公臥 二課せられ

た大きな課範であった｡ここで必然的に発生する問題は､公共サービスの平等性を前提とした幾何学的均

等分散型配債にもとづく都市公園の立地と環境貴源の分布とが必ずしち-敦するわけではないということ

である｡すなわち､レクリエーションサイトの計画を前提とした圏域配置詮によってでは､線の環境の最

大限の保全､ふるさとをしのばせる都市づくりといった開発目標を実現することは極めて杜しかったので

あるDしかしながら､都市公園 (制度)以外に斬るべき確英な手段が存在しないこともまた印英である｡

基本計画段階における中心的な課掛 j:､以上の命臥 すなわち ｢緑地保全 (開発目標)を実現するための

都市公園の配役はいかにあるべきか｣という問いに答えることであった｡その結果､基本柄想以来の,系

統的､広域的な緑地保全を満足する ｢ダリ-ンマ トリックス幹線｣というコンセプトをそのまま踏鎖し､

｢幹線の構成の仕方｣をより制度に即 したかたちで見直す (分散する公園緑地を何らかの方法によって結

合する)ことによって対応をはかることとなった｡

グリーンマトリノクス幹塀沿いの現存植生､埋蔵文化財 (基本計画､1971年)



ll 理論としてのクリーンマ トリックスシステム

近隣公園配置における応用モデルの格討 (基本計画､1971年)

誘致圏を満たす近隣公Eilのシフト領域 (基本計画､1971年)

近隣公園配置の応用モデルの検討

■ グ1)-ンマ トリyクス幹線沿いの住区が集合住宅

地を主体としており､高智度ながら足下に豊かなオー

プンスペースを備えていることや近隣公園の機能を緑

地保全にシフトさせることを踏まえて､従来の均等分

散配世を超えた応用モデルの検討が行われたoすなわ

ち､近隣公園の機能を緑地保全にシフトさせた場合､

そこで排除されたレクリエーション機能を代替するた

めに､隣接する住区の近隣公園と連担する必要を生じ

るが､そのためには近隣公園が住区の幾何学的な中心

部にあったのでは不都合を来すOそこで､グリーンマ

トリノクス幹線沿いへの集合住宅地の立地を前提に基

準よりやや′ト規模ではあるが人口密度の高い住区を想

定することによって､住区内での近隣公隈の偏在を英

現させるOこうして､典合､連担 した2つの近隣公園

はそれぞれ緑地保全とレク利用への機能特化が可能と

なり､単独で存在している場合と比較して互いにより

高次の機能を牡得することとなるO

■ 左図は､グリーンマ トリックス幹線を形成を意図

して､近隣公園が､誘致圏を満たす範囲でどの程度住

区内における偏在 (シフト)が可能かについて､ニュー

タウン全域にわたって検討したものである.誘致圏を

示す園内部の曲線で示された不整形な領域が誘致圏を

満たす範囲で近隣公園が住区内で動ける範囲である.

これをみると住区によっては必ずしも中山､部ではなく

ともかなりの偏在が可能であることがわかるO



ll 理論としてのグリ-ンマトリックスシステム

近隣公園 と集合運動場の連担

JI 近隣公園を住区の艶何中心から充足中心へシフ

トさせるという作菜を､相隣する4つの住区の近隣

公園や典合運動場を対象として行えば､2近隣公園 (蘇

地保全横能に特化)､2集合運動場 (レクリエーショ

ン機能に特化)が逆担することから､規模的にも繊

維的にも地区公園としての機能を充足する単位の形

成が可能となるOそのため､結果的に訴欺圏域が拡

大 し､個々の近隣公園､狐合運動塊を住区内で偏在

させるための粂件となった住区規模縮′トの間道を克

服できる｡

b 以上に示した近隣公園配置の応用モデルの実現を､

ニュータウン全域を対象にグリ-ンマ トリノクス幹

線の形成を考慮 しつつ､即地的に検討 したものが下

回 (ち)である｡想定されるグリ-ンマ トリノクス

幹線ル-ト上に近隣公園を央中､連担させることによっ

て機能充足単位 (地区公園)を形成し､それをグリー

ンマ トリノクス幹線の核ともいうべき主要な構成安

まとして位置づけている｡
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近蘇公園の集合と連担による機能特化 (基本計画､1971年)
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公園接地配止の検討 (基本計画.1971年)



ll 理論としてのクリーンマ トリックスシステム

基本計画1-2次藁におけるグリーンマトリックス幹線の構成の変化

基本計画2次案におけるグリーンマトリノクスを構成する公共空地

■ 基本計画 (マスタープラン)1次案 と2次案

には､グリーンマ トリックス幹線の構成手法にお

いて決定的な違いがみられる｡すなわち､1次案が､

公降緑地によってグリーンマ トリックス幹線の背

骨を構成するという基本構想の名残をまだ残 して

いるのにたい して､2次案では､公園緑地とその

他のサブシステム (小 中学校校庭､集合運動場等)

を直列的に連捜させることによってグリーンマ トリッ

クス幹線が構成されているD分散型の公園配置シ

ステムを採用 しても､この2次案のような構成手

法をとれば､オープンスペースのネ ノトワーク化

は可能である｡

■ しか し､いかに多様な質素を連担させたとし

ても､オープンスペースとしての広が りとアクティ

ビティをLlliJ足するだけの帽月をグリーンマ トリッ

クス幹線の全線にわたって確保することは難 しく､

1次案 と比べて貧弱なオープンスペースシステム

とならざるをえない点が課題 とされた02次案に

おけるオープンスペースシステムは,公園緑地 と

集合運動場等の連担によって形成される機能充足

単位が自転車道路によってネ ノトワーク化される

という数珠状のシステムとしてイメージされた｡



ll 理論としてのグリーンマ トリックスシステム

● 緑 道 に よ る地 区 公 園 の結 合

緑地空間 と

lI 残る問過は､これら機能充足単位 (地区公図)を

いかにして結合 し､ダリ-ンマ トリックス幹線を成立

させるかということである｡ここでは.緑地保全に特

化 した公園緑地､グリーンマ トリックス幹線の特性を

考慮 して､緑地としてのイメージヤビ1)ティとオ-プ

ンスペースとしてのアクティビティを確保する目的から､

繰道によって地区公園間の結合を強化することが構想

された｡分断してしまった公園緑地は､こうして､連

担するその他の土地利用とともに再び結合され､都市

基盤としてのオープンスペースシステムの計画が復活

することとなった｡そして､基本計画はこのプランで

フィックスされ､次のステージである基本設計､個々

の公園緑地の計画設割作業を経てほぼ原案どお り実施

に移され､今Elに至るO
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基本計画3次案におけるグリーンマトリックス幹線の梢成

基本計画3次案におけるグリーンマトリックスを構成する公共空地



ll 理論としてのグリーンマ トリックスシステム

緑道の造成手法 (基本計画､1971年)

都市構造としてのオープンスペ-ス (基本計画､1971年)

緑道 と保存緑地の一体化

■ 地区公園関を幅員30mの緑道によって結合

することで､オープンスペースとしての広がり

と連続性を確保することができたわけであるが､

緑道の ｢緑地としてのイメージヤビリティ｣を

より強めることに大きく貢献 したのが､緑道沿

いに計画的に残された保存緑地であったD保存

緑地は集合住宅や教育施設 (小 中学校)､民

間誘致施設等の土地利用によって支えられ､隣

接する緑道と一体となって､豊かな緑の空間を

形成するoこうして､緑地保全に横能がシフト

あるいは特化した近隣公園や地区公園と､保存

緑地と一体的に整備された緑道を結合させるこ

とにより､基本構想段階からの懸案であった単

なる都市施設のネットワークを超えた骨太な ｢都

市構造｣としてのオープンスペースシステムの

実現の目途がついたのであるoただし､｢緑道｣

は当時まだ都市公園の種別として認定されてお

らず､剛度化に向けての検討作業､調査研究が

行われている段階であった｡したがって､港北

ニュータウンのオープンスペース引画は､本邦

における都市柄道としてのオープンスペースシ

ステムの形成に緑道が実践的に関与 した最も初

期の事例のひとつであり､さらに､その制度化

に向けての強力な運動を計画作業のなかに包含

するものであったことをつけ加えておくo



Il 理論としてのグリーンマ トリックスシステム

● 都 市構 造 と しての オ ー プ ンスペ ー ス システ ム

ク リーン系の検討

■ グリーンマ トリノクスシステムは､緑地保全を主要

な目的とする ｢グリーン系｣と通勤通学､買い物等の日

常的な生活機能､動線に対応する ｢オレンジ系｣の2系

統からなる重層的なシステムとして計画された｡これは､

基本構想以来措鶴されている内管で､基本計画-基本設

割の段階においては,空間デザインのあり方について敷

地スケ-ルでの具体的な検討が行われたO

■ グリーン系の主要な構成要索である公園緑地につい

ては､その機能が緑地保全に傾いた結果､遊び場的側面

(迎臥 レクリエーション等)や空地的側面 (71)-ス

ペース､みち等)といった制度が前提とする謂横能をと

のようにバランスさせるかということが設計上の主要な

課過となった｡そこで考えられたことは､まず､個々の

公園緑地をハー ドな空間領域 (横能をI脱走する)とソフ

トな空間領域 (機能を限定しない)とに分離するDそし

て､さらに前者をハード グリーン (緑地保全に特化し

た領域)とハー ド レクリエーション (レクリエーショ

ンに特化した領域)とに分ける｡そこでは､利用者のニー

ズに応じてハー ド グリーンとハー ト レクリエーショ

ンが運動することによって､ソフトな部分の樺能 領域

がテンポラリーに規定されてゆくというような動態的な

空間構造が考えられたO
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基本設計2次案におけるクリ-ン系緑地 (保存･造成)
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公園緑地における土地利用の検討 (基本設計､1971-72年)



ll 理論としてのグリ-ンマトリックスシステム

基本故計2次案における歩行者路の全体システム オレンジ系の積討

r 一万,日衛生活動線の幹線である ｢オレンジ系｣につ

いては､どのような構成が考えられたのであろうか｡オレ

ンジ系はグリーン系と比べて ｢みち｣的性格の強い系であ

るため､系そのものの内部構造よりも外部 (の土地利用)

との関係をいかに取り持つかという与が重要になる｡すな

わち､通勤通学路として住区とバス停 ･鉄道駅を安全 ･快

適かつ効率よく連絡すること､また,教育施設 (′ト 中学

校､幼稚園)や集合運動場等の土地利用を束ね (教育軸)､

住区からの安全で快適なアクセスを保障すること､さらに

商店や公共施設 (郵便局 交番 小公Bil)､医療機関 保

育所､近隣センターといった様々な施設群を兼ね (南井

施設軸)､日常生活の質と効率をF.17めること等々である｡

一方､内部構造において注意が払われた与は､商店街の核

としてまた児童の身近な遊び場として,さらには ｢ながれ｣

や ｢たまり｣といった ｢みち｣に求められる基本的な枚能

を効率よく処理するため､商業 ･施設軸の要所要所に辻広

場を設けたことなどである｡

生活軸の構成 (基本技苦十､1971-72年)
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第Ⅱ章

実践としての

グリーンマトリックスシステム



川 実践としてのクリーンマ トリックスシステム

Ill-1 グリーンマトリックスシステムの実体化

● 公 園緑 地 に求 め られ た空 間 イ メージ

q 港北ニュータウンではより自然的な空間を可能な限り残 し創出する

ことが重視された｡同じ広域的な土地開発プロジェクトである多摩ニュー

タウンや千非ニュータウンでは､｢新住宅市街地開発事業｣として開発が

行われ､地権者イコール串楽主体となるため卒業の進め方をコントロー

ルしやすいDそのため計画意図は､概 して設計内容に反映されやすいo

Lかし港北ニュータウンのような ｢土地区画整理事業｣による開発の場合､

地権者は多岐にわたるため､開発行為は時間的にも空間的にもまとまり

を得にくくなる｡よってニュータウン全域における計画意図は､個々の

空間の設計内容に反映されにくい｡また､個々の公園緑地の設計者も多

様であるため,連続する空間の整備方針において共通の認識を持ちにくいO

さらに人口の定着が長期化することが予想され､初期の段階で将来の施

設需要を想定することは困難なものとなるOこの様な事業上の障害をク

リアするため､港北ニュータウンの公園緑地整備率薬では､計画コンセ

プトを個別の設言1に反映させるために､一貫性と柔軟性を合わせ持った

新たな手法が要請されていた｡

クリーンマ トリ

■ グリーンマ トリノクスシステムを具体化するための主要な空間であ

る公園緑地の形態について､緑の空間と施設化された空間のとちらが棉

来の施設需要に対 して柔軟性をもつかが検討されたOその結果､緑の空

間がより柔軟性を持つとされ､基本的に緑地保全を中心課過とした公園

緑地計画が提案されると共に､将来の施設需要に対 しては段階的に対応

することが提案されたoまた､｢より自然的な空間を可能な限り残 し創出

する｣という港北ニュータウンの基本方ilを実現するための重要な要素

である保存緑地は､隣接する土地利用にまたがって保全されることが揺

案され､特に重要な空間構成要素とされた｡こうしたグり-ンマ トリノ

クスシステムからの要言削二基づき､公園緑地計画は､緑地保全をその中

心課題とすると共に､単に個々の公園緑地内部の整備方針の検討のみ杏

らず周辺の土地利用との連携を前提とした結合的な整備方針を検討する

ことが求められたD
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ニュータウン開発 の基本理念
｢乱開発の防止｣
｢都市農薬の確立｣

｢市民参加のまちづくり｣

都市建設 の基本方針

｢損の環境を最大限に保存する都市づくり｣
｢̀■ふるさと"をしのばせる都市づくり｣

｢安全な都市づくり｣
｢高い水準のサーヒスが得られるような都市づくり｣

マス ターテザ イン
(全域を対象とした個別の設計方針の検討)

↓
実施設計



‖ 実践としてのグリーンマトリックスシステム

■ ニュ-タウン全域および周辺の土地利用との関係を考慮 し､公園緑地の計画コンセプト

を具体的な空間計画に対応させるた桝 こ､ニュータウン全域の公園緑地に対 してモデルスタ

ディという投階をふまえて5つのサ7'システムによる整備方針の検討が行われた｡

① 水系計画では､水源問題や水施設のあり方が示されたO

② 緑化計画では,緑道を構成する既存植生と新鋭に植栽すべき範囲について線化の方向が

示されたo

③ 宕'1域引画では､グリーンマ ト1)ノクスシステムや ｢"ふるさと'-をしのばせる都市づくり｣

を具体化するための空間秩序が示された｡

喧) 施設計画では､スポーy.野外活動系施設､文化 教育活動系施設について､緑地保全

を中心課項とした公園緑地計画のなかでの整備方針が示された｡

⑤ 管理計画では､上記4つのサ7'システムにまたがる問責として､グ])-ンマ トリyクス

システムを保持していくための､単体の公開緑地の管理をこえた他の土地利用との一体的な

哲理についての捷案が示された｡

これらサブシステムを実体化するために考えILll.された公園緑地賂仰の新機軸が ｢マスタ-チ

ザイン｣と呼ばれる手法である｡

滝lt:ニュータウンのオープンスペースシステム
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I" 実践としてのクリ-ンマ トリックスシステム

● マ ス ターデザ イ ンの役 割 一 土地 利 用 の束 ね-

■ 港北ニュータウンにおいて用いられた ｢マスターデザイン｣とは､グリーンマ トリノクスシス

テムより-G貢指された公園緑地整備にr村する計画コンセプ トを個々の公園緑地の基本紋別に反映させ

るとともに､中英化にあたっては常に立ち返るべきバイブルとしての実践的な役割を担う公園緑地

整備の新たな手法である｡

グリーンマ トリノクスシステムを実体化するための公園緑地の並備においては､グリーンマ トリッ

クスシステムの全体系と個々の公園緑地 (全域と個)との関係,個々の公園緑地と隣接する土地利

用 (場と周辺)との関係が重要であり､これらをニュ-タウン全域を通して詞整 し､公園緑地に求

められた空間イメージを個別の設計において反映させることは､これまでの公園緑地の計画､設計

のプロセスの中では困難であった｡マスタ-デザインは,計画コンセプトを個別の設計に反映させ

るための一貫性と柔軟性を持ち､周辺の土地利用との連携を前碇とした籍合的な整備方針､全体計

画に対する個々の空間の位置づけ､隣接する周辺の土地利用との関係を図化 して示したものである｡

これは､土地利用の束ねによりグリーンマ トリックスシステムを実現しようとした港北ニュータウ

ンの公園緑地整備串業において有効かつ必要不可欠な作業であったOまた､計画と股引を繋 ぐ手法

としてのマスターデザインの密売は､全域における検討が可11巨な段階において JL全域と個"､"場と

周辺''の関係を検討したことにあり､&'L計という行為において､｢櫨｣にとどまらない ｢系｣および

｢域｣を見渡す視座を与える稜会となっていることにある｡このようなマスターデザインは英施に

おいでも反映されており､計画と設計を相互に繋ぐためのツールとして有効に機能したのである｡

■ 具体的には､港北ニュータウンのオープンスペース計画では､公開煮麦地,歩行者専用道路はも

とより､典合運動場､集合住宅､′ト 中学校､計画建設用地 (誘致施設等)の土地利用を束ねるこ

とによって､緑地保全にシフトした公園緑地に代わってレクリエーション横能を代替するとともに､

骨太な都市構造としてのグリ-ンマ トリノクス幹線が実体化されることとなった｡

そこで､以下､まず､マスターデザインが有効に横能したと考えられる特徴的なゾーンをとりあげ,

具体的にどのような土地利用の束ね (立地選定及び空間構成)によってグ1)-ンマ トリ ノクスシス

テムが実体化されたのかについて即地的な検証を試みた (3軒2第TJ)Oとりあげたゾーンは､第一地

区から3態所 (LIJ崎公園周辺､牛久保周辺､北山田周辺).節二地区から4箇所 (せせらぎ公園JEJ辺､

茅ヶ崎周辺､葛ケ谷周辺､鴨池公園周辺)の計7箇所である (左Egl参照)｡つぎに､マスターデザイ

ンが実施設計にどのように反映されたのかについて､現況をもとに検証を行った (3革3節)｡そし

て､最後に､グリーンマ トリ7クスシステムを実体化するための､個々の空間構成要素の計画､デ

ザイン面での考え方,手法について要与を整理した (3章4節)｡
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= 実践としてのクリ-ンマトリックスシステム

土地利用計画のケーススタディのゾーン
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lll 実践としてのグリーンマトリックスシステム

川-2 土地利用の束ね

● 緑 道 と地 区公 園 一 山崎公 園周 辺 (l地 区 Aゾーン)-

山騰公園 (地区2号公園)周辺土地利用計画

■ このゾーンでは､山崎公園 (地区2号公園)とくさぶえのみち (緑道2号緑地)を軸にして､武蔵工業大学 (計画

建設用地)､中川西小学校､中学校予定地 (教育施設)､ガーデンヒルズ (鮭合住宅地)等の土地利用を束ねることでグ

リーンマ トリノクス幹線が形成された｡くさぶえのみちと山崎公国は､郡市言f画道路牛久保 中川練によって敷地が分

断されているが,立体交差によって両者間のスム-ズなアクセスと視覚的な連続性が確保されている. くさぶえのみち

と武蔵工業大学の関には宅地がみられるが､低層戸建て住宅地として計画されており､背後の大学の保存緑地と一体と

なってかつての屋敷林の景観を低ばせるOまた､将来､中学校の建設が予定されている敷地の北側法面には､くさぶえ

のみちに隈接 して保存緑地が計画されている｡ここは､横浜市ノ呂地下鉄3号線の通過によってくさぶえのみちの幅員が

狭められている部分で､このような場所への中学校用地の誘導による保存緑地の計画的な確保は､緑道黒城のボリュー

ムと連続性を補って余りある｡さらに､山崎公園の既存樹林保全ゾーン (敷地西側部分)に隣接する中川西小学校でも､

公園との境界部分に保存緑地が追成され､パ yファーグリーンの役割を果たすとともに緑のボリュームアップに貢献し

ている｡

土地利用及び各保存緑地面稚

項目 名称 敷 地 面積(m2) BL番号 保存樹林 造成樹林 合計

i】舌公甲 .献 畳 山崎公園 67,000＼ 17,600(26%) 16,200(24%) 33,800(50%)

くさぶえのみち 67,000 + ､ 2,000 40,700 42,700(3%) (61%) (64%)

教育施設 中川西小学校 】2,600 E1-2 0(0%) 1,600(13%) 1,600(13%)

中学校予定地 20,100 E1-3 0(0%) 1,400(7%) 1,400(7%)

計画建設用地 武蔵工業大学 50,000 1-10 4,Ilo(8%) 12,900(26%) 17,010(34%)
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川 実践としてのグリーンマトリックスシステム

造成前 (1973年)

造成後 (1981年)

■ 造成前のこのゾーンは､北西から南東方向に谷

戸が走り.谷戸に而 した南向斜面の樹林地を屋敷林

として集落が立地していた,また､谷戸南側の台地

部には小規模な樹林地とnLr地がモザイク状に分布し､

そのさらに西側の斜面には大規模な樹林地が残存し

ていた｡

L このようなランドスケープ構造は､造成によっ

て大きく変貌を遂げることになるが､谷戸を三方か

ら取 り囲む3つの緑のバ yチ (北東部の屋敷林と尾

根筋の樹林地､北西部の台地状の樹林地､南西部の

斜面の樹林地)が残されているCこれらは､それぞ

れ計画建設用地 (現武諾工薬大学)､集合住宅地 (ガー

デンヒルズ)､山崎公園 (地区2号公開)として緑地

保全と同調しうる土地利用計画がなされ,谷戸の部

分に&'L走された緑道とJLL中 速担することによって

グリーンマ トリノクス幹線が実体化されたことがわ

かるC

L これら土地利用に共通してみられる敷地計画の

特徴は､南向斜面の樹林地を残 し.北側台地部は砕

極的な施設化をはかった後に適切な線化を行うことで､

線の連琵性を維持するということである｡このように､

既存の環境構造を最大限に継麻するために,残され

た緑地と新規に造成された緑地との適切な連結を誘

導する戦略的な土地利用計画が行われた点がこの/-

ンの特徴といえる｡



lll 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

● 緑 道 と集合 住 宅地 -牛 久保 周 辺 (l地 区 Bゾー ン)-

牛久保周辺土地利用計画

■ このゾーンは､センター北駅の北部に位置し､豊かなグリーンマ トリックス幹線が形成しているところである0倍

生公園 (近隣3号公園)と近隣5号公園をくさぷえのみち (緑道2号緑地)によって連絡し､造成法面上に設定された

緑道沿いに教育施設 (小学校予定地)､吾1画建設用地､張合住宅地 (ビュープラザセンタ-北､国家公務員住宅)等を

集中 連担させることで､それら土地利用によって支えられた保存緑地と公園 緑追とが一体となって骨太なグリーン

マ トリノクス幹線が形成されているO集合住宅地内の保存緑地は､大部分が現況林を残 したものであるが､′ト学校予定

地内に確保された保存緑地はすべて造成によって創出されたものである｡このように､土地利用の種別もさることなが

ら､緑地を確保する方法についても､個々の敷地の用途と計画に応じた異なる手法を用いることによって､連続する保

存緑地が実体化されることとなったO隣接する保存緑地の豊かな緑のボリュームは造成された府道の緑を補って余りあ

る｡

土地利用及び各保存緑地面積

項目 名称 敷地面積(m2) BL番号 保存樹林 造成樹林 合計

++. 徳生公EEI 40,000 ＼ 10,300(26%) 14,300(36%) 24,600(62%)

近隣 5号公蹴 46,000 ＼ 15,500(34%) 10,400(23%) 25,900(56%)

)i .3__LJ;寮 くさぶえのみち 67,000 ＼ 2,000(3%) 40,700(61%) 42,700(64%)
教育施設 /｣､学校予定地 12,700 E1-1 0(0%) 1,500(12%) 1,500(12%)

計画建設用地 サ レジオ学院 33,969 1-9 2,270(7%) 4,570(13%) 6,840(20%)

集合住宅地 ビュープラザセ ンター北 67,000 1-6 12,760(16%) 5,360(7%) 18,120(23%)

国家公務員住宅 ll,000

15,800 1-7 1,920(6%) 2,080(6%) 4,000(12%)
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I" 実技としてのクリーンマ トリックスシステム

規′兄(1995年)

■ 造成前のこのゾーンは､東から両方向に谷戸が

はしり､谷戸に面する台地斜面の樹林地を屋敷林と

して農村集落が谷戸低地部に立地していた｡台地上

の尾根筋は､畑地として利用され､地形によって規

定された土地利用がモザイク状のパ ノチをなすこの

地域特有の農相集落の典型的なランドスケープ構造

を呈していた｡

■ グリーンマ トリックス幹線は､近隣5号公園､

くさぷえのみち､徳生公園を主体としてこの谷戸部

分に設定されることとなったが､その主要部分は谷

戸に面する南向き斜面の樹林地 (保存緑地)によっ

て担保されたものであるO谷戸に面する北向き斜面

は､大道成して最大限に宅地がとられ､その北側端

部の残余地に急斜面を入れてゆき､その部分をくさ

ぷえのみちとした｡

■ 現況写真をみると､ビュープラザセンター､国

家公務月住宅の保存緑地 (保存樹林)と′)､学校予定

地の保存緑地 (造成樹林)､徳生公臥 くさぷえの

みちの造成樹林の成長が確認され､周囲のピルトアッ

プとあいまって､緑豊かなグリーンマ トリックス幹

線が明確に姿を現しはじめている｡
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I" 実践としてのグリーンマトリックスシステム

● -葛ケ谷公園周辺 川 地区Cゾーン)-

I このゾ-ンは､ささぷねのみち (緑

道4号緑地)を軸にして近隣公園とJA合

運動場さらに教育施設 (2小学校+1中

学校)が集中 連担することによってグリー

ンマ トリックス幹線が形成された典型的

な堺例である｡中央部の緑道北側に広く

とられた集合住宅地と計画建設用地によっ

て広大な保存緑地が担保される｡また､

緑道の南側についても集合運動場､教育

施設内に保存緑地が引画されているほか､

葛ヶ谷公園 (近隣11号公園)では既存機

瓢 芝 等 至弓 -JtT/,:暮 -

林が保有された0線道自体はそれほどの 諸ヽ i｢~乾 ∪て ≡ ニ :;.

幅員ではないが､これら様々な土地利用 者ケ脊公園周辺土地利用言十画

によって支えられた保存緑地やオープン

スペースが南北から緑道を挟み込むこと

によって､ダリ-ンマ トリックス幹糸如二

おける緑道景域の広がりと緑のヴォリュー

ムの充実がはかられたo

土地利用及び各保存綻地面7A

項目 名称 敷地面積(m2) BL番号 保存樹林 造成樹林 合計

公許 .縁遠 大原みねみち公園 24.OCK)＼ 7,200(30%) 5,400(23%) 12,600(53%)
葛ケ谷公園 37,(XX)＼ Ⅰ2,500(34%) 5,7CNj(15%) 18.200(49%)

ささぶねのみち 62,700＼ 1,400(2%) 31,400(50%) 32,8CO(52%)

教育施設 茅ヶ崎台小学校 13,000 E2-4 0(0%) 300(2%) 3(X)(2%)

中学校 21,000 E2-ll 0(0%) 7(X)(3%) 7(X)(3%)

集合運動場 連動広場 (葛 ケ谷公園) 19,500 E2-15 0(0%) 900(5%) 9(X)(5%)

計画建設用地 日産生命研修センター 4,000 2-10 15,360(17%) 6,260(7%) 21,620(24%)

sRA研究所 8,422

集合住宅地 メゾンふ じの木台 46,500ガ-デンホ-ムズ 14,600
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u 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

ll 造成前のこの辺 り--;ir,.は,北CTUが台地 (写真上

半分)で､中央部にみえるTR西に延びる広大な斜面

林をはさんで南側が葛ヶ谷の谷戸である｡ひときわ

グリーンが鮮やかにみえる部分が谷戸の最底部で細

い水流と湿性植物が繁茂 しているO箭蒼とした広葉

樹に世われた斜面の樹林地北側の台地上には畑地が

展開しているD写真下部にみえる道路は,現在の都

市計画道路新横浜 ･元石川線｡

■ 宅地造成によって台地上の樹林地や畑地ほとん

ど姿を消すO台地上は叔大駅に宅地がとられ､豊かだっ

た斜面の緑は大幅にその規模を縮小する.残された

線は､西側のこんもりとした′ト山と写真中央部から

東側に展開する斜面林で､かつての谷戸部分は澱底

部目一杯のところまで盛 り土がなされて宅地が確保

されている｡

■ 造成によって残された斜面林のうち､西側の/ト

山部分は葛ヶ谷公園に､中央部-東側の細長い緑地

については誘致施設､換金住宅地内の保存緑地とし

てそれぞれ計画的な保全がはかられている｡また､

線道都分では見事に樹林が再生､復活 し､保存緑地

や近隣公園の緑のパ ッチをネ7トワ-クしている｡

谷戸を造成 して設けられた宅地には計画的に茅ヶ崎

台小学校 (東側)､運動広場 (近隣公園となり)等が

埋設され､敷地の外周部に再生型の保存緑地が確保

されており､隣接する繰道､保存緑地､近隣公園等

の繰とともに一体的な空riりを形成するD
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lll 実践としてのグリ-ンマ トリックスシステム

● 緑道と誘致施設 一北山田周辺 (l地区Cゾーン)-

北山EB周辺土地利用計画

■ このゾーンは､ふじやとのみち (緑道 1号緑地)に山EEl富士公園 (地区1号公園)､横浜市室内水練競技場 (計画

建設用地)､住宅 郡市整備公団 (集合住宅地)等の土地利用が集中 連担することによりグ1)-ンマ トリyクス幹線

が形成されているoふじやとのみちは､宅地造成後の法面に設定され､保有された樹林は皆血であるOそのため､緑道

に隣接 して設定された計画建設用地と集合住宅用地内の保存緑地によって､緑のボリュームの確保が図られたo

前者の保存緑地はその寺唆な地形から大部分が現存植生を残した保存樹林となっており､その他の造成樹林とを合わ

せると実に36,080平方メー トルという大規模なものになっている｡一方､後者の保存緑地は､造成樹林の占める割合が

高くなっており､立地条件に応 じた手法の組み合わせによって連続的な保存緑地が確保されているD

土地利用及び各保存緑地面梢

項目 名称 敷地面積(mコ) BL番号 保存樹林 造成樹林 合計

･1山田富士公園 46,000 ＼ 17,500(38%) 6,900(15%) 24,400(53%)I-.=;巨竿.?E:I ふ じや とのみち 47,000 ＼ 0(0%) 23,200(49%) 23,200(49%)
計画建設用地 横浜市室内水泳尭削支場 69,793 1-3 31,270(45%) 4,810(7%) 36,080(52%)
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｢

lEl 実践としてのグリーンマトリックスシステム

造成前 (1973年)

現況 (1995年)

■ 造成前の北LLJ出周辺は､束一西､南～北に谷戸

が走り､谷底には農村典港が発達していた｡背後に

豊かな樹林地 (屋敷林)を備え､台地上は畑地とし

て利用されていた.

■ グリーンマ トリノクス幹線の形成にあたっては､

やはり谷戸に面 した蘭斜面の樹林地 (屋倣林)を保

存 し､谷戸南側の台地とその北斜面にたいしては大

規模な宅地造成が行われた｡尾根を削って谷を埋め､

最大限に宅地を確保 したうえで､その北側端部に急

勾配の法面を入れてゆくことで宅地造成によって発

生 した比高を吸収 し､谷戸北側の既存典落と屋敷林

の保有をはかる｡

J この法面はふじやとのみち (緑道 1号緑地)に

設定され､保有された屋敷林については､谷戸北側

の部分が山田富士公園 (地区1号公園)と横浜市室

内水練離枝物 (計画建設用地)内の保存緑地として､

また南側の一部が住宅 都市整備公田 (集合住宅用地)

内の保存緑地としてそれぞれ担保されることとなった｡



州 実践としてのグリーンマトリックスシステム

● 近 隣公 園 と集合運動場 - せせ らぎ公園周辺 (‖地 区 Aゾーン)-

せせらぎ公園 (近隣9号公園)周辺土地利用計画

II このゾーンは､せせらぎ剖画およびそれと一体的に整備された公園のモデル串菜として､グリーンマトリノクス幹

線のなかで最も初馴 二開発されたゾーンである｡せせらぎ公園 (近隣91;公園)とせきれいのみち (緑道3号緑地)に

隣接するかたちで運動広場 (集合迎軸物､現在はせせらぎ公園の一部)と計画廼設用地 (Eヨ本オリベyティ研究所､ナ

ムコ研究所､リコー研究所),中舛ライフケア横浜港北 (集合住宅地)が計画され､それらによって担保された保存緑

地が緑道及び公園の緑を補完する｡保存緑地の担保手法については､いずれも現存植生を殆した保存樹林の占める割合

が高くなっているO

また､せせらぎ公園は､公園を東西に横切る幹線道路 (新羽 荏H線)によって敷地が分断されているようにみえる

が,この部分は立体交差となっていて公園 緑道がその下を通過することによって線の連疑性が保たれているO

土地利用及び各保存捜地面書J

項目 名称 敷地面積(m2) BL番号 保存樹林 造成樹林 合計

公罪 .緑道 せせ らぎ公園 37,(X氾 ､､ 12,000(32%) 3,8α)(10%) 15,800(43%)

せきれいのみち 33,600 2,600(8%) 9,300(28%) ll,900(35%)

学校 小学校 12,800 E2-14 2,780(7%) I,250(3%) 4,030(10%)
集合運動場 運動広場 (せせ らぎ公園) 19,500

計画建設用地 日本石油 7,328

日本オリベ ッティ 5,630 2-2 5,060(10%) 3,420(6%) 8,480(16%)

ナムコ 10,144

リコー 16,753



= 実践としてのグリーンマトリックスシステム

造成前 (1973年)

造成後 (1981年)

) 造成前のこのゾ-ンは､東西に斜面緑地が走り､

斜面をはさんで南側の台地部分および北側の谷部分い

ずれも畑地として利用されていた｡最北部にみえる集

合住宅棟は､既開発施設 (都市運営施設)の勝田台用

地で､これを除けは､典諸もほとんど存在 しない純然

たる農薬専用エリアであった｡

d 造成は台地上を中心にして行われ､東西および南

北方向に走る都市計画道路 (新羽 荏田線､大能 ･東

山田線)が2本建設されたほか､すでにせせらぎ公園

が竣工している｡造成によって,農地はそのほとんど

が失われることになったが､斜面緑地は広範鑑にわたっ

て残されたO

■ 現況の写真をみると､造成によって残された斜面

緑地が､現在､様々な土地利用において保存緑地とし

て維持されている様子がわかる｡保存緑地を媒介とし

て､公園 緑道､集合運動場､訪敦施設､集合住宅等

の土地利用が集中 連担している様子がよくわかる｡

空中写真でみるかぎり､これら土地利用の敷地境界を

確認することは開銀である｡
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L" 実践としてのグリーンマトリックスシステム

● 地 区公 園 と教育施設 -茅 ヶ崎公 園周辺 川 地 区 Bゾー ン)-

■ このゾ-ンは､地区公園を中核としてグリーンマトリックス幹線が構成された典型的な群例であるo茅ヶ崎公園 (也

区3号公園)を取り組むようにして､教育施設､計画建設用地､集合住宅地等が計画され,それら土地利用によって支

えられた保存緑地が茅ヶ崎公園の豊かな緑と一体化する｡茅ヶ崎公園東端部より北東方向および南東方向に派生してい

る2本の緑道は､せきれいのみち (片道3号緑地)であるが､この部分は幅員が狭くなっているだけに､計画矩設用地

(東芝エレベータテクノス､洗足学園)や集合住宅地 (77ミ-ルハイツ)によって担保された保存緑地の存在は重要

である｡また､教育施設用地 (茅ヶ崎/ト学校､茅ヶ崎中学校)については.茅ヶ崎公園側敷地いっぱいまで校舎が建て

られているため､緑道栄城を維持する目的上､公園に面して造成樹林 (保存緑地)が設けられた｡

土地利用及び各保存接地面叫

項目 名称 敷地面積(m2) BL番号 保存樹林 造成樹林 合計

茅ヶ崎公園 95.000 ･+ 50,600(53%) )2,loo(13%) 62,700(66%)

せ きれいのみち 33,600 ＼ 2,600(8%) 9,300(28%) ll,900(35%)

教育施設 茅 ヶ崎ノト学校 12,600 E2-3 0(0%) I,200(10%) I,200(10%)

茅 ヶ崎中学校 19,400 E2-10 0(0%) 300(2%) 300(2%)

計画建設用地 洗足学園 12,162 2-8 460(2%) 2,440(8%) 2,900(10%)東京横浜 ドイツ学園 17,000

東芝エ レベータテクノス 9,563 2-7 5,930(13% ) 5,170(11%) ll,loo(24%)
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"l 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

造成前 (1973年)

造成後 (1981年)

Jr 造成前のこのゾーンは､東西方向に細長い谷戸が

走 り.谷戸は水EElとして利用されていた｡谷戸をはさ

んで竹林や広葉樹を主体とする広くなだらかな斜面林

がひろがり､台地上は畑地として利用されていた｡谷

戸南側の台地上は､畑地とともに街道 (主要地方道丸

子 中山 ･茅ヶ崎線)沿いに集落が発達していた｡

r 造成によって､谷戸北側の斜面林が全く姿を消すC

谷戸南側の残された斜面林北端ぎりぎりのところまで

盛 り土が行われ､最大限宅地が確保された｡

I 残された斜面緑地の大部分が茅ヶ崎公園となり､

公園北側の茅ヶ崎小 中学校敷地の公園側部分に樹林

(保存緑地)が造成されているC公園東側の斜面緑地

は､北から東京エレベータテクノス研修所､ファミー

ルハイツ､洗足学園､東京横浜 ドイツ学園敷地内の保

存緑地として担保きれ､これら保存緑地に院接 してせ

きれいのみちが達成された｡



lll 実践としてのグリーンマトリックスシステム

● 地 区公 園 と集合住宅地 一鴨池公 園周辺 (ll地 区 Dゾー ン)-

■ このゾーンは､地区公園と集合住宅 三主､

地の保存緑地を主要な構成要素としてグリー

ンマ トリックス幹線が形成された｡また､

隣接する住区の近隣公園を互いに集合

連担させることによって機能を充足する

単位 (集合近隣公園-地区公園)を形成

すると同時にグリーンマ トリノクス幹線

の形成にも寄与するという先に述べた計

画理論が実践に移されたゾーンでもある｡

さらに､このゾーンにおいて注目すべ

さは､鴨池公園内の豊かな樹林の緑が粂 三

合住宅地の内奥部まで貫入せられている

点で､これらはいずれも集合住宅地の保 鴨Itb公園周辺土地利用計画

存緑地として担保されたものである｡オー

プンスペ-スを媒介として地区公園と集

合住宅地からなるスーパーブロックが構

造化された典型といえようO

土地利用及び各保存掠地面穣

項目 名称 敷地面積(m2) BL番号 保存樹林 造成樹林 合計

ささぶねのみち 62,700＼ I,400(2%) 31,400(50%) 32,800(52%)

ゆうばえのみち 30,260＼ 0(0%) 13,900(4()%) 13,900(46%)

教育施設 小学校 15,500 E2-5 0(0%) 800(5%) 800(5%)
小学校 12,000 E2-6 0(0%) 600(5%) 600(5%)

中学校 17,200 E2-12 0(0%) 1,500(9%) 1,500(9%)

計画建設用地 日製産業 3,994 2-14 40(0_2%) 6,960(26%) 7,000(26%)
図研 6,178

集合住宅地 16,400
けやきが丘 55,600 2-16 8,940(16%) 5,900(11%) 14,840(27%)

か しの木台ハイツ 26,300 2-17 5,740(10%) 4,970(8%) 10,710(18%)
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‖ 実践としてのグリーンマトリックスシステム

■ 造成前のこの辺りは､南北方向に2本の谷戸が

走り,いずれも谷底の道路沿いに背後に斜面の樹林

也 (屋敷林)を控えた集落の立地が確認される｡また､

東側の谷戸 (写真左側)は､水田として利用されて

いた｡台地上はかなり畑地としての利用が進んでおり､

緑のパッチは地形を反映した複雑な形態を呈している.

造成前 (1973年)

造成後 (1981年)

現況 (1995年)

■ その他のゾーンと比較すれば､造成前後でそれ

ほど際だった樹林地の波少はみられないが｡北側の

谷戸の典落と斜面の樹林地 (屋敷林)が姿を消して

いる｡後に保存緑地となる宅地造成地内の2箇所の

斜面の樹林地と鴨池公園内に保存され東西2箇所の

樹林地が一体的なものであることがこれをみるとよ

くわかる｡とりわけ巨大な東側の緑のバ ッチ (写真

右上)には存置地区として谷戸の典箔が残されている｡

また.後にささぷねのみちが辺設されるルー ト (写

共左端)附 則の造成法面にも斜面の樹林地が保存さ

れている｡

I 鴨池公園の緑と鵜合住宅地の緑が一体化 し､空

中写真では両者の敷地境界が全くわからない状態になっ

ている.遺成された綾道雄分にも樹林が再生 し､保

存緑地,公園の緑とともにグリーンマ トリノクス幹

線を形成するO炎合任宅地内には保存緑地のほかに

も横間にぎっしりと樹林が成長してきており､さら

にそれらが既存の保存緑地と一体化する｡緑とオー

プンスペースを媒体として異種土地利用を束ね､都

市空間を統合化する技術としてのグリーンマ トリッ

クスシステムの考え方が象徴的に具現化されたゾー

ンといえよう｡
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‖ 実践としてのグリーンマトリックスシステム

‖-3 計画と設計を繋ぐマスターデザイン

● 計 画 コ ンセ プ トの マス タ ーデ ザ イ ンへの 変換

マスターデザインの構成

J マスタ-デザインは､マスターデザイン･1､マスター

デザインコ-ド､マスターデザイン-2の3段E堺から構成

され､いずれも図面により示されている.

マスターテサイン- 1

モデルスタディで検討された5つのサブシステムをニュー

タウン全域に対応させ (基幹構造の設定)､具体的な空間

整備を行ううえで核となる検討範田が示された (S-1

2500)o

マスターテザインコード

マスターデザインコー ドは､ 1)マスターデザインプロy

クの設定､2)並備範噂の設定､及び3)整備方針を図

示 したもので構成されている｡日 は､マスターデザイ

ンー 1で設定された韮幹構造を構成する主要な要素 (水､

緑､総合公園,その他)をもとに設定された､公園緑地

を中心としたデザイン上のまとまりである (19ブロック)0

2)は､モデルスタディで検討された5つのサブシステ

ムに対応 し､それぞれ保全､創出､特化の3段階の整備

レベルに対応させた空間カテゴリを示 したものである｡

整備範噂には,公BJ緑地内部の空間整備を誘串するもの (内

的コー ド)と､周辺の土地利用に対する公園緑地側から

の要請を示すもの (外的コード)が含まれている｡3)は､

各ブロックごとに整備範頼を固化することにより､基本

的な空間構成を示 したものである (S-1 1000)｡ここ

では､個別に対応すべき事柄を示 した特記事項も示され

ている｡

マスターデザイン-2

マスターデザイン- 1､マスターデザインコー ド及び個

別の設計条件に遊づいて､各公園緑地の具体的な基本構想

計画案を示 したものであるOマスタ-デザインコー ドに

おいて囲示された整備範噂による空間構成をもとに､具

体的な丑備イメージが措かれているC
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マスターデザインの手書成

◆

望 饗 応-コ - - ヒ

◆

マスターデザインプロソク

･ ★Aによ17ロ′′
~ JtW tに上も7'17
~ JL書仝1■7ロブタ

その他のプロフグ



"I 実践 としてのグ リーンマ トリックス システム

整備拒萌 (潅北地区捉会長化計画報告書,1981年)

<保全> <SlJ出> <特化>

水系計南W WB基盤水系施設 WS自由水面 WC親水施設

持化計画G GBx生物相保確区GB基盤的植生相 GS基幹的植生相 GC特化植生相

栗城 LBx民家 .金石文等 LSB歴 .文泉城 LC遠景域

計画し LB近景域 LS中泉域LSc園地的景域 LCx大枚域

応設計面ド FS自由広JS(運動広1音)

マスターデザインコー ドの図化例 (11プロ yク)
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‖ 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

内的コー ト

■ 整備範噂における基盤的植生相､基幹的植生相､

特殊地形対応広域､自由広域､僻走機能対応広場及

び水系計画を記号により図示 したものである｡内的

コ- トの配置は､緑道南斜面に残された保存緑地の

範囲をペースに現況植生や地形条件を考感 して､新

規に植栽すべき範囲や施設化可能な範囲の抽出を行っ

たものであるD保存緑地は緑道を構成する公園緑地

にまたがって存在 しており､連続する公園緑地のな

かで相互調整する必要があっ7L=と考えられるoまた､

施設計画のようにNT全域における施設配置の調整を

必算とするものも含まれているD

■ 景域計画や緑化吾l画に対応 して､周辺の土地利

用における建築物の位置と高さの要論､オープンス

ペースの一体化の要詳∴ 基盤的植生相､基幹的植生

相より誘導される緑地の確保の掌論等が図示されて

いる｡外的コー ドの配置は周辺の土地利用のタイプ

に応 じて3つのパタ-ンがみられ､連続する周辺の

土地利用との連携を前控 とした結合的な整備方針が

示されたものといえる0
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外的コードによる空間構成のバター ン

バター/_2

● l 竿悪霊諾植生相,

● 0 竿窒琵若柳

建築物

3F 性築物高さ制限

- -- -- 11 敷地墳非



lll 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

0 日 4 汀.f.15

塁苗昌墓相 Jqq,岩窟開操で 0 0 1 ー

男辺の志望裂望誌至芸る 0 2 0 2

岩男留 畠周辺の土鮒 用 0 0 0 0

】. J以 I J0 個 別 の段計灸件7★ 1: I▲.- -A14★ ;J20

岩窟蒜描 雛 報 的鯨で 0 0 2 2
男辺の志詣梨望誌雲高る 0 0 6 6

志禦 鮎 朋 の土地利用 0 0 8 8

良-. 抄 ′1 A.I,::J I7 ]" I - .Tif33 刑-ll
望遠完走用 男錨 r姓順で 5 6 3 14

-E三乱Y ,i:Tl 17 3 0 ZO

～ 0 ー1 13

2 0 0 2

特記事項

■ 特記事項は､管理計画を除 く4つのサブシス

テムに対応して合計127ヶ所示されている｡これら

は､1)フェンスの位置や横の形状といった関連

工作物への条件､2)設計時に留意すべき現況の

ポテンンヤルといった個別の設計条件､3)その

場所をどの棟に盤怖すべきかといった個別の設引

指針､の3タイプに分類できる｡整備範噂同様､

公園緑地内部における対応とその周辺の土地利用

における対応､さらに､公園緑地内部と隣接する

土地利用双方の協働による対応も多くみられ､薮

備範晦では表現 しきれない即地的な対応.を示す役

割を担うものであった｡

マスターデザイン- 2

I マスターデザイン-2は､以下の2点の要言削こ

より作成されたものである｡

(力公園緑地の都市割画決定における朋逃回智とし

て一定の整備計画構想図が必翠である｡

(参謹験的な判断より､コー ドに即して具体的な整

備内容を検討する場合.直戟的に表現された -▲絵''

がある方が作業が進めやすいと考えられる｡

つまりマスターデザイン-2は､実践的な要言削二進

づいて作成されたものである｡

茅ヶ崎公園におけるマスターテザイン-2

I t･ ;-∴

(謹北地区公園緑地整備基本計画Cg)･MD-2)



lll 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

● マスターデザインの実施設計への反映

マスタ-デザインコードと竣工図 (茅ケ輯公園)

(港北地区総合緑化計画マスターデザインコード､1981年)

■ 茅ヶ崎公園 (地区3号公園)の生物層保楚区の一角で､

内的コードにもとづいて処理されたところである｡ここでは､

水系 (谷戸)と基盤的植生相 (谷戸両側の斜面緑地)を保全

し,基幹的植生層 特記事項 (谷戸の頭の斜面に常緑樹を密

植)と組み合わせることにより､谷戸をとりまく一体的な斜

面緑地が形成されたC

I 茅ヶ崎公園 (地区3号公園)と茅ヶ崎小学校との境界領

域で､内的コー ド (公Egl)と外的コー ド (小学校)の組み合

わせによって処理されたところである｡ここでは､基盤的植

生相 (公関内の保存樹林)と基幹的植生相 (小学校敷地内に

設けられた樹林)に加えて,特記事項にもとづき小学校グラ

ウンドのネット フェンスが法肩に設置されるなどきめ抑か

な配慮がなされた (′ト学校の敷地は園路左側の縁石までであ

る)｡これにより､稗眉なフェンスの圧迫感が軽減されると

ともに､茅ヶ崎公園の濃密な緑と人工的な学校建築との融和

がはかられた｡
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基盤的植生相 (内)+基幹的植生相 (内)+水系 (内)+特記事項

基盤的植生相 (内)+基幹的植生相 (外)+特記事項



川 実践としてのグリ-ンマ トリックスシステム

特殊地形対応広場 (内)+基盤的植生格 (外)

特定機Fi臼寸応広場 (内)十基盤的植生相 (外)

P 茅ヶ崎公除目 地区3号公園)内の自然観察林､茅ヶ崎公Eel

ブールに隣接する芝生広場で､内的コードと外的コー ドによっ

て処理されたところである｡ここでは､基盤的植生相 (集合住

宅地ファミールハイツおよび誘致施設洗足学園の保存緑地)と

特殊地形対応広場 (芝生広場)の組み合わせによって一体的な

空間が形成きれた｡

I 茅ヶ崎公園 (地区3号公園)内東側の芝生広場で､ここで

も内的コードと外的コードの連携によって空間が処理された｡

基盤的植生層 (公園内の保存樹林および典合住宅地ファミール

ハイツの保存緑地)と特定楼能対応広域 (公園内の致少ない平

場に設定された芝生広場)の組み合わせにより､一体的な空問

が形成された｡

I 上記写真と同位置下部の特殊地形対応広場および自由広場

部分であるが､ここでは内的コー ド､外的コードに加えて､特

記事項によりかつての谷戸の上流部から下涜部方向 (住宅地)

への眺望を確保する旨の才旨示がなされており､それが着実に実

行されたケースである｡



lIl 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

■ せせらぎ公園 (近隣9号公園)とリコー研死所 (誘致施設)

との境界諏域で､内的コー ドと外的コー ドの組み合わせによ

り処理されたケースoここでは､内外の基盤的植生相 (公園

内の保存樹林および誘敦施設敷地内の保存緑地)の連携によ

り豊二かな緑に戦われた一体的な空間が形成された｡ハードな

建築群とその ｢すきま｣を埋め尽 くすソフトな緑とのコント

ラストが､メリハリのあるランドスケープを生み出しているo

■ ささぶねのみち (緑道4号緑地)とメゾンふじのき台 (集

合住宅地)との境界積域で､内的コ-ドと外的コー トの組み

合わせにより処理されたケースであるoここでは､水系 (緑

道内に保存整備されたせせらぎ)と基経的植生相 (集合住宅

地内の保存緑地)とが一体となって豊かな緑道京城が形成さ

れた｡

■ くさぷえのみち (緑道2号緑地)とビュープラザセンター

北 (集合住宅地)との境界領域で､やはり内的コードと外的コー

ドの組み合わせにより処理されたところであるDここでは､

基継的植生相 (集合住宅敷地内の保有緑地)と基幹的植生相 (緑

道内に新規に造成 植栽された樹林地)とが一体となって､

緑豊かな緑道jL;i:域が形成されたO
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水系 (内)+基盤的植生相 (外)

基幹的植生相 (内)+基盤的植生相 (外)



川 実践としてのグリーンマトリックスシステム

基幹的植生相 (内)+基盤的植生相 (外)+丘敬称

基幹的植生相 (内)+基幹的植生相 (刺)

基幹的植生相 (内)

■ くさぷえのみち (線道2号緑地)と一般住宅地および武蔵

工業大学 (剖画班設用地)の3つの土地利用が連担する部分で､

内的コー ド､外的コー ドおよび ｢屋敷林｣コー ドにより処型さ

れたエリア｡ここでは､基盤的砥生相 (割画建設用地内に相さ

れた保存緑地)と屋敷林 (既存の戸建て住宅地)および基幹的

植生相 (繰道内に新規造成 植栽された樹林地)の連携により

かつて谷戸に展開していた農村典清の景観が継承された｡

■ ささぷねのみち (緑道4号緑地)と神奈川県住宅供給公社

(JjS合住宅地)との境界領域で､内的コー ドと外的コー ドによ

り処理されたところ.ここでは､基幹的fLを生相の組み合わせ (緑

道内にWr規植栽された樹林地と生糸合住宅地内に新規に造成

植栽された樹林地)により､密書とした緑濃い緑通景域が形成

された｡

P 山崎公【堅】(地区2号公園)の内的コードによって処理され

た部分｡隣接する港北ガーデンヒルズは軟地南側に保存緑地を

確保 していない｡そこで､公園側で厚みのある緑を確保するこ

とで (基幹的植生相)､緑道からの緑の連続性を維持している｡

公園とJA合住宅の間には,区画街路が存在するが､敦地籍辺に

施された濃密な植栽によりそれを全く感じさせない｡



"l 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

｢特記本項｣の実施設計への反映

○ 6/9× 1/9 ○ 10/13× 1/13 ○ 19′23× 1′23
△ 2/9 △ 2/13 △ 3′23

0 20′25ノ＼ 〇 一 0 9′11 0 11′14

△ 4′25 ヽ -｣ヽ - × -△ 2′11 × 1/14△ 2/14

周辺の土地利用との関係で 9 7′7 0 2′2× 0 1′1 0 4′4
公園緑地内部の対応 △ : △ - × -△ - × -△ -

周辺の土地利用に対する 0 7′9 0 4′6 O - 0 3/3
公園緑地側からの要請 芸 2-/9 × -△ 2′6 × -△ - × -△ -

公園掛 也と周辺の土地利用 9 主ク2両方に対応 △ 1′4 〇 一× ′ 〇 一 ○ 1′2

○ 反映している × 反映していない △ 評価できない

■ 都市計画道路新横浜 元石川線によって敷地が分断して

いる鴫池公園 (地区4号公園)を連絡する鴨池公園橋｡ここ

では､｢南北公園のオープンスペースの空間的.視覚的連続

性を強調するため桶のデザインに留意｣との特記事項が示さ

れた｡これを受けて､盛り土によって公園自体の地盤高を上

げ,橋台および道路の存在を資護させないような配慮がなさ

れるとともに､橋上を緑化し緑の連最性が強調された.

I 都市計画道路牛久保 中山線と烏山公園 (近隣7号公園)D

ここは､くさぷえのみち (緑道2号緑地)の延長線上に位置

するところで､グリーンマ トリックス幹線からの視覚的ある

いは象徴的な緑の連荒性に注意が払われ､｢幹線道のヴイス

タポイントとして山を持す｣との特記事項が示されたOこれ

を受けて､近隣公園内に山が保存されると同時に,公園側に

は四阿が設けられ､公園から緑道方向への眺望が確保された｡
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オープンスペースの連続性を強調する橋梁のデザイン

ヴイスタポイントとして妓された山



l" 実践としてのグリーンマトリックスシステム

Jr せきれいのみち (練達 3号緑地)とれんげ公園 (9-2号児

童公園)との境界部分｡ここでは､｢児童公園と緑道の一体的

処理を検討する｣との特記部項が示された｡境界部分の現況は､

高低差の小さな緩やかな法面に芝生と数本の樹木が植えられ

見通し､出入りともに自由な一体的な空間が形成されている｡

児jE公園と緑道の一体的整備

二段造成による既存竹林の保全

水路による魚地塊界の処理

r 集合運動場 (現在はせせらぎ公園敷地内となっている)

内の既存樹林Oここでは､｢集合連動場を2段造成して既存竹

林を保全する｣との特記事項が示され､緑道景域における線

のボリュームが確保されたE.

d せきれいのみち (緑道3号緑地)と集合運動場 (現在せ

せらぎ公園)の境界部分｡ここでは､｢運動場との境界処理は

水路によって行う｣との特記事項が示された.現況は､せせ

らぎをはさんで手前側が繰道､せせらぎ対岸から輿が張合連

動埠で､一見しただけでは､敷地の境界線はまったく意識さ

れないO奥の竹林が保存緑地で､この斜面上部が集合運動場

になっている｡



lll 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

Ill-4 理論を実体化するデザイン手法 -みどりとみずのデザインー

● 植生遷移と植生計画

ニュータウン開発 と緑の運動

■ 植生は､グリーンマ トリノクスンステムの

計画における最重要の要素であったD生き物と

しての緑は､自然の法則にしたがって遷移する

まさに運動体そのものである.このような植生

の遷移 (遅軌)にたいして､ニュータウン開発

としてどのように関わるかという問題は,港北

ニュータウンが､ ｢緑地保全｣を思考したまち

づくりを標構 したこともあって､計画当初より

とりわけ大きな注意が注がれたO

今日と比べて､緑の生態学的な取 り扱いに関

する学術的.技術的な苗郡が不充分であった当

時,今日の ｢植生計画｣､ ｢植生管理｣と呼ば

れる概念および方法論の展開が､先行する多摩

ニュータウンとならんで初めて実践に移された｡

これは､緑を単に植栽としてスタティノクなも

のとしてとらえるのではなく､ニュータウン開

発を通じて､計画的に保全あるいは遼移させて

ゆこうとする新たな試みであったo

■ 右図は､港北地区におけるこユ-タウン開

発前後の空中写真である｡ニュータウン開発前

の港北地区は､なだらかな丘陵地帯に樹林地と

農耕地が混在し､複雑なモザイク構造を呈 して

いた｡これら農業的な土地利用によって支えら

れていた豊かな緑は､ニュータウン開発によっ

て大幅に失われることとなるc Lかし､その一

方で､グリーンマ トリックスシステム計画によっ

て緑が系統的に保全 ･創出され､新都市に巨大

な都市構造とも呼びうるグリーンベル トが出現

している｡これらは､今日の都市化された港北

地区にあって'Li一重な環境資源として位置づけら

れ､都市を支えてゆくとともに都市に支えられ

てゆく｡
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二ュ-タウン開発前の護北地区 (1967年)

ニュータウン開発後の港北地区 (1995年)
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現存格生一道成前 (1973年)-

基盤的植生相一造成後 (1981年)-

基盤的植生相+基幹的植生相-現存植生 (1995年)

公園 ･住宅地開発 と植生の運動

■ 造成前の現存植生は､南北に走る谷戸を挟み込むようなか

たちで竣雑な形状をした樹林地 (グリーンのハ ッチング部分)

が立地する.それ以外の部分は､農耕地､草地もしくは裸地で

ある｡

■ 造成によって､谷戸をはさむ二ヶ所の樹林地のバ ッチと写

真東側の斜面の樹林地が断続的ではあるが南北に箱状に残され

ら (基盤的fLli生相)｡谷戸をはさむ二ヶ所の樹林地に依接 して塊

合住宅地が設定され､集合住宅の救地の内部には残された樹林

が撰状に貫入している｡

■ 鴨池公園 (地区4号公園)と鵜合住宅地 (けやきが丘､し

いの木台ハイツ､かしの木台ハイツ)､および緑道4号緑地 (さ

さぷねのみち)の植栽整備 (基幹的植生相)によって､残され

た基盤的植生相の緑が拡大､補完され､これらが一体となって

グリーンマ トリyクス幹線が形成されるb今El,基盤的植生相

と基幹的植生相とは完全に一体化 して現存植生をなし､両者を

見分けることは困姪である｡
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緑の生態的 な位置づけ

P 轄北ニュータウンの開発にあたっては､当初より､農業的な土

地利用によって支えられていた既存の環境構造の保全が大きな課題

とされていた｡そのため.事業計画の立案に先立ち､生態学的､地

形学的､地質学的な観点より､港北地区の自然的な立地条件に関す

る基礎的な調査が行われた (港北ニュータウンの自然および立地条

件に関する基礎諦査､1968年)｡

そこでは､主に港北地区の現存植生の実態と潜在自然植生の推定

について調査分析が行われた (下図参照)｡その結果､自然植生の

復元の難 しさ,住宅の建設効率上､災害防止上､あるいは維持管理

上の散在から､こユ-タウン建設にあたっては､主に斜面に展開す

る自然植生､代償植生からなる樹林地を保全 し､その他についても

現有植生および潜在自然植生を範としてそれぞれの立地の植栽計画

にあたる旨､ニュータウン全体のマスタープランに組み込むよう捉

宮がなされたo

滝北地区の現存植生 (左)と潜在自然植生 (右)(港北地区公園樟地整備計画報告書､1978年)

自然植生

代イI輔生

は生断面抹様図一現存稚生 中央部 茅前町中村一南山EE町

仁ヽ 7〇〇〇502010

つ0 20 0

2･'/ラカシ辞典 4･ヨ･y-ツルヨシ群落 S.コナクークヌポ拝啓 もススキー朔 マ棚 落 &スギーヒノキ放 9.モクノウチタ林
ケヤキ琳

11.カラスビシヤク-占シキノウ群落 14.へヲオもrカーコナギ辞典 20.市砺地
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"l 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

r 港北地区における植生計画の具体は下図のよ

まず､現存権生を把握 したうえで､それらを保存域 (保全竣)と

遜移牧元域､造成 整備域の3つに区分する｡そして､それぞれ

の区域に応 じた生態的な取 り扱いを施すことによって､将来理想

とされる植生タイプを諌串-保存､復元､整備-するというもの

であった｡

ここで､保存､遷移復元､造成後復元のすべての取 り扱いの対

象となり､塵要祝 された植生 タイプは､港北地区の現存相生であ

り潜在 自然権生でもあるシラカシ群集､または屋敷林を構成する

ケヤキ ･シラカシ辞典､クヌギ-コナラ辞典であった.また,二ュ-

タウン開発にともない整備された形態を維持する相生タイプとして､

湿性植物群落､アズマネザサーススキ群集,シバ革地等が挙げら

れた｡このように､植物の遷移 (運動性)を適正に誘導する手段

としてニュータウン開発が位置づけられたのである｡

接の生娘的取り扱い方式によって沸かれる植生タイプ (護北地区公園緑地整備計画朝告書､1978年)

-セ払いの方針-



川 実践としてのグリーンマトリックスシステム

緑地保存とレクリエ-ション利用

( ニュータウン建設によって､かつての農村的土地利用によって支えられていた薪炭林と

しての存在意味が失われた里山林を将来的に存読させてゆくためには､都市的土地利用に適

合した新たな存在意味を付与してゆかなければならない｡そこで､保存緑地の空間的利用形

態の検討がおこなわれた｡保存緑地の空間的利用形態は大別して,樹林内空間利用と樹林の

存在利用があり､それぞれ下馴 こ示すような様々な利用タイプが考えられた｡これらの利用

タイプ分類にそって､どの緑地がどのような利用ポテンシャルを有するのかが分析検討され

た｡

■ 港北地区の保存緑地は､シラカシ アラカシ､コナラを主体としているとはいえ､植生

や林相のタイプは微妙に弗なり,苗木層､低木腐､革木屑の拓き 栖被牢の違いに応じて､

想定される利用 管理のタイプも異なるはずである｡そこで､植生タイプごとの利用適性を

検討､まとめたものが次頁図である｡

保存緑地の利用タイプ(港北地区保存緑地活用保全計画､1988年)

利用 タイプ分類 利用内容の概要

A棉柿内隻間刺局 A-1アメニティ利用 a 園路 .広場 タイプ 緩斜面での静的利用

b 散策路 タイプ 急斜面での静的利用

C ′ト規峻分散型施設 タイプ 四阿 .作業小屋などの施設建設

A-Ⅱ栽培利用 a 果樹 .苗圃タイプ 果樹公園 .植木苗圃

b 山菜 タイプ ワラビ .コゴ ミ.竹の子等

C 椎茸 タイプ 椎茸などのキノコ栽培

A-Ⅲ活動的利用 a ジョギ ングタイプ 横斜面での周遊型動的利用

b アスレチ ックタイプ フィール ド7スレチ ック .冒険広場などの動的利用

a樹柿め存荏刺用 a-T景観利用 a シンボル緑地 タイプ ラン ドマ-クや シンボルとなる東根

B一皿桟能利用 a 斜面保全林 タイプ 斜面保全上重要な樹林 .接衝緑地

タイプ 貴重な保全林 .野鳥誘致林
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M 実践としてのグリーンマトリックスシステム

松林タイプと利用適性 (謹北地区保存掠均活用保全計画､1988年)

樹林 タイプ 利用 適性

1 スギ .サ ワラ主体林
シ ンボル緑地 .斜 面保全林,捷蕃接 地

(含 スギ境界格裁 ) やや連...Eg島 .広 場, 7ス レチ ック,

好適-.椎茸, ジ ョギ ング,アス レチ ック,
シンボル緑地.楼 蘭緑地

小規嶺分散型滝 設

3 ケ ヤキ主体林

やや適 -.国籍 .広 喝 ,散兼蕗 ,果横河 .苗El,山菜

小規 模分 散型施 設

5. コナラ主体林 の閉鎖 林
やや適 ...散策路. 山菜 ,捷 爺緑地

好適 ...山菜

やや適 ...囲路 .広 場 ,斜面 保全林

好適...果摺 園 .育成,椎 茸

8.モ ウソウチ ク林 好適 - 山菜,椎茸 .シ ンボル緑地
やや適 ,..散策路, ジ ョギ ング, アス レチ ック ,

斜面 保全林 ,捷 砺緑地

9.草 地 好適 -囲持 .広場 ,敬簸蕗 ,山菜 ,ジ ョギ ング .アス レチ ック.小規棋分 散型 施設



lll 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

● せせ らぎ計 画

謹北ニュータウンにおけるせせらぎ6水系の位aE

d ふるさとの記憶をいかにして後LLrに受け継ぐかという問題は,

港北ニュータウン建設に要請された最も大きな課題のひとつであっ

た｡それを実現するための基幹となる空fr月が､昔の谷戸の部分

にはりめぐらされた港北ニュータウンのダリ-ンマ トリノクス

の幹線の眉格をなす緑道である｡地域の特色であるこの谷戸宕t

観を保有 再現するため､斜面の自然林を残すことは当初から

考えられていたのであるが､地元住民からの強い要望を受けて (港

北ニュータウン開発対策協謙会でのKJ法による)､最も低い部

分には水を流して､｢緑｣と ｢水｣が一体となったより美しい自

然空間を演出することが意図された｡このように縁遠に水を流し,

公園に池を配する計画を ｢せせらぎ計画｣と称 し､ニュータウ

ン内にせせらぎ6水系､全長約8kmが計画され､これまでのニュー

タウン建設事業の中でつくられた親水施設のなかでは,最大延

長である｡

I この ｢せせらぎ計画｣の点も大きな特色は､動力を用いな

い水源で水を流すという占である｡すなわち､水源確保､循環

構造において自然のサイクJL,を範としたわけである｡そのため､

せせらぎはその大部分がニュ-タウン建設以前からあった水系

を踏恭しで設置されている｡

JL 公園 経過の中に水を取り入れることの意義は､ 1)景観

上の意義 (水は公Bl 緑道の施設としては原高の演出効果をもっ

ている)､2)生態学的な意義 (水は小生物､湿性植物を支える

重要な要素である)､3)水文学的な恵耗 (降水の保水および地

下浸透という自然的な水循環を維持する)の3点に集約される.
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港北二ュ-タウンにおけるせせらぎ6水系の位置

地下水と地膚の甜係 (港北ニュータウンせせらぎの計iiiリーフレソト､1989年)



lll 実践としてのクリーンマトリックスシステム

■ せせらぎが橋梁や道路と重複 交差する場合には､柿上を通過さ

せるか,あるいは特殊入札 (サイフオン構造)によってせせらぎをいっ

たん地下に通して道路を横断させるという手法が採用されたO

オリフィス構造 (下),水路断面 (左)､,W域越境箇所模式 (右) (〉巷北二ュ-タウンせせらぎの計画リーフレソト､1989年)

■ せせらぎには､人工的な水LI,日からの給水以外に緑道内および保存緑地の雨水も流

入する｡このため､設計洪水時の流入量がせせらぎ水路の流下能力を超えないよう､

適宜分水孔を設け雨水管に落とし下流端では全立を落とすよう､下水道計画との整合

を図っているOさらに､せせらぎの流域が複数の雨水幹線の流域にまたがっている場

合は､流域を越えるところでせせらぎに必要な昆以上は､上流域の雨水幹線に落とす

ようにしている｡

I せせ らぎ6水系はいずれも水源からの流立が降雨時の流入立に比べて極め

て小 さいため､平局時の流量 を豊富に見せるよう､せせ らぎ水路断面は複断面

を基本 とし､溢水防止のため低水路には防水処理が施 される｡また､降雨時の

安全を考慮 し､設計洪水時 (10年確率)に水路の水深が20cm､流速が05m/Sを

超えないことを原則 としている｡

■ 台風なとの大雨により､せせらぎへの流入品が流下能力を超えた場合にはO分水

堰 (オリフィス)を通じて公共下水道へ落とすようにするO

せせらぎ施設のデザイン (港北ニュータウンせせらぎの計画リーフレット､1989年)



lll 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

せせ らぎのタイプ

■ せせらぎ (計画)は動力を用いない水源で水を流すということを基本としているが,空

間的な整備の方向性により,アメニティ性をより重視した空問イメージを追求したタイプと

自然性をより重視 したタイプの二種類に分類することができる｡ここでは,前者の代表例と

して新羽水系を､後者の代表として茅ヶ崎水系をとりあげて検証 してみよう｡

アメニティ型 一新羽水系-

L 新羽水系は､比較的緩勾配でせせらぎ公園 (近隣9号

公園)を始点として､典合住宅地沿いの緑道に沿って流れ､

都市計画道路生B]･横浜線に隣接する禄道広場が終dJtとなる｡

上流部からの自然流下水が期待できないため､始古に井戸

を掘り､中rLl】地.Bに池 (せせらぎ公園の池)を設けている｡

また､終点より先は緑道が逆勾配となってしまうので､こ

の部分で下水道に接鼓し､地区外に放流している｡

P せきれいのみち (繰道3号)はせせらぎ公園 (近隣9

号公風)を嘆にして表情を大きく変える｡上流部 (せせら

ぎ公園西側)は仲町台の駅前センターに近接 して明るく開

けた雰囲気をもち､せせらぎも石組みによる護岸が施され

るなど､よりアメニティ性を重視したつくりになっている｡

一方､下流部 (せせらぎ公園東側)は､誘致施設群が支え

る保存緑地の濃密な緑と土舗装の歩道と相まってより自然

的な流れがrgt出されているO
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新羽水系 (せきれいのみち)

新羽水系 (せせらぎ公園)
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茅ヶ崎水系位ZE図

茅ヶ崎水菜 (せきれいのみち)

茅ヶ崎水系 (茅ヶ崎公Ei))

■ 茅ヶ崎水系は､茅ヶ崎公園を始月としてせきれいのみ

ち (緑道3号緑地)を北上する流れである｡茅ヶ崎水系は､

西隣の東方水系とともに港北地区でも澱も標高の高い谷に

屈しており､両側には自然斜面が多く残る地点を流れる｡

繰道および公園緑地を含めて幅広い空f打】が確保されている

ため､デザイン的にはかなり自由な操作が可徒な場所では

あるが､水丑の不足がblも懸念されるところでもあるので.

できるだけ自然のサイクルを生かすものとしたOまた､隣

接する東方水系との連結も検討 したが､中間に地下鉄の建

設が予定されたため､レベル操作が複雑になり過ぎるとい

う理由から､両水系をそれぞれ教立したものとして取 り扱

うこととされた｡
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● 保存緑地を確保する敷地計画

保存緑地の意養

■ 保存緑地は､グリーンマ トリックスシステムを構成

する重要な要素として位置づけられている｡既存林であ

るクヌギやコナラなどの二次林を最大限に保全､担保す

ることにより､港北ニュータウンの ｢ふるさと｣をしの

ばせる景観を支えるとともに､公園 ･緑道と一体となっ

て緑豊かな君主域を形成 し､都市の侶格を形成している｡

保存緑地の効果として以下の6点があげられるo

1)自然のもつアメニティを享受でき､仕事の疲れを癒

し感性を育む場となる｡

2)植物の生長を観察したり､収種を楽しむことができ､

家族と一緒のイベントやサークル活動の場となる0

3)自然の仲で遊んだり､昆虫採集 野鳥観察等を楽 し

むことができる｡

4)優れた宕モ観を提供することによって街のイメージを

高めることができる0

5)現況樹木の保全や防音 防風といった機能があるD

6)緑道等と一体となって緑豊かな景観が保全されるO

■ 保存緑地は公共空地以外の様々な民間施設や教育施設､

集合住宅等の土地利用によって支えられており､グリー

ンマトリックスの幹線治を中心に配置されている｡右図は,

上段が公共空地のみの緑のボリュームで､中断が公共空

地と保存緑地を合わせ緑のボリュームである｡さらに､

下段は､公共空地とともに､保存緑地を支える民有地を

含むすべての敷地 土地利用を示 したもので､まさに都

市のインフラス トラクチャーとでも呼ぶべき骨格が形成

されているDこれらをみると､自然味あふれる緑豊かな

緑道景域の形成がいかに多数の敷地 土地利用との連担

によって支えられているかがわかる｡
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‖ 実技としてのグリ-ンマトリックスシステム

保存緑地を確保する造成手法
(港北ニュータウン保存緑地の計画リーフレット.1992年)

保存緑地の配置

保存緑地 を確保 する造成手法

■ 保存緑地の立地はそのほとんどが傾斜地で

ある｡これは､繰道等の歩行者空間が､傾斜地

である保存緑地のエ yジを含めて広大な緑遺棄

城を形成するように計画されたためである｡ま

た､傾斜地に二次林であるクヌギ コナラが多

く､さらに造成上も斜面の緑地を残す方が容易

であったことなどが､傾斜地が保存緑地として

保全 担保された質問といえるO

■ 保存緑地は､繰道 ･歩行者専用道路等の歩行空間と一体となって､将来にわたりニュータウンの骨格を形成するグリーンマ トリッ

クスシステムを構成している｡従って,保存緑地はこの都市の基幹空間をより線豊かな､より広がりのある空間とするために､下記

のような評価軸により良好な緑地を選定し､歩行者空間に接するように配置されている｡

1)緑道､地区界､存置地区に接する位掛 二ある緑地O

2)歩行者専用退路､幹線道路､公園緑地 (地区公臥 近隣公園)に而する位置にある緑地.

3)緑道空間をかたちづくる緑地 (緑道､公園沿いの緑地で､緑地が線道より高い位置にあるもの)｡

4)水源を含む緑地E,

5)水系沿いの緑地｡

捜遺書域 100m以上

保存校地および緑iiの断面 (港北ニュータウン公園と繰道の計画リーフレット､1989年)



‖ 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

クレス トヒルス周辺のケーススタティ

lJ 東側には港北ガーデンホームズが立地しており､南側は緑道ささぷねのみちに簡 しているO南西

側にはEl産生命研修センターおよびSRA (研究所)が立地しており､北西側は一般住宅地に憐接 して

いる｡

■ 周辺の環境に調和するため,住棟を高層化 し､空地および緑地を多く設けている｡全面道路沿い

に歩道状公開空地を設け､センター両駅からの歩行動線の連続性に配膳しているOまた､渉道状公開

空地一体となった広馴 大公開空地を設け､地域住民のためのイベントや憩いの場を創出しているo

クレストヒルズ周辺の保存緑地

保存結地 (自然的緑地) 歩行者動線 広場状公開空地

sRA研究所 クレストヒルズ
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川 実践としてのグリーンマトリックスシステム

集合住宅地内における保全型の保存提地

計画jl投用地内における保全型の保存持地

教育施設赦地内における基盤造成聖の保存は地

保全型の保存緑地

P 二ュ-タウン開発以前より屋敷林､薪炭林として利用され

ていた二次林の現存植生をそのまま保存 したもので､その多く

は集合住宅地や計画建設用地 (誘致施設)等の土地利用によっ

て支えられている｡公園や緑道の緑と一体化し､グリーンマトリッ

クス幹線を構成する極めて重要な要繋となっている｡

基盤保存型の保存接地

J 遺成上､工非上やむを得ず樹林を伐採もしくは移植 した場

所において､緑の連続性を確保するEl的あるいは緩衝緑地帯を

設けるEl的から再度植栽を施 し､再生 復活させた樹林地｡ し

たがって､椎載基盤は従前のままで､他生のみが再生されたタ

イプの保存緑地で､計画建設用地 (民fJ民間誘致施設)での割

合が高くなっている｡

基盤造成型の保存緑地

L やはり､施設建設時に新盤に格鼓されたタイプの保存緑地

であるが､基盤保存型の保存緑地と異なるのは,植栽基盤その

ものの造成をともなう点である｡緑道沿いの小 中学校等教育

施設､公益施設用地などに多くみられるタイプで､保全型の保

存緑地と比べて規模は′トさいが､緑道栗城を充実させるうえで

大きな役割を果たしている｡
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川 実践としてのグリーンマトリックスシステム

● 公 共緑 地 の空 間構 成 と敷 地 計 画

緑地保全 を指向する公園緑地

H ｢緑の環境を最大限に保有するまちづくり｣を標模す

る港北こ.1-タウンでは､串燕制度が碓立している公園緑

地によってその枢要な緑地を担保することが要請された｡

その結IAL､公園緑地鍵能における緑地保全の比重が増すこ

ととなり､これらの条件を満たす敷地の計画設計が求めら

れた｡

このことを受け､港北ニュータウンでは地区公園はじめ

住区基幹レベルの近隣公園までもがその傑能において緑地

保全にシフトすることとなった｡そこで問題となったのが､

公園緑地周辺の土地利用によって支えられている保存緑地

とともにいかに一体的な緑地空間を形成するかという古と､

元来公園緑地が前操としている誰機能､広場 フリースペー

ス的な機能および歩行空間としての機能と緑地保全機能と

を公園緑地内郎においていかにバランスさせるかという問

題であった｡

造成前の撞 (茅ヶ胎/jt園周辺)

) 茅ヶ崎公園周辺の遠成前､造成直後,現在の空中写真

をみてみると､公開緑地整備においで､いかに従前の緑が

保全されているかがわかる.公園内に整備された芝生広場

やプールなどの施設空間ももとより地形の平坦な場所を運

んで立地しており､現地形や既存植生を極力保有する方向

での並伸がなされている｡
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l" 実践としてのグリーンマトリックスシステム

外部に対 して開かれた空間構造

d 公園緑地の機能が緑地保全に傾いた結

果､校庭､歩行者専用道路等の他のオープ

ンスペースとの概鐘的な連担が要輔され､

公園は外に向かって開いた構造 (外的オー

プンシステム)をもつことが必要となり､

その結果､公園は開いた連担系の中の核と

して位置づけちれることとなった｡

例えば､鴨池公園 (地区4号公園)では

隣接する集合住宅地､小学校等とのスム-

ズな連絡を考慮した整備がなされている｡

内部において開かれた空間構造

■ また､グリーンマ トリックス幹線が都

市構造として帯状に連続しているため,負

Eal内部における迎椙が生じ､公園は内部的

にも開き (内的オープンシステム)､全体

として概念上等質な構造をもつものとされ

た｡

例えば､大原みねみち公園 (近隣10号公

園)では､緑地保存横能､フリースペース

横能､みち的機能が重層､複合しつつ一体

的な空間が形成されている｡
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川 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

● 緑道の造成手法

保存緑地を確保する緑道の造成手法

r なるべ く多くの保存緑地を確保するため

に緑通の造成手法にも工夫が凝らされている

(下図)｡緑道の造成にあたっては､宅地と

しての土地利用の効率をあげるために､両側

の斜面の緑を托すことは不可能であった｡そ

こで､谷戸の一方の斜面に土を盛ってゆき､

反対側のエ ッジのグリーンを残 してゆくとい

う方法がとられた｡その際､現況林を多 く殆

そうとすると宅地の勾配がきつくなってしま

い土地利用の効率が低下してしまうDそこで､

盛 り土の端部 (谷の点下部に面した部分)に

宅地造成としてはかなり急な斜面を入れてゆ

き､その部分を緑道とし､結果的に多くの緑

を残すことができた｡

グリーンマトリックス幹操と保存接地

保存接地のボリュームを確保する造成手法 (基本計頭､1971年)
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"l 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

造成前 (1973年) 造成後 (1984年)

■ 具体的に写真でみてみると､谷戸をはさんで東一南側の北

向き斜面の緑地が造成によりほとんど姿を消している｡そして

現在の写実をみると､その部分が宅地となりその北側端部に緑

道が造成され､谷戸北側の南向き斜面の緑が造成前そのままに

残されている様子がわかる｡

造成比高の吸収

現在 (1995年)

■ 上図の空中写真で示された緑道部分をアイレベルでみ

たものが左の写真である｡緑道をはさんで向かって右側の

斜面緑地が保有された部分で､左側の斜面が遺成された部

分である｡斜面上部には宅地が迫っており､この様な急斜

面を繰道として造成することにより､宅地の土地利用効率

と緑地の保存を両立させている｡

残された南斜面の緑地

■ 左の写真は､手前が造成による土盛りがなされた宅地 (学

校施設用地)で､その奥に南向きの斜面緑地が残されている｡

緑通はこの濃密な緑と宅地造成地に挟まれた部分をひっそ

りと通過している｡



川 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

● 緑 の整 備 手 法

緑の整備 プロセス

II 港北地区の緑の生態学的な位置づけと今後誘導すべき植生のタイプー港北地区に求められ

る緑の賀-の検討を経て､さらにそれらを今後具体的にとのように保全 創出してゆくべきか

の方法についての検討が行われたO港北地区の緑の体系は､単に公共的な空間にとどまるもの

ではないため､緑をのこしたり (現況保存)､つくってゆく (造成)際には､公共空間の緑と

民有地の緑とを一体的にとらえ､整備のそれぞれの段階に応じてシステマテイノクに対応 して

ゆかなければならないoまた､のこされつくられた緑を将来的にまもってゆく (維持管理)た

めの手法の検討も重要な課題となる｡その際の技術的に配慮すへき在を､実際の事業のながれ

のなかに位置づけ整理したものが下表である｡

線の整備プロセス (港北地区公園緑地整備計画報告書､1978年)

蒜繭-空､竺 造 成 地

基S._鴨+ +階 現況整備 煤育樹木の管理 経営林 間伐適正収横

造 成 維持菅】翌-現況管理､文化財包蔵

地の保育 間を目指 して)

外圧対韓一人､土木機械の進入禁 d表土確保(客土)◆整地工事エ

i幽湿地の除去

基礎整備 植栽雷†画立地､機･緑化 能､景挽･塊をまく を考慮 し:芸…孟芸 える. 芸冨苧尖択､組合▲ せ

育 成 段 階 樹木の育成 .管理

再 構 成 段 階 外的要因 (7'レツシャ-)による利用の変換
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"l 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

造成工事と樹林の荒原 緑 をの こす

■ 緑を残 してゆく場合の長大の課甥は､造成工事にともなう

外圧をいかにして軽減 し､緑の生育にとって生態的に良好な環

境を維持 一補完 してゆくかということである｡造成工事にとも

なう伐開により､林内への踏み込みヤ表土の流出が生 じ､残存

樹林が縮小､後退することはよく知られている｡こうした環境

変化にともなう緑へのインパクトを極力軽減するために､林綾

部への保護植栽を施 したり､遊歩道を兼ねた犬走りや排水港を

設けて､斜面の樹林地への雨水の侵入､表土流出を防ごうとす

る飲み等が港北では提案された｡

港北で捷起された接地保全のための手法

造成面

白己回校した併称
(マント群落の形成)

儲林の後退 -l

和された既存樹林

(港北地区公園技地整備計画報告書､1978年)



‖ 実践としてのグ リーンマ トリックスシステム

Jl 造成地においては緑 を創出することが要請 されるOそこで問題 となるの

は､ まず植物の生育に適 した立地 を造成することであるO造成によって､こ

の辺 り一帯 を覆 う関東 ローム層がはぎ取 られ､切土部分では､砂襟層や土升､

基層が誇出 し､また盛土部分では､火山灰土､砂疎質土が発生するOこれ ら

立地の変化によって生ずるであろう土壌環境圧 を土質別に予測 した うえで､

植物の生育に適 した表土 を復元するための土壌の改良工法が検討 された｡

造成による立地の変化と予想される立地の状況 (港北地区公園緑地整備計画報告官､1978年)

地形 と表土が残 る所-t 慧 警護芸等三笠

土木的造成が行われる所

† 三 雲

ilit tl

関東ローム層
.Lll

堪 膚

火山灰士

砂襟7年土
･‥∴ ･;

成面■し.llll.･.･.･.･.･.･.-■

/′./I- ■へ

土壌型と予測される土壌環境圧 (港北第二地区自然環境調査 (その2)､1977年)

神位 山中式硬度汁 (AP)

土 層土壌環境庄 表 土 開架ローム 帖釈 砂 質 土 土丹22以下 23以上 22以下 23以上 r1-▲_ 22以下 23以上

× O × ○ ○ ○ ○ ⑳
× O △ ○0 ¢ () ⑳

保 水 伯三不 良 ヽ △ × △ △ A ○ ㊨
植 物 輩 分 不 足 △ △ ○ ○ ○⑳⑳ ⑳

舷 IE 不 通 × × × × × × × ~＼

土壌の類別と土壌改良工法 (港北第二地区自然環境調査 (その2)､1977年)

単位 山中式硬度計 (u)

土 子乍改良工法 表 土 関東ローム 粘 賀 砂 質 土 土丹22以下 23以上 zz以下 23以上 ローム 22以下 23以上

沫 耕 ヽ a × ○㊨ × ⑳◎
表 土 30C∩. L̀ × ㊨㊨-- - - -

crh J十恥 m '2 × ○ ○
桝 ローム駄■+表土加 ■3 × - - 0 ㊨ ㊨

○ ⊂)⊂) ○ ○ × ○ ○

◎ 出現する可能性が非常に商い
○ 出硯する可能性が高い

△ 出硯する可絶佳がある

× LLl現する可能性は#.んt'乙い

*1失地に対Lては耕転強食土10cm

*2共旭に対しては耕転挽敦土20cm

*3共地に対して【土関東ロ-ム20crTl

+教士20cFn

⑳ せず行な7必要がある

○ 場合により行rJ7必輩がある

× 不 要
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III 実践としてのクリ-ンマ トリックスシステム

植生学的にみた適正樹群 (造成襟地)

tl苗場Ti例 過 iL 粘 通 iu. 吃

切I 砂 壁 桶 アズマネス クヌギ-コナラ群雄 7カマツ群落
ロ - A ザサースキEf躯

t付人は)長 柄

促I ロ ー-ム砂 喋 卜 アカマツEーrl̂

植生学的にみた適正樹群 (表土復元した造成地)

水Z蒜墳-JI伺 遇 ig, iu 適 i韮 吃

LuI 秒 襟 屑 ク7ギ-- ナラ群搬

ロ ー- ム

tけ又LiA- 柄 クヌギ-コ

lBI ロ ー..ム タ7ギ--ンノキ即lX 77ギ-コナラ肝恥 シ群jJS クヌギ-コナラN-貼

■ 造成された立地が造成前と比べて､生態的に全

く輿なった環境になっていることをふまえ､約生の

再生にあたっては､さらに,造成接地,表土守男元さ

れた土地ごと､あるいは切土部､盛土部の区域ごとに､

それぞれの土質に適合 した植栽すべ き適性樹種の選

定が行われた｡

■ また,港北地区の緑環境の腹蛸において特軽す

べきは､移植樹木の大々的な活用を図ったことである.

これは､港北ニュータウンの開先が緑環境の保全と

ふるさとをしのばせるまちづ くりを指向 したことを

うけて､市場にない大経木や妬土健 を容易に得られ

る点を正視 したのみならず､さらに､生態的植栽に

よる樹林形成を目的としたためである｡

具イ糾勺には､上層水､下層木とも移植樹木によっ

て構成 し､急速に樹林を復元 したり､緑道のエ 7ジ

部分に移植 して､初期の視覚的効果と苗木の保護効

果をねらう目的で行われている｡

(港北地区公園緑地整備吉十画報告書､1978年)

現存樹木の再利用一移植樹木の使われ方- (港北地区既存樹林地等の保全管理技術ZFI査報告7､1976年)



"J 実践 としてのク リーンマ トリックスシステム

遷移に主体をおいた復元のための主要な群落型における管理指針

施工後の管理

止.監弧 ,

モウソウチタ林
人の侵入防止､監札 シ

ヒノキやモウソウチ

(潅北地区公園緑地整備計画報告書､1978年)

遷移管理作集のモデル案

■ ニュー タウン開発 を通

じて保存 再生された緑は､

将来目標 とする植生タイプ､

群落型 に応 じて､その維持

管理方法 も異 なるはずであ

るOそ こで､保全 を重視 し

た群落型､遷移 に主体 をお

いた復元のための群落型､

造成後筏元のための群落型

ごとに､個別 に管理相姦十が

検討 されたO と りわけ､遊

移 に主体 をおいた群落型 に

ついては､遷移 を管理する

ための作業モデル案が管理

区分ごとに綿密にシュミレー

トされたO

年tZfiZ区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10年uFt

① 深 ZlI, (除扶) 保 & ii':;伸一hi､

B

くわ 丈ポー補柾 D.F〟.V 除伐E

U〟_V

⑦ 言較広州 の清 E..Y.XL AFrtF
X.Xl

◎ 保 全 保 全
X.XL

(9 段伐.NF柑 G,X.刀 放伐E 鹸伐D
H_I ,Xl

⑥ 除 根 H 放伐E ASrtrl
C.X,I

⑦ 並 ■ 放 L
J ∫ J ∫ J (hlJl)

㊨ :芸岩芹圭ぴツ 放 ■ 除伐H 除はE
[_I"I l I I I

(参 政 ■ 故 ■ 験伐E
X.刀

⑲ 荒苦を軌 ..て下 E.I:,X.A I ど 【 ー 振放H
鹿 ■

⑪ 荒r:.l禦 芸召 I.K.X.XZ I ー I Ⅰ 徐艮H

較 ①の良き.⑦の放( 利用計iiが決まり.人の立入りを兼止したい萌合は.入居肺にNlまたは拝拝にトy書物

とItも.

(港北第二地区自然環境調査 (そのl)､1977年)
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rll 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

樹林タイプ別にみた発生する管理の水準

樹林タイ7 l下刈り(諸葉かき) つろ切り技下ろし tf 採 鹿 JEFl tf 陰 tX

広域鼓苦持* 2-3回/年4-lO月噴 つる切り】回/辛7-8月用上.*披上 - スギ (サワラ)以外の樹木の伐は

体内 J-2回/年5-8月 Sl未の密生している場所

コナラ主体拝等の開放抹 広切放米持等 2-3g/*4-A-lO月明 - -棟内 1-2回/守 尉お20年前後 モウソウテク
5-8月 支FIのあるtB の樹木の伐採 常緑市大など

分について按下ろしを行う 立米電束6W本′haf王座 のtX採

モウソウテク抹 広叫散策祐* 2-3B/守4-)0月切 - - -
体内 1--2回/年 4年生前Ji*の モウソウテク 化成厄科

5-8月 竹の伐採10-11月竹の子搾り4.-5月立木密度loo-鵬 ′0.lb 以外の樹未の伐採 稚Jt3-4回/辛

葺 地 広域歌枕持* 2-3回/守4--10月切

(港北地区保存掠地活用保全計育､1988年)

樹林タイプ別にみた楽しんでできる管理

脳抹タイプ 管理の項目

1(i'芸詣 蓑提議) ･Tn伐

コナラ主体林等の ･間伐 ･工芸品づくり･炭焼き
r.l放休

･汚葉かき ･煉芋大全･推JEづくり

モウソウチク柿 ･間伐 ･工芸品づくり･竹の子採り

(港北地区保存緑地活用保全計画､1988年)

■ 緑をまもってゆ くためには､1削こ､適正な植生運移

を群 くための管理 といった発想のみならず､利用するこ

とが緑地の管理につながるという原則のもとに､イベ ン

トや創作活動に直結する管理であることが望 ましい｡作

業後に楽 しみのある管理はそれ自体が レクリエーション

の安東 となり､作業 として辛いものでも楽 しくなり､作

業を通 じて人々のコミュニケーションを深めることにな

る｡
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‖ 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

● 文化財 ･社寺の保全活用

クリーンマ トリックスシステムと埋蔵文化財

■ 埋蔵文化財の保全は緑地の保全とともに,

グリーンマ トリノクスシステムに課せられた大

きな課題の一つである｡グ1)-ンマ トリックス

幹線のルー トは､なるべ く埋蔵文化財や避跡の

包蔵地を通過するかたちで選定されている｡

J 港北ニュータウン開発事業にあたっては､

大塚 歳勝土追跡 (右図)を含む268箇所の遺跡

の発掘調査が行われ7L=｡なかでも､大塚 歳勝

土追跡は､弥生時代中期の環濠集落跡 (大塚避跡)

と方形周溌墓群 (歳勝土)が一体となった貸重

な遊跡として､】986年､国史跡に指定されたO

また､本追跡の立地する早7剃Jllに画した台地は､

早測川をはさんで対面する都筑中央公園 (総合

公園)とともに港北ニュータウン センター地

区の紫重な自然的 歴史的資源としても位置づ

けられる｡そこで､追跡とその周辺の斜面の樹

林地を含む一帯が､横浜市の事業により都市公

園 (歴史公園)として整備された｡横浜市歴史

博物館に隣接して､追跡を中心とした野外施設 (体

験学習用工房､体験広場､林間広場)､民家BiI等

が設けられ､文化財の保存とともに横棒的な活

用がはかられているO
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公園緑地と埋蔵文化財の位置

大塚歳勝土遺跡公園平面Eg](大塚･歳勝土遺跡公園リーフレソト､横浜市､1997年)



"l 実践としてのグリーンマトリックスシステム

l

大塚･鹿渡土過払公Eil(歴史公園)

月出世公園 (近隣14号公園)

山田禽士公園 (地区l号公Eil)

復元型

■ 大塚炭砂土追跡公園 (歴史公園)は､グリーンマトリッ

クス幹線上にあるわけではないが.かねてより横浜市を

代表する貸重な古代住居避跡であったことから､横浜市

の単独事業によって歴史公園が整備された｡公囲整備を

機に住居が禎元され､文化財の析極的な活用が指向され

たケ-スの典型であるO

現況保存型 (埋蔵)

1 は近隣公原】において挫

蔵文化財の保全が輩話されたケースで,園内の大部分を

占める緩憤料の芝生の広場は原地形に基づ くもので､埋

鼓文化財の保存と公園におけるレクリエーション利用の

両立がはかられている｡白河石の芝目地舗装による風路

のデザインや埋蔵文化財包蔵地を外 した園路ルー トの選

定など文化財への最大限の配慮がみてとれる｡

(地物)

J 山EEl富士公園 (地区 1号公園)の富士塚は､襟元さ

れたものではなく既存のものをそのまま保存 修復 した

もので､かつて地元の/J､学校の初めての速足地として､

児童達に ｢笛土山｣として祝しまれた懐かしのふるさと

でもある｡港北ニュータウンFJqにおいて､唯一､旧状を

よく留め､往時の趣を伝える7;土壌のある公園として貴

塞な存在となっている｡
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川 実践としてのグリーンマトリックスシステム

神社仏閣とグリーンマ トリックスシステム

J 寺社仏閣は､谷戸の自然景観と並んで

港北地区のふるさとの記応を継承する重要

な要素のひとつであるOこれらをグリーン

マ トリノクスシステムの中に有様的に取 り

入れることは,基本音十画原案作成時点から

の大きなテーマであった｡寺社仏閣墳内地

は､七二寺林として豊かな緑を有しており､

グリーンマ トリックス幹線の緑景観を補完

する重要な役割を担っている｡また,歩行

者専用道路を通じて連絡が図られているケー

スもあり､より生活に密着 した質素として

現代の都市構造の中に確固として投錨され

ている｡神社仏閣は隣接するオープンスペー

スのタイプにより､公園隣接芭望､緑道隣接

型､歩行者専用道路隣接型の3タイプに分

類することができる｡

神社仏閣の位置とクリ-ンマトリノクスシステム

都筑中央公園内に位置する杉山神社 杉山神社

公園緑地の緑に囲まれた神社仏閣

■ 公園緑地に境内地が完全に囲まれてい

るケースであるO境内と園内とは園路を通

じて両者間のアクセスが確保されており､

自然を貴大限に残 した公BEIの空間整備と相

まって､都筑中央公園の景観に虹埋なくと

け込んでいるO
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川 実践としてのグリ-ンマトリックスシステム

抜道に隣接する神社仏閣

■ 換地によりグ1)-ンマトリックス幹線の緑道に憐接するかた

ちで立地することになったケースである｡豊かな斜面の緑地がグ

リーンマトリックス幹線線道の菅栄を構成している｡

歩行者専用道路に隣接する神社仏閣

I 上写真の正覚寺は､歩行者専用道路に隣接するタイプの典型

例である｡寺院正面 (山門)に歩行者専用道路を撮り向け､街区

公園 (写其左側)とともにオー7'ンスペースとしてのつながりと

背後のの社寺林との一体的な無税が効果的に演出されているC

枝道に隈揺する仏閣 ･基地
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川 実践としてのグリーンマトリックスシステム

● 生物相の保護

生物相保護区の意義

■ 生物相保護区は､公園緑地の整備方針のひ

とつにあげられている ｢生物環境の保全と創造｣

を実現するための重要な要素のひとつであり､

その意義は､1)活用型サンクチュアリーの形成､

2)ふるさとの生きもの拠卓 (避伝干プ-ル)､

3)原風景の保全､の3つに要約されるO｢港北

ニュータウン自然環境整備生物相保全計画調査｣

により､1)緑地の保全分級､2)保全守成指針

管理運営試案､3)地区3号公園 (茅ヶ崎公園)

モデルプランが検討され､最も自然度の高い地

区3号公園と結合公園に生物相保誕区が設定され,

その後､鴨池公園にも設置された｡生物相保護

区は都市公園や緑地の従来の役割を越えて､都

市自然をとのように活用保全するかと新たな融

みとしてのモデル性を持つものである｡

生物相保護区を含む公園の空間構成

■ 地区3号公国 (茅ヶ崎公園)は､総合公園

とともにニュータウン内で衆も自然性の讃Iい公

園とされ､内部にはかつて潅概用のため池とし

て利用されていた通称 ｢徽卜手洗池｣が取 り込ま

れ､その周辺一体4haが ｢生物相保護区｣に指

定されている｡ここでは､1)横浜北部の生物

相を保護､育成しつつ､ ｢生物相保護区｣以外

の自然地との､保全と活用の連担を図る｡2)

生物相の保護､育成にあたっては指標生物を設

定して､段階的に目標達成を園る｡3)その自

然性を十分に生かし､現状への影響羊を出来るか

ぎり与えない範囲で活用を図る04)現状の自

妙ミ性を損なわない範囲で整備を怪lる､等々の基

本的な考え方にもとづき整備が行われたOもと

より大部分の自然地形を保存する計画であった

が､東側の樹林がとぎれた部分を斜面や谷部分

を広場や施設用地とし､緑豊かな西側部分はそ

のほとんどが生物相保汝区として一般利用者の

立ち入りが禁止されたO現在､ゲンジボタルの

坐.eが確認されており､横極的な保護 育成策

が展開されている｡
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川 実践としてのグリーンマトリックスシステム

湿地と樹林地により構成 (茅ケ頼公Eg)

池と樹林地により構成 (烏地公Eg)

植栽と柵による規界処理 (茅ヶ崎公Eg)

■ 生物相保硬区内への一般利用者の立ち入りは禁止されており､

生物のための生息空間に特化した領域となっている｡かつての谷

戸の水田とせせらぎの景観がそのままに保存されており､都市公

園内であることを忘れさせるほどの､まさに静寂そのものであるO

生物相保護区はいずれも谷戸の湿地や池､せせらぎとそれらを取

り囲む斜面緑地から構成されており､水の存在がキーとなってい

る｡このことから､せせらぎと繰道を通じて総合公園､鴨池公臥

茅ヶ崎公園を右横的に連絡し､生物相保護区のネットワーク (エ

コロジカルマ トリノクス)が構想されており,これは今日のビオ

トープネットワークの考え方を先取りするものであった｡

生物相保葺蔓区の境界処理

L 生物相保護区と一般利用可能な領域との境界部分の処理は､

柵と植栽による場合と,池内に堤防を築いて分かつ場合の2種類

がみられる｡樹木と柵による境界処理は (上左写真)､生物相保

護区内からみて柵の外側に植栽が施され､一般園内からは全くそ

の存在を怒靴させないものとなっている｡池の中に堤防を設位す

るケースについては､蛇壕を用いて生物多様性の維持やJF買.観上の

障害とならないための工夫が凝らされている｡
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‖ 実践としてのグリーンマトリックスシステム

-みちとひろばのデザインー

● 歩行者専用道路のデザイン

歩行者専用道路のネノトワーク

I オレンジ系は､通勤通学､買い物等に代表さ

れるEI常的な生活動線としての役割を担う郎 FJから､

非行者専用道路を主体に組み立てられており､グ1)-

ン系とともにダリ-ンマ トリックスシステムの基

幹的な要素を構成 しているBグリーン系が緑地保

全を指向して資源立地的な傾向を示 しているのに

対 して､オレンジ系は､グリーン系では補いきれ

ない様々な施設群 (住戸,鉄道駅､バス停留所､

学校に代表される公共施設､医療施設,識店舗､

寺社仏閣等)を有機的に連絡することで日常生活

に貢献しており､住区のすみすみにまで毛細血管

のようにはりめぐらされている｡したがって､グリー

ン系が緑地を支える故地 (土地利用)を効米的に

束ねることを課題としているのに対 して､オレン

ジ系は日常生活を支える施設敷地をいかに有機的

に束ねるかを問題としているO

■ 歩行者専用道路は,グTJ-ン系によってでは

補いきれない日局的な生活の用に供し､住区の隅々

にまで張り巡らされることによって､住区内の様々

な土地利用を結合する組織として機能する｡その

ため､グ1)-ン系がオープンスペースを主体とす

る土地利用との連担を盃視しているのにたいして､

歩行者専用道路は､沿線に商業施設や公共公益施

設等を積極的に誘導 し､それら宅地系の土地利用

との連担を通じて住区ひいてはニュータウンの都

市空間給体を構造化するのであるC

ここでは､こうした歩行者専用道路の運動論的

な側面に着EIL､沿道の土地利用の動態について,

荏田近隣センターと中川駅前センター付近を対象

として調査を行ったO

10̂

住区及び歩行者専用道路モデルEg](溝北地区公EB校地整備計画報告書､1978年)



l" 実践としてのグリーンマトリックスシステム

荏田近隣センター付近の歩行者専用道路沿いの土地利用 (1998年)

住区における土地利用の連担

■ 左国は荏田5丁目付近のオレンジ系を

軸とする土地利用の連担状況を示したもの

であるO地区公園､近隣公園､街区公園､

集合住宅地､戸班て住宅地､南井施設､医

嫉施設､/J､ 中学校等の土地利用が歩行者

専用道路を通じて連絡されており,2本の

歩行者専用道路が交差する結節点には辻広

場が設けられている (次々頁写其参照)｡

また､小中学校の正門は区画道路側ではな

く､歩行者専用道路側に向けて設置されて

いる｡ここでは､歩行者専用道路と諸施設

を分かつ敷地の境界がなんら恵托されるこ

となく､両名が相補的な関係のもとに一体

的な空間を形成している｡

lL 歩行者専用道路 一 駐車場

I 公園緑地 賂合運動場 ■ 公共施設

農地 IL 商業他

姓合住宅地 I 未利用地

声建て住宅地 ■ 学校
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l" 実践としてのクリ-ンマ トリックスシステム

蘇葉地における土地利用の達担

■ 右図は､中川駅前センター付近の商業地

区におけるオレンジ系を軸とした土地利用の

連担状況を示 したものである｡これをみると

ここ5年間での駅前商店街沿道の駐車場,栄

利用地のビル トアップ (商業地､店舗兼集合

住宅地)が著 しい｡歩行者専用道路が十字型

に交差する地与には辻広場が設けられ周囲に

は商業ビル､一階部分が店舗になった集合住

宅ビル等が建ち並び始めている0-万､歩行

者専用退路の端部にはいずれも公園緑地や小

学校等の日常的な公共公益施設や大規模な集

合住宅地が設定され､商業地と有機的に連絡

されている｡

■ 少行醐 用道路 姓醐

I 公陸】緑地 地合遊動暢 L 公共施設

腿地 ■ 閑 地

JA合住宅地 ■ 未利用地

戸建て住宅地 ■ 学枚
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川 実践としてのグリーンマトリックスシステム

爺づくり協定区域内の建築確日中捕手錘さのながれ

中川駅前センター街づくり協定

目 的 駅前センターとしてふさわしい商環境住環境

を姓持し,調和のとれた街づくりをE1指す

テーマ ｢ネオ .ロ マ ン チック｣:ヨー ロッパ イ メー ジの

街を つ くり ､ 地域生活者に快適な 環境 を捷

供する

項 目 壁面後退 .外装 .街並み .色彩 ,建築設

儀 一駐車場,荷頒き坊 .庇捨場 L看板､

公告物 .ゴミ置場 .シャッター,日よけテント

その他

(港北ニュータウン四半世壬己の都市づくりの記録.1997年)

■ 土地区画整理事業地区の民有地について

は､施行者である公EZlがまちづくりを直接コ

ントロ-ルできないため､地区計画および建

築協定締結区域外では､無秩序などル トアッ

プ､敷地の細分化などが行われ､計画的なま

ちづくりがなされにくい傾向にあるoこれら

の間選を解決し､住民参加のまちづ くりを横

極的に推進するために､推進協が中心となっ

て､建築協定 (班基法)を主体とする ｢街づ

くり協定 (莱)｣の作成が進められた (下図参

照).これを受けて､中川駅前センタ-では､

｢ネオ ロマンチ ック｣をテ-マとし､ヨ-

ロノバイメージを指向するまちづくりが行わ

れているo具体的な協定項目は､壁面後退､

外蓑､色彩､藍車場や､広告物 ･看板等々で

ある (中)lL駅前センター街づ くり協定､ 1990

年)｡妙行者専用道路を媒介とする土地利用の

連担は､これらの制度によっても誘導 補完

されているのであるO
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Ill 実践としてのグリーンマトリックスシステム

クリーン系との連接手法

■ オレンジ系 (非行者専用道路)はEI常的な生活施設を連絡するとともに､公

園緑地を主体とするグリーン系との連絡も果たしている｡グリーン系とオレンジ

系は目的の異なる系であり､したがって､その空間のしっらえ方にも大きな違い

がみられるO前者が緑地の保全を指向した非開発的な空間秩序をより重視 してい

るのに対 して,後者は生活らしさやにぎわいを並祝 した開放的な空FLfは 指向して

いる｡このため､異なった空間モー ドをもつ両者が連接する結王軌卓 (ノー ド)の

空間的な処理が問題となる.これら結臥古は､学校 集合運動場を介するタイプ

と商業地において逆接するタイプの2タイプに大きく分類することができる.

学校 ･集合運動場を介 して連接

I グT)-ン系沿いには､小 中学枚等の教育施設や集合避動機が計画的に配置

されている｡これらは,グリーン系の緑を補完するとともに日常的な生活施設で

もあることからオレンジ系とも連担している｡このため学校や狼合連動暢周辺で

は､必ずグリーン系とオレンジ系の結節点が発生する｡これら施設では､グリー

ン系側およびそれと迎接するオレンジ系側に保存緑地がふり向けられているケー

スが多く､グリーン系の空間モードが部分的にオレンジ系側に取り込まれるかた

ちになっている｡そのため､両者の連接はE!.観的な混乱を生じることなくスム-

ズに行われている｡

商業地を介 して連接

L 近隣センターや駅前センター付近をグリーン系が通過している場所に多いタ

イプで､明るく開放的なオレンジ系のヴイスタライン上に､グリーン系幹線の豊

かな緑が背景を形成する｡連接部には､商店 飲食店や集合住宅等が立地するケ-

スが多くなっている｡学校 ･集合運動場を介して連接する場合には､グリーン系

の空間モ- ドがより重視されるのにたいして､商業地で連接する場合にはオレン

ジ系の空間モードがより重視され､グリーン系において明るく開放的な空間づく

りが心がけちれでいる.惜 しむらくは､管理上の制約から店舗等の開口部がいず

れもオレンジ系仙 二しか向けられないことである.

牛ケ谷公園 (炎合迎動切)

グリーン系幹線
(ゆうばえのみち)
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茅ケ幅小･中学校とクリーン系幹線との逆接吉6

荏EZl南中学校 (左)と牛ケ谷公園 (右)､奥がグリーン系幹線



‖ 実践としてのグリーンマトリックスシステム

歩行者専用道路の辻広場に山門を向ける寺院と街区公観

歩行者専用道路沿いの藤井施設と集合住宅
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仲町台駅周辺商事地と連接部

土地利用を束ねるしかけ

■ 歩行者iL1-用道路は周辺の土地利用および通

過交通血の大小によって幅員や形状にヴァリエー

ションを持たせてある｡例えば､駅前付近の歩

行是の多い繭築地では住宅地に比して幅員が広

くとられているCまた､神社仏閣や街区公園と

の連担部分やその他の歩行者専用道路との結節

卓およびJJs客性､利用率の高い施設 店舗等と

の連担部分には､辻広場が設けられ､その場所

性が強雷同されている｡そこでは､待ち合わせや

ちょっとした休憩場所､買い物に来た親子連れ

の井戸端会談や軽い遊び場スペースして機能し

ている｡

歩行者専用道緒の辻広場をEEIt.商業施設



I" 実践としてのクリーンマ トリックスシステム

● コミュニティ道路のデザイン

コミュニティ道路の位置づけ

■ 港北ニュータウンの道路計画は､その目的や性格､

幅員によって､幹線道路､区画道路､歩行者専用道

路の3段r削 二区分され､安全で快適なみち空間が形

成されているD特に歩行者専用道路はすみずみまでネッ

トワークが張 り巡らされ､交通の歩車分離が図られ

ている｡この歩行者専用道路システムをより充実､

発展させた新 しい試みが､港北ニュータウンのコミュ

ニティ道路 (歩車融合道路)であるDコミュニティ

遺路は独立住宅地区の歩行者専用道路とそれに平行

する区画道路とを一体化することにより､歩行者の

ゆとり空間の確保や､住民のコミュニティ意識の向

上を図ることを意図したものである｡また､ニュー

タウンの基本方針のひとつである ｢繰豊かなまちづ

くり｣を緑通景域から外れた独立住宅地で実現させ

るコミュニティ道路は､公園などと共に r住区内の

緑化空間の核｣としての機能をはじめ､さまざまな

役割が期待されているO

歩行者専用道路のネノトワ-クとコミュニティ道路

■ 港北ニュータウンでは､歩行者専用道路のネッ

トワークがすみずみまで張り巡らされている｡コミュ

ニティ道路は､この歩行者専用道路と連係すること

により､より充実､発展させた歩行者空間を提供す

ることを意図したものであるDこのような計画のもと､

独立住宅地のプロノク内で､区画道路と,歩行者専用

道路が住区の壇片方向に2街区以上平行 し按する通

過を対象として､第一地区 12ルー ト､第二地区2

4ルートの､計36ルート総延長約49kmのコミュニティ

道路が計画され､整備が進められている｡
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コミュニティー道路の位置

+ 歩行者専用道指 + コミュニティ道路 近隣センター

歩行者専用道路のネノトワ-クとコミュニティー道路
(港北ニュータウン･リーフレット コミュニティ道路の計画､1991年)



日 英践としてのグリーンマトリックスシステム

コミュニティ道路計画 (港北ニュータウン･リーフレソト コミュニティ道路の計画､1991年)

6M幅の区tgJ道路と3M幅の歩行者専用道路

阜 止 H･

(港北ニュータウン･リ-フレット コミュニティ道路の計画､1991年)

J 港北ニュ-タウンの道路計画は､ニュータウンと周辺を結

ぶ幹線道路､地区内のサービスをEl的とした区画道路 (9m幅

月のコレクター道路と6m幅員の道路)､そして歩行者専用道

路によって構成されている｡独立住宅地のプロノク内では､帽

EL3m(一部45m)の歩行者専用道路がU字型の区画道路(幅員

6m)の先端部を束ねる形で配置されているが､この区画道路の

先端部の車の最はきわめて少なく,ごみ収典畔あるいは､各戸

への荷物配送車等に比較的限定されるO-方歩行者ir,T用道路の

3m(一部LI5m)という幅月は歩行者の快適性を十分に確保す

るほどの余裕を持っていない｡そこで限られた車のみ進入する

区画道路先端蹄と､これに平行する歩行者TTTT,用道路を一体化､

共存させることによって､実質的により豊かな空間の確保を意

gM幅のコミュニティ道路 囲した歩行者優先の歩車融合道路がコミュニティ道路である｡

I コミュニティ退路の計画は､歩行者専用退路と区画道路を

融合させることによって､住区の環境を向上させることができ

る｡例えば3m歩行者専用道路では1列の植栽しかできないが､

6mの車道を融合 した9mの幅月を持つコミュニティ道路では

緑豊かな植栽が可能となるoまた広幅月化に伴い人々の休iLIEI

語らいの場が緑の中で確保できるなど､まさに住区のコミュニ

ティの場を提供することができる｡
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lLI 実践としてのグリーンマトリックスシステム

住民 との関係

) コミュニティ道路の空間は､ショッピングモー

ル的な華やかなものではなく､生活に密怒 した r庭

的道路空間｣である｡これは､コミュニティ道路が

宅地と接する部分に植栽地をとりながら､将来､玄

関の設置が予想される周辺に低木や草花を配 し､玄

関のアプローチにふさわしい植栽計画が図られてい

るからである｡また､このようにしてつくられる空

間は､周辺住民の共有空間として意識され､清掃 .

低木や草花の手入れ植付け等住民の積極的な参加に

より､より豊かな歩行空間として形成されることと

なるO
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川 実践としてのクリーンマトリックスシステム

コミュニティー道路 第2地区 CR18-1

コミュニティ-道路 第2地区 CR1013

障害物型

■ 通過性の低いルートに用いられる庭園的な雰囲気をも

つタイプのコミュニティ道路｡道路部介と植え桝との境界

は縁石によってはっきり区分されており､道属の線形はゆ

るやかなRの大きいEu]線となっているo辻部分の小広場と

それに隣接する道路部分は､それぞれ舗装が変えられてお

り (前者については鉄平小舗石等､後者についてはピンコ

ロ等が用いられている)､視覚的な認識効果を上げているO

また辻広場には､ペンチ杓え桝が貢削ナられておりちょっと

したコミュニティスペースを提供している｡写真は住宅地

と近隣公園をつなぐ動言鎌で袋小路的な性格が強いO

障害物型 (植栽)

( 通過性の低いルー トに用いられる比較的ル-ラルな雰

囲気をもつタイプO迫路はうねるような線形となっており､

辻部分では舗装が変えられている｡点在する樹木とその植

え桝が通過交通にたいする障害物としての機能を果たすo

これら樹木と沿道住宅地の生け垣や庭木とが一体となって

豊かな緑の空間が形成されているため､見通しはあまり良

くなく,減速効果は大きいD写典は小学校 中学校への通

学動線であり､住区のコモンとしての性格が強い｡

非障害物型

d 通過性の高いルー トに用いられる比較的7-ハンな穿

開気をもつタイプで､校規の開発に多くみられるO道路の

線形は､用地そのものの形態特性を生かした折れ線型で､

辻部分は道路地盤芯より若干高めの小広場となっており変

え植え桝等が設けられているが､車道部分における舗装の

変更等はない｡前述の2タイプと比較して､全体的に緑の

ボリュームは少なめ､断続的で､すっきりした空間構成と

なっているため､逆に視認効果が高まるo写真は近隣公園

と住宅地をつなぐルートである｡
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‖ 実践としてのクリーンマトリックスシステム

● 立 体 交差 の デザ イ ン

立体交差のデザインの重要性

■ 港北ニュータウンの建設においては､王に谷筋にグリーンマトリメ

クス幹線を設定していることから､一般道路との立体交差があちこ

ちで発生する｡そこで､グリーンマ トリyクス幹線における緑近景

域の連続性を維持するためには､空間モー ドを異にする一般道路と

の立体交差のデザイン処理が重要な課題となってくるO立体交差 (棉

栄)のデザインは､グリーンマ トリックスにおける収まり方により､

1)中景域の橋､2)近方城の橋､3)歴史文化景域の橋､4)結

節点の橋､の4タイプに分類することができる｡

ニュータウン内の立体交差

緑道および公園言十画からの権討

吾 丁 了 中景域 の席

近 景城 の橋 イン7,---I

歴文景域の橋

匡 軒 亡 ≡ ≡ ∃

(港北第二地区橋梁計画設計朝告晋､1983年)
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川 実践としてのグリーンマトリックスシステム

中景域の橋 (せせらぎ橋)

(港北ニュータウン橋梁集､1997年)

歴文景域の橋 (若水橋)

(港北ニュータウン橋梁姓､1997年)

中景域の橋

■ 中累域とは､ある一定の空間的広が りが眺

められる景観域であって､ここでは､票域を形

成する各エレメントの調和が重要なデザインポ

イントとなるDしたがって､これに該当する橋

梁は周辺のオープンスペースデザインの一環と

して､調和ある形態が要請され､基本的には周

辺と一体となった ｢桶らしくない橋｣｢インフォー

マルな形態｣が求められるO

近景城の橋

■ 近景域とは､緑道からの視界が比較的せま

い範凶に限定される景域であり､港北地区の絞

逆の大半は近讃域であるQ近岩城における橋梁

は緑道側からその全宕:をみることはなく､通常､

路両側のみがみえることになる｡したがって､

なるべ く緑道とのスムーズなつなが りをもつこ

とが求められるO

歴史文化景域の橋

r 歴史文化/Ti域とは､港北地区における既往

の景観であったJ,Lib{村集落の岩槻城であって､概

極的に保全再生してゆくことにしているゾーン

である｡歴史文化景域の橋は､その主旨からいっ

て周辺との調和が第一に求められる｡橋梁は従

来の集落の空間スケールからみて巨大な工作物

であるため､基本的に目立たない形態､色彩が

要請さjlる｡また､エレメント計画には､伝統

的な朝料､形態を生かすものとするC
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l" 実践としてのグリーンマトリックスシステム

1 線道結節占の橋は､禄道が主として外的な要因によって結節点

を形成する場合の楯梁で､｢槍らしさ｣､｢フォーマルな形態｣が求め

られる｡イ)は,緑道糸が保全緑地を含む広幅月のものから狭いも

のへ変化するケース｡ロ)は､緑道が街路に沿う場合で､前後の緑

迫と空間構成が著しく興なるケース｡ハ)は､地形粂件等から形成

される結節点で､坂のTiri部のアンダーパスでありよく目立つ｡

括節点の傭 (萌黄傭)

(港北ニュータr)ン摘梁集.1997年) 結節点の橋にみる3つのタイプ

■ 繰道と車道との位班的な関係については､大きく分けて2つの

タイプがあるo緑道が非迫を ｢またぐ｣ケースと緑道が非道を rく
ぐる｣ケースである｡前者については､緑道が備梁上を通ることか

らいかにして緑の紫域を推持させるかが東軍をポイントとなる｡後

者は､掠道が橋梁の下を通過することから､人工的な構造物である

橋梁のボリュームをいかにして緩和 し､緑道震域を拝読させるかが

重要な課題となる｡例えば､橋詰め部分に土盛 りをして植栽を施す

ことで橋台部分を繕し､緑道貿城の迎続性を維持するなどの工夫が

みられる｡
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｢

‖ 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

■ 幹線道路によって敷地が分Wrされている鴨池公園を連絡す

る橋梁で､グリ-ンマ トリックス幹線の連続性を極力維持する

ような工夫が凝らされている｡欄干部分には潅木による砥北が

施され､下に交通丑の激しい道路が通過 していることを意経さ

せない｡橋樺の頂上部を盛り上げることによって奥行きを出させ､

背景の樹林地と一体となって縁辺泉城の連続性を維持すること

に成功している｡

■ 練道の主要な構成要素であるせせらぎが緑道とともに橋梁

上を通過するケースである｡クラシカルな雰囲気の欄干にはツ

タ類が幣放し､周関の樹林と一体となって緑道崇域を形成する｡

このせせらぎ僻は歴文景域の橋とされ､既往の景観であったL:隻

村集落の紫観域を郡極的に保全再生することが求められた｡そ

のため､周辺との調和に気が配られ｡基本的にEl立たない形態

と色彩､伝統的な素材が用いられている｡

くぐる一人と水-

L 中景域の臆の典型的な例である｡これは､ある一定の空間

的な広がりが眺められる景観域であって､ここでは景観を形成

する各エレメントの調和が重要なデザインポイントとなる｡し

たがって､これに該当する橋梁は周辺のオープンスベ-スデザ

インの一婦として､調和ある形態が-班 許Jtされ､基本的には周辺

と-体になった ｢橋らしくない橋｣｢インフォ-マルな形態｣が

求められた｡

くぐる一人と水-

I グリーンマ トリックス幹線の片道と地区公園を連絡するた

めに､緑道とせせらぎが幹線道路をくぐるケースの典型である｡

ここでは､地区公園LLj入口に設置されたツタ類が橋梁のボリュー

ムを抑えると同時に､公園ゲ- トとしての雰囲気の演出に効米

を上げている｡
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川 実践としてのグリーンマトリックスシステム

● 集合運動場

集合運動場の位置づけ

■ 集合運動場は､現在では公園緑地の一角を占め

る運動スペースとなっているが､当初は学校用地と

して考えられていたもので有朋である｡2小 1中学

校共用の校庭とし､一般にもオープンスペースとし

て開放することが構想された｡しかし､児正発生率

の低下により､学校用地の見直しに伴い､箇所数を

減らして都市公園として買収し､運動広場として整

備を行ったDしたがって､都市計画上は公園であるが､

土地区画整理上は宅地である｡このような経緯をも

つ集合運動場であるが､グリーンマ トリックスシス

テムの形成上極めて重要な役割を担ったO緑地保全

に機能がシフトした公園緑地のレクリエーション横

能を代替するとともに､オープンスペース的領域の

拡大に大きく石献したのである｡

集合運動場の配置

lJ 集合遊動場の配pBにはあきらかな法則性がみて

とれる｡緑道と歩行者専用道路を軸にして､2小 1

中学校および集合運動場と近隣公園が集合連捜 しそ

れらがワンセノトとなってひとつのユニ ノトを形成

しているOオープンスペース的土地利用の広がりと

束ねにおける重要な構成要素となっている｡立地の

タイプとしては､近隣公園に隣接するものと学校に

隣接するものの2つに分娩することができる｡
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張合運動場と小･中学横の位置

小学校2つと中学校lつにlカ所配置される集合運動場



川 実践としてのグリーンマトリックスシステム

せせらぎ公園の集合運動場

学1史に贋はする集合運動場

119

近隣公園一体型

J 近隣公園に隣接するタイプでは､その境界処理に極め

て大きな注恵が払われている｡下右写真は.せせらぎより

奥が集合運動場で､せせらぎ手前が緑道および近隣公園と

なっているが､その境界はまったく意識されない一体的な

空fWを形成している｡斜面の保存緑地の部分が敷地境界か

と見まがうほどである｡

･ r

集合運動場敷地内の保存緑地

J 学校敷地と隣接するタイプは､歩行者専用道路を介す

るケースが多い｡このような空間モー ド下においては､集

合i竪勤場はまさに学校の校庭と一体となって公開というイ

メ-ジを抱かせない｡院接する土地利用の種類に応じて様々

なの袈憎をみせる.

牛ケ谷公園 (集合運動場) 集合運動場と学収の間の歩行青書用迅指



I" 実呈美としてのグリ-ンマ トリックスシステム

● セ ンター広場

センター広場の計画

■ センター広場は周囲の歩行者専用道

路とともにシンボル広場と呼ばれ､オレ

ン-/系オープンスペース (歩行者空間)

の中核をなし､グリーン系の頂点に君臨

する総合公園と並んで､港北タウンセンター

地区の基幹的なオープンスペース構造を

形成する重要な要素である.センター広

場は.南北のタウンセンター地区にそれ

ぞれ-箇所づつ設けられ､これらを中心

として､少行者専用道路､広幅貞歩道を

持つシンボル道路やコミュニティ道路､

宅地内通 り抜け歩行者専用退路等が有機

的に連絡されている｡
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センター広場の位置

センター南広場 (都市緑地2号)



‖ 実践としてのグリ-ンマトリックスシステム

センター北広場 (港北第一地区タウンーt:ンクーシンボル広場基本技計､1994年)

センター南広場 (港北第二地区タウンセンターシンボル広場基本設計､1994年)

) センター北地区のシンボル

広域は､ ｢都市と自然の調和を

象徴 し､人の活動 ･交流をはぐ

くむ新たな都市空間｣を基本笥!

念とし､21世紀に向けた環境に

対してやさしい都市空間づくり

の ｢知 (新技術 情報 ･提案

等)｣を発僧する ｢知の広場｣

として4つの広場が計画されて

いる､なかでもセンター広場と

して設定された芝生広場は､シ

ンボル広域の静的空間の中心と

なる切所で､イベント時にはハ

レの如台として機能する｡

■ センター南地区は､グリー

ンマ トリ ノクスシステムの拠点

となる総合公園の玄関口として､

オープンスペースを主体とする

施設盤イJjfが期待されたO公共空

間のデザインテーマは,｢人と

まちの共Jl頻へ躍動感溢れる街｣

とされ､シンボル広場について

は､｢憎の広場｣として五感を

通じで自然と都市の融合する空

間の近場が試みられた｡全体的

にアースカラーを基調とし,エ

コロジカルな発想にもとづいて

舗装材の選択等が行われ､とり

わけセンター広場部分にはボ

リューム出かな植栽が施された｡
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lll 実践としてのグリーンマ トリックスシステム

● 街路樹と道路緑化

街路樹による擁壁の遮蔽

■ 港北地区における緑化活動は､公

園 緑追､歩行者専用道路等の公共空

地､集合住宅地や誘致施設等の計画建

設用地のみならず､自動車道路におい

ても展開された｡都市計画道路新横浜

元石川線がその代表的な申例であるD

ここでは､宅地造成､道路造成によっ

て発生 した沿道の大規模な法面､擁壁

を遮両責することをEl的として､また､

中央分離帯ににおいて緑化に力が注が

れた｡

左写真は､街路樹および中央分離帯

の緑化によって､沿道の擁壁の遮蔽や

送電線鉄塔の視覚的な圧迫感､ボリュー

ム感を軽減した事例である｡
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植栽前 (1985年､秋)

現在 (1998年､冬)



I" 実践としてのグリーンマトリックスシステム

現在 (1998年､冬)

中央分離帯の緑化

■ 中央分社帯は,緑化が徹底されるこ

とによって､都市化が進行 した市街地の

なかにあって貸重なグリ-ンベル トを提

供する｡右写真は,沿道の公園緑地の豊

かな樹林地と中央分社帯の樹林および街

路樹とが一体となって緑豊かな道路景観

が形成された事例である｡
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JV グリーンマ トリックスシステムの展開

lV-1 農地と地区外環境

● 残存農地の動態と生産緑地地区

IL 農地､農薬の問題は､｢都市農業の確立｣という横浜市の六大事業における港北ニュ-タウン

開発当初の基本理念として､以来､とりわけ重視されてきた点である｡基本計画原案の検討段階

では､グリーンマ トリックスシステムを構成する主要な要素 (既存集落修復地区)として位置づ

けられていた農地であったが､その後の計画 事業の進化､進捗の過程において,オープンスペー

スシステムの計画が公図緑地を中心とする計画 事業にシフトしてきた関係上､グリーンマ トリッ

クスシステム計画の一環としてのRPt<地問題というかたちで正面から論じられることは少なかったO

グリーンマトリノクスシステムと農薬専用地区

I2(～



Ⅳ グリーンマトリックスシステムの展開

集合農地の配ZE計画 (集合Jk地利用tB定案､1980年)

生産緑地地区の分布 (1998年)

■ 農地間差引二たいする計画的な対応とし

てあげられることがらは,まず ｢巌業専用

地区｣の限定である｡これは､港北こユ-

タウンをとりまく市街化調整区域のグリー

ンベル トとして設定されたものである｡そ

の他には､港北ニュータウンの特別な用地

として計画された ｢集合農地｣の計画があ

げられる｡これは､ニュータウン旭設後に

おいても首Jl豊を続ける怒志のある地権者の

有する土地を換地､舶約 し､ニュータウン

の公団施行地区内に致カ所設定したもので

ある｡その後､港北地区稔合緑化計画では､

農業.I,Trl用地区が早調川地区とともに ｢都市

基幹緑化域｣として低位づけら九でいる｡

集合)1%地が設定された地点には現在でも

比較的多くの農地が存続 しており､現在で

は､ ｢生産緑地地区｣に指定されるなど､

営農が授けられている｡
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lV グリーンマトリックスシステムの展開

● 地区外への達担

■ グリーンマ トリノクスシステムは､これまで港北地区の公団施行区域内における土地利用の連担や都市空間の

構造化に大きく貢献してきた｡一方､公団施行区域外におけるオープンスペースや環境構造との関連性の強化につ

いては､今後の取 り組みに期する部分が大きいものの､濃業専用地区の設定や港北中心地区総合整備計画の推進等

注目すべき取り組みもなされてきているO

公団施行地区には早測川地区 (市街化調整区域)が大きく貫入したり､また､JEtb,<業専用地区 (市街化調整区域)

が周辺を取り囲むなと､実体的なレヘルでの内外オープンスペースの連担が随所で確認されるOまた､総合公園､

タウンセンター､早測川地区の一体的､総合的な整備を通じて港北中心地区を横浜市北西部地区の1)-ジョナルセ

ンタ-として位置づけてゆこうとするなど､構造的にも内外環境の関連性の強化をはかる取り組みがなされている｡

今後の周辺住民の理解と横浜市､都筑区の計画的な対処いかんによっては､港北地区とその周辺地区を含めた地域

レベルの基幹的な環境構造を形成してゆくことも充分に可能なのではないだろうかOこのような視点から､ここで

は内外オープンスペース､内外環境との関係について検証してみるO
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Ⅳ グリーンマ トリックスシステムの展開

■ グリーンマ トリックスシステムと地区外オープンスペースとの連

担については､グリーン系を経由しての連担､オレンジ系を経由して

の連担いずれも確認され､前者においては早調川､斜面の樹林地､後

者においでは､斜面の樹林地や寺社墳内地､都市公園､農薬専用地区

等の地区外オープンスペースとの迎槌が実際に発生している｡とりわ

け住区のすみすみにまで張り巡らされたオレンジ系は､地区外のあら

ゆるオープンスペ-スとの連樋が確認された｡今後､グリーンマ トリッ

クス幹線や歩行者専用道路の地区外への延長を意図した公園緑地の配

置､あるいは､内外オープンスペースをまたぐかたちで歴史の道等を

設定するなど､ニュ-タウンと周辺地域環境との関係性の強化をはか

ろうとする試みを通じて､オープンスペースの自律的な迎担が地域ス

ケールに拡大発展してゆくことが望まれる｡

連担する地区外オ17'ンスペース (1998年)

グリーン井を握由

地EK外05 書林地 ○ ○

JL耕地 ○ ○

公EIJC ○

社寺地 ○

学校事 ○

os オープンスペース
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lV グリーンマ トリックスシステムの展開

画 (発生的展開)

b 総合公園は､段階整備計画の枠組みについて､最も精力的な検討が行われたモデル的な公園のひ

とつである｡先に述べた､基盤整備-基幹整備-総合整備という段階整備計画の基本的な枠組みは､

総合公園において提起 されたものであるDそこでは,｢コミュニティ施設としての意図やニ-ズを整

備段l削 こおいて収束することは不可能である｣こと､また､｢基盤整備を充分に行い､その上で可能

なかぎりフレキシブルな空間として､公園緑地を整備する｣こと､いいかえるなら下部構造と上部構

造を分離するという意味での消極的な単なる基盤整備論では充分に適応 しえないものと認識された｡

そこで考えられたのが (生成システム)と呼ばれる概念である｡これは､総合公園の発生の母体とな

る基盤整備であり､全体的で主体的な恒常的発展を促す手段としての段l苛整備を意図したもので､公

園とそれを支える様々な要素､王体の自律的な相互作用の成果として公園が歴史的に生成､発展 して

ゆくための包括的な仕組みである｡

(構造化)と く組織化)との関連

･一望㌍ ⑰ 卵 造
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JV グリーンマ トリックスシステムの展開

生成 システムの枠組み

I 生成システムは､発生的側面 (構造化)と発展的側面 (親裁化)とに大きく分け

られ､前者はさらに (基地構造化)と く基幹柵造化)､後者は く基幹組織化)と く総

合乱紙化〉に区分される｡

く基盤構造化)とは､先に述べた基盤整備の段階に相当し､｢籍合公園基盤整備計画｣

を通 じて､グリーンベル ト (隣接するグ1)-ンマ トリックス幹線)との連担､総合公

園とタウンセンター地区との融合化 一体化のための基礎的な条件を整える｡く基幹

構造化〉および く基幹組純化)は､基幹整備の段階に相当し､｢タウンセンタ-基幹

整備部画｣を通じて､総合公園を媒体としてタウンセンターの全体柵道を充実させるO

く鎗合組織化)とは､監合整備の段階に相当 し､｢港北中･LI地区総合整備計画｣を通

じて､鑑合公園を中核とする基幹構造の外延化によるグー)-ンマ トリyクス幹線､タ

ウンセンター､早捌川地区の統合化一横浜市北西部地区におけるリ-ジョナルセンター

の形成一をはかる｡

捻合公園の発展的展開-狭義の基盤整備､基幹整備､籍合整備一は､以上に述べた

ような､対象とする領域を拡大 しつつ発展する ｢城｣の剖画において政略的に位置づ

けら九､支えられてゆくのである｡

く生成システム)の基本的枠組み

生 成 / ス テ

先 生 的 佃 面 莞 展 的 七 両

構 造 化 姐 稔 化

基盤dt造化 基幹tL造化 基幹姐捜化 捻合 姐持化

二 王 こ 基 盤 整 備 基 幹 亜 1- 絶 合 整 備 く峨 噂 計 画 〉

.執 ,..一 一 L( (抱 合 公 EE)基盤整備計画 〉

タウンセンター '7当,. 就L;--ヽl くタウンセンター基幹整備計画 〉

(港北第二地区結合公園の雀備に関する明査研究報告書L1979年)
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lV グリーンマトリックスシステムの展開

■ 以上の考え方を典約 し､それらを具体的な整備計画に反映させるための指針を得ることを目的

に導入されたのが､く概念モデル)と く空間モデル)である｡前者は､後台公EElの生成 (起源-栄

坐-｢発展一転化)が､公園とそれをとりまく社会的､空間的なシステムによって､対象とする領域

を広げながら相補的に支えられてゆく状況をダイヤグラム化 (三角錐モデル化)したものであるo

後者は､公園の3つの側面.一一歳 (山)､オープンスペース､結合組織-を構遺的に整理 し､農村の

｢山｣が環境資源としての ｢山｣へ､さらには都市における環境資産としての ｢山｣へと形態的秩

序を保ちつつ進化 してゆく際のしかけとしての公園の空間構造の在り方を示したものである｡

枚念モデル

(港北第二地区怠含公Eilの整鰍こ関する明宝研究穀善書.1979年)

(港北第二地区総合公園の整備に関する明査研究報告書､1979年)
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Ⅳ グリーンマトリックスシステムの展開

総合公園整備のための 7事業

J 総合公園の整備は,グリーンマ トリックス幹線､タウンセンター､早調川地

区それぞれの中核的施設として､さらにそれろ総括した港北中心地区を形成する

媒体として位置づけちれた｡そこでの基本的な戦略は､総合公園を牽引力として

タウンセンターのポテンシャルをあげ､それによって早d)JI地区の整備を誘導し､

さらにタウンセンタ-､早測川地区､グリーンマ トリックス幹線を一体化した港

北中心地区の形成をねらってゆこうとするものであったO

総合公園の整備事業において､日本住宅公団の関わるべき範噂は､く空間モデル)

の検討で示された山の整備､オープンスペースの形成,タウンセンターの構造化

を通 じて､総合公園整備のための基碇的条件を整えることとされた｡これらの事

業は､基盤並怖､基幹整備､総合整備の各段隅に対応 しつつ､く空間モデル)に

示された空間構造を具体化するもので､下図の7つの卒業 (計画範晦)として提

案された｡

これらの事業は､各々独立したプロジェクトとして企画､計画が進められ､そ

れぞれの条件が整い次第個別に事業化するものとされたが､港北中心地区の形成

というひとつの目的のもとに有楼的かつ柔軟に機能するよう､戦略的位置づけが

なされている｡

壬蓋合公園整備のための7卒業

＼ にN)すさftii… に何丁も計iii桝 にrqする打ii狼4

基盤生4 ⊂≡ ⊃KOHの tILJ

益軒皇4 公dLiLり⊂ ⊃中tJJ.我LLltjJItE江′ .北LIF田q

揺含女dl タウン センターグリーンJS市のE

(港北第二地区老台公園の整備に関する調査研究朝善書､1979年)
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lV グリーンマ トリックスシステムの展開

JV-2 市民参加と環境管理

● 港北ニュータウン緑の会と環境管理

■ 港北ニュータウンにおける緑の環境は､計画的に建設された集合住宅地や公園緑地等の線も含め

て現在､いずれも住民-コミュニティの王体的､組織的な意志にもとづく高度な維持 管理が行わ九

つつあるO現在､公園緑地 (街区公臥 近隣公臥 緑道､地区公臥 総合公園)､熊合住宅地のオープ

ンスペ-ス (公開空地､保存緑地等)をはじめとして､その他の民有地に展開する樹林地や早綱川等

の自然地一般を対象として､その保護､育成､維持 管理にあたる組織がいくつか結成されているO

特筆すべきは,特定のフィールドの維持 管理を対象とした組織のほかに､それら個々の組俄を統括し､

相互の有機的な協力関係､情報交換を媒介するより上位の組織 (港北ニュータウン緑の会)が結成さ

れていることである.

市民による管理組織が結成されている公園･緑地等 (1998年)
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lV グリーンマトリックスシステムの展開

モルフォ生物同好会

港

北
ニ
ュ

ー
タ
ウ
ン
緑
の
会

自然 に学ぶ会

早測川をかなでる会

けやきが丘森林愛護会

ファミールグリーン会

山崎公園ネイチャークラブ

鴨池公園愛護会

烏山公園愛諺会

大原みねみち公園愛護会

ささぶねのみち愛護会

■ これら親戚の具体的な活動内容は､｢維持

管理｣と ｢観察 学習｣および ｢地域振興 ･親睦｣

の3タイプに大きく区分される｡公園緑地や宅地

内の緑地を対象とした愛護会等の組成では､維持

管理作業が中心となり､河川､自然地-股を対象

とした組織では､観察 学習､地域振興 親睦等

をEl的として活動が行われているケースが多いよ

うであるD

港北ニュータウン緑の会の活軸内容と活動場所 (1998年)

括 れ 内 書

併t.f成 tJt.事甘 AJF.dLJt

宿II■+ 公■○ ○ ○

尽ヰJL托 ○ ○ ○

何 州 ○ ○ ○

注 ○の大きさは相対的な括肋JU を示す.
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lV グリーンマ トリックスシステムの展開

● 公 園 をつ くり ･ま も る活 動

コミュニテ ィ施設 と しての公園緑地

I 港北地区の公開緑地については,コミュニティ

施設という位置づけのもとに､計画整備 (つくる)､

維持管理 (まもる)のいずれの段階においても､住

民の積極的な参加が期待 されたOつくる段階､まも

る段階の両方において住民参加が実現 したのは､街

区公園である｡近隣公園､地区公園等の比較的規模

の大きな公園では､周辺の主体的な意志による､ま

もる段階での住民参加が実現された｡現在においで

も､公園の竣工､供用開始に合わせて愛護会の結成

が続々と企画､爽現されている｡

つくる段階における住民参加は､3つの街区公園

で実施された｡これらの公園は､いずれも計画､施

行の時期を異にし､参加の方式 (参画する住民層や

参画する計画の段胤 および作業内容等において)

もそれぞれ異なっている｡

ESJAGEO 帽
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参加の方式の速い

ホ1岳lEI光が丘公■(6-2号公!ー) x 2G)Fみのり公■(12-2号公EF) 事SE)EtIも公Ed

fLD住民■ 地元】もl■書 薪及入居書 地元地は書tJLtJM

+BD紬 rT内金糾子供会 小事故生ずPTA r7Fl今2団地自給会

企 声 ○ ○ ○

X エ ○ ○ ○

公田名称

所在地

対象住民 地元地NE者

苅4t地元損JI

住民現並期間 IIs′JAGEO 施=

住民eDDエfflコミュニティ平板､抽軸

｢ 色虹 よるプラン作｡｢ ｢イメ~i17ランの朗 肝 ｢

注 ◇コミュニティかわら点のt76

港北ニュータウンリーフレソト｢住民参加による公園づくり｣､1988年

4コミLTイ ●■也■■



Ⅳ グリーンマ トリックスシステムの展開

牛 久保 西 ひか りがおか公園 (6-2号公園) にお ける住 民参加

J 誘致EEI内の先行使用宅地に住む､地元地権者の町内会を対象とし､

その子供会が中心 となって調整 にあたったO第-回目のモデル,卒業 と

いうことで､発生する粂件 に柔軟に対応できるようプログラムを国定

せず､設計段階での参加 を頻繁かつ丁寧に行った.

荏 田南 みの り公園 (12-2号公園) にお ける住 民参加

■ 隣接する荏田南小学校および PT Aが中心 となって活動 し､学校

数背の-現 としての役割 も担 った｡第-回日において設計段階での対

応が細かす ぎたという反省か ら､今回はまず公田から公園全体の基本

設計案 を提示 した｡それをベースに,子 ともたちの要求する `̀モノ'●

とそhに対するアイディア､参加希望工機を子供肘弦によって決定 した｡

公丁名称 債称 児JH2-2号公■､正式名称 荏田頼みのり公1

所在地

T;I

71■せ車Jd*

住戸:王■毎月Pal

I■期成 昭和50年8月-6l年1月
公EI面ff 1.2(氾rrt
主書時tB

港北ニュータウンリーフレット｢住民参加による公園づくりJ､1988年
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lV グリーンマ トリックスシステムの展開

荏 田南 もも公園 (ll-5号公園)における住民参加

I 誘敦圏内には､地元地権者中心の町内会､他地区からの転入者が住

む2田地の自治会という､計 3つの地元親弟が存在 した｡性格の異なる

観梅のとりまとめが必要であったため､計画から施工､そして管理 遥

首へとゆっくりとしたリズムで調整を試みたC設計段階では第二回目の

モデル整備を踏襲 し､あらかじめ公Bl側が作成しておいた基本設計秦 (3

塞)を提示 した.その際､プランの理解を助けるために模型を使用 したO

住民の代表者はその中から1案を選択 し､修正 追加など微調整を行っ

たうえで､最終プランを決定 した｡設引段階での住民参加は､大人のそ

jtぞ九の組織の代表者に限定 し､子供達を含む一般住民の参加は､施工

段階でのイベントや工種に比証を罷 くかたちとなった｡

公&名称

所在地

村中住民

公&薗N 1200rri

王事- ･雪警 票 禁 荒諾 意 7cJレジム･プランユ楓 相 場･

住民●DO工a iコミュニティ平乱コミュニティポールJt礼 砲di'

lsT丸GEO 帽

iL◇ ⊃三ユニティかわらJEのt祐
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港北ニュータウンリーフレット｢住民参加による公園づくり｣､1988年



lV グリーンマトリックスシステムの展開

より効果的な住民参加方式

Jr 過去3件のモデル整備から､住民参加方

式採用の成立条件として以下の3卓が指摘さ

れ上o

●地元に住民参加方式を採用したいという要

望があることB

●不特定多数ではなく､地元住民の組純が成

立していること｡

●子供達や地元住民への連絡 ･閑整を行う代

衣者が遊山できること｡

■ また､今後の整備におけるポイントとし

て､

i)公団側から基本設計案を挫示すること (模

型の効果大)0

住民がプランを白米から練 り上げることは

時間やエネルギーのわりに成果が少ない｡

2)推進力となる大人の核組紙が必要である｡

子供達の参加は不可欠であるが事業の推進

力とはなり得ない｡

3)設計段階より施工段階に韮卓i･置く｡

魅力的なイベントや.参加の記念が将来も

残るようなモノを施工工程に組み込むことに

より､公園への発話が一層深まるO

上記 3つのポイントを踏まえながら,最小の

アクションで最大の効果が捗られる方式を考

えるべきであるO
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Ⅳ グリーンマ トリックスシステムの展開

まもる活動

J 街区公開などの小規模で生活に密着した公園では､整備する段階 (つくる活動)

から管理する段階 (まもる活動)に至る連続的な住民参加が実現したが,近隣公園

クラス以上の比較的規模の大きな公園における住民参hLlについては､｢まもる活動｣

が中心となり､これらは ｢公園愛護会｣が主体となって活動が展開されている｡

公園愛護会活動は､現在､法制度的にしっかりと規定されている (横浜市公園愛

讃会笑納)｡同要綱では､公園が清潔で安全かつ楽しく利用できるように晴揃 ･除草､

樹木のかん水､利用の訴並､その他の括軌等を自発的に行う団体を育成し､もって

公園愛護精神の高揚を図ることを目的として､街区公園,近隣公園､地区公開にお

いて公園愛護会の籍戊を認め､黄金的な援助を行うこととしている (愛護会畔)｡

現在,港北ニュータウンでは､近隣公園2箇所､地区公園2箇所､緑道 1箇所で

愛護会が結成されている｡ここでは､樹木の補植 移植､生物の飼育 .放流､物品

販売による活動資金の捻出､多彩なイベント活動等々､制度で規定された内容をは

るかに上回る高度で執 り的な知識を安すると同時にレクリエ-ション､観睦的な惑

味あいを舵ねた自王的な維持 管理作業が行われている｡今後の課題としては､活

動資金の不足､行政等との連携をスムーズにすることなどがあげられたC

愛3会･管理運営委艮会暮吉成の決れ
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/AEil愛if会の牧要 (1998年現在)

● 牧丘年月El ～鱒きれ心や 平JA群 を 棄舞SJや- き､

1 1 3

● ru JIJLt =.rJ.- -, 5/夢と* 淵 鮎簸戯雀軽酬 祇海法親強q.鵜漉鼓】
3 3 2 l l
1 A

+ 播州 薪 (冶成雌 ) 掛 公I 雌 公dl JJL仝t L鵬 仝■

7 I 56

+ 舎Ja鼓 Je和人ー て事8 ua 過-leo 潜 ､Y.,それ且上瑠 帯群

1 l 3

JEJ.I 浦徽 美感簸盛盛 I 済 蜘盛時≡鍍執 買紙幅銀感妻酵脱 胎 蛸
1 1 3

● 合JB4庇 /"L猫柳 J も,? ｢臓

4 0
+ &̂ ★ 二不弔

1 4

● 会■ ,* ノ 繋不弟

1 4

5 i 0
● IgJL点書 ⇒琴納 錬足瀞 _W-軽妙 J鞠 ､=:: ･鱒 草野 恥 藷繁華

注:上田お上びT回データは､ r活蜘 所 ltLiR市データ)｣fBいて. rit七二ユ-タウン*の会胡

(1998年耗 )｣において伐 が■8された5公句のみそ対tとしたものである｡

公Eg愛汗会の活動内容 (1998年現在)

■ 山 ■ 大 さ

旭′ヽ ■ 山′＼ 原 さぷ

LAEー 上.EI :べ■ みねみち公■ ねのみち

l七.me 会合 .打合せ 月 1回 IIIEil 月1匡l

NN .甜 Jrき 牢3回 年故国 月1回 月1回 年故回

ted .Mte 年4回 年女回

ギメダウ 年2GiF 年 1回 年政回

LtJE 牢1回 年1回

kX.gN 年1回(ガJFf)

&好 一方T.Rg 州カ■1▲SrJ1トムシへイケー1A

全書tJfJr* トン暮●王El*州の里 カエル

8ガ肘 EIJ8榔 金■ーJLt+令 年赦回

fRar 2 事Y金

イベント タケノコ凍りホタルtJl余事JEJIA++書東金 タケノコ謀り工作七夕菅配り夕涼み

身RJE尤 絵はがき

irW朗 庁 月1回
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lV グリーンマ トリックスシステムの展開

● 保 存緑 地 の環 境 管理

保存緑地の制度上の位置づけ

J 港北ニュータウンの保存緑地は､土地区画整理事業によって計画され､横浜市の ｢緑の環境をつく

り育てる条例｣の第9条にもとづいて市長の承認を受けた緑地であるO

●第7粂 緑地の保存等に関する協定

保存緑地のある土地を購入した者は､まず第7条にもとづく協定を締結し､この際､｢自然緑地 (区

画形質の変更を行っておらず､樹木で較われている土地)｣に認定された土地については､｢固定資産税

都市計画税｣について ｢山林｣としての評価を受けることができる0

●第6粂 保存すべき緑地､樹木等の指定

第7条によって協定を締結した ｢自然緑地｣はさらに第6条の規定にもとづき ｢緑地保存地区｣とし

て任意に指定を受けることができ､これが認められると ｢匝Ⅰ走資産税 都市計画税課税相当額｣の奨励

金が所有者に対して交付されることになる (おおむね1,000平方メ- トル以上の自然緑地が条件),

●第8粂 工場等の緑化

工場をはじめとする研究所､研帽所､事務所､店舗､倉庫等の敷地 (I,000平方メートル以上)の緑

化について､30%以上の緑化を規定したもの (一般的には敷地面積の15%)O

ユ ●l ●lIl

緑地保存地区の指定プロセス
(港北ニュータウン･リ一フレット
｢保存緑地の計画｣､1992年)

9条 【市十公田で協定】

は瀬 [7条の協定を搾托することを条件に綿洲

(集合住宅 研究所 工場等)

9充て保守絹地とL:tnたi苧婚LoTへて

iZl定を相当することとTdリます

原則的L=斥Tiも7㍍の

1二冠の要撃Lgてきま=～

現地疾狩場区 の面はTE]当分の

山卜.評脱帽当朝か 交付されます

iR腰四位に 1m Il以下の

倒木の生長に伴い

r緑地保存地区｣の面相が拡大すれば

交付される朋も増大し かつ良好な

翻木地として保全 担保されます~_
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ケ フ

● 改正のJu 負僻 事.軸 1ーJ*一.斡 細 事吉.

ケーフ ケ.フ

● rtZLfI 大輔 Ir 不軌
ケ フ

ケ.フ ケ.フ ケ.フ ケ.フ

● 会JL* *羊(人) -〉10 つ ～紳 .｢r 1100 .. 使 そ飽 比 ヂ P /
ケ フ

■t■ 繊 101…喝 酵:卓=;携飴 感 磨助祭 = 意義麦緩さ舗戯静態腐鮒 軒意表疲
7 ケ

● 会JLI成 御 釜 {i=た 一声有毒 各

ケ.フ

● 括れ形♯ 貴 や軒柵 ::機長≦営 i-1宅蜘 兵事I増艶

ケ.フ

ケ フ

● 金Jt T

ケ フ

ケ ケ フ

● qJIAI 精的 不足 負Jt棚 . 3- 汝.不顎 ◆=/;::Il

〃o〝ーe 会合 ,打合せ 月1匝】 月1-2恒ー

irN.柑 Nき 年4-5回

αS .冊α 牢 1回 年2-3回

jrlJク 年3ti) 年*回

此 年lGiI 年1回

柵 .gN 年1-2GiF

&節 .ガ1.9一砂 さつまいも山芋

花井.XHf才 牢1-2回

全書1サft
卓n桝 ホタル屯暮

rRgJF

イベント 杏のJtもちつきタケノコ凍り肝EtL忘年会 タケノコ採り炊き羊大会

妨&｣野方

■ 愛護会が結成されているのは､公園や緑道

等の公共空地だけではない｡集合住宅地内の民

有オ-プンスペースや保存緑地の一部でも､住

民有志によって自主的な維持管理活動が展開さ

れているところがある｡｢けやきが丘森林変哲会｣､

｢フアミ-ル グリ-ン会｣がそれである｡

いずれも､自然の保護 育成,住民の親睦や社

会参加を目的として結成され､保存緑地や竹林､

駐車場や住棟周 りの花喝 植え込みを対象に活

動を展開 している｡会員はいずれも､田地居住

者の有志のみによって構成され.市 区からの

補助金や奨励金を受けつつ単独で､清掃 落ち

葉掃き､草刈りをはじめとして伐採 間伐､施肥､

補植 移植､といった技術的にかなり高度な作

業をもこなしているO今後の課題 としては､会

月の確保や公園愛護会と同様,活動資金の不足

等があげられている｡
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lV グリーンマトリックスシステムの展開

● 〉巷北の森から都筑の森へ

横浜市緑地保全制度 (横浜市振政局提政課､1995年)

制 度 名 市 民 の 森 ふ れ あ い の 樹 林 緑 地 保 存 地 区 市街地緑の舟板確保野菜

指 定 地 区 市域全域 市街化区域 市街化区域 市街化区域

指 定 基 準 王として樹林で形成さ 市街化区域の主として 市街化区域の主として 1 地域の都市魚tE上

れた〇度ね､5ha以上 樹林によって形成され 樹林によって形成され 欠かすことのできな

の土地で､市民の患い た○概ね､ 1-2haの ている｡枚ね､0.lha以 い緑地

の鳩として使用するに 土地で､市民のふれあ 上の-l盟の土地

ある樟地

る一定の区域 ると認められる一定 その他

設 鑑 方 法 土地所有者と市との土 土地所有者と市との土 土地所有者と市との緑 買収

(契約手法) 地使用契約 (契約期間 地賃貸借契約 (契約期 地保存契約 (契約期間

問10年以上) 10年以上)

特兆.捉肋 1 固定資産税 .郡市f面 1 貸培料の交付 1 奨励金の交付 I 1 市による買収′＼

言†Lq税の減免2 土地所有者に不測 2 土地所有者に不測 (闇定資産税 .都市計画税相当朝) (ム拡法)2 譲渡所得の特別控

の事態が発生 した塙 の申態が発生 した堀 験

合は必要に応 じて市が買収3 奨励金の交付一時金の交付4 譲渡所得の特別控除1.500万円 (公拡法) 合は必要に応 じて買吹控除1,500万円 (公拡法) 1,500万円

利 用 形 態 散策籍等竹串な整備を 散策路､広場等冊単な 現状で保存 現状で保存

して市民に開放 整備をして市民に開放 (買収後市民利用が可能な場合は簡単な萄僻をして市民開放)

管 理 形 態 土地所有者､周辺住民 周辺住民等地域間体に 土地所有者による管理 買収までは土地所有者

等地域EE体で組娘 した愛護会に管理委託 管理委託 (ふれあい活動あり) 管理

1 建築物その他工作物の改造

2 宅地の造成､土地の開墾､土地の採取､その他土地の形質変更
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Ⅳ グリーンマトリックスシステムの展開

■ 港北ニュータウンのグリーンマ トリックスンステムの重要な構成要素である民

有敷地内の保存緑地は､全国的な法制度によってではなく横浜市独自の緑地保全制

皮 (緑地保存地区)によって守られている｡このため,枚動的な保全対応が可能であっ

た反面､期間を限定した当面の保全であることから､その担保性は法制度と比べて劣っ

ていることは否めない｡ニュータウン建設にあたって広域的､体系的に保有された

緑地を今後とも存続させてゆける保健は決して十分とはいえないのである｡そのため､

少しでもP_保性の高い制度や事業への転換と市民利用を進めることが今後の課題で

ある｡しかしながら,法曹すべきは､これまで､担保性を高めること (都市計画決定)

が当該の土地と市民の実生活､社会システムとの有機的な関係性の強化をもって行

われてこなかったという点である｡他用途への土地利用の転換が永久的に附難なため､

地権者の同意を律にくく､新規指定が建しい状況にあるという都市計画決定のデメリッ

トも忘れてはならない.

横浜市独自のmlJJ文の港北地区への適用可能性について検討 してみると,まず､｢市

民の森｣.｢ふれあいの樹林｣は,レクリエーション的な利用をはかり､周辺住民組

織の自主的な社持管理が意図されているものの､指定基準面横が広すぎ､港北ニュー

タウンの保存緑地のような小規模な樹林地の保全には適さない.また､｢市街地緑の

I,ft観保碩卒業｣は､設置法法が買収となっていることから､民有地のまま住民の生

活を通 じて緑地を守ってゆくという保存緑地の考え方には適さない｡港北地区で採

用された ｢緑地保存地区｣については､′ト艶模な樹林地をも指定基韓に含めたこと

から機動性のある指定が可能である反面､指定後の周辺住民をも含めた維持管理を

促進するでだてが充分に講じられているとはいえないO

グリーンマ トリックスシステムの展開

■ このようにそれぞれの制度には-長一短があり､現状では ｢緑地保存地区｣に

よる保全が長音とはいえ､その担保性は水杭的なものではないOダリ-ンマ トリノ

クスシステムによる公園 ･緑道等､公団による基盤整備も完了間近となっている今EI､

｢緑の環境を最大限に保有するまちづくり｣,｢"ふるさと"をしのばせるまちづくり｣

の事業は､ようやく折り過し卓に来た段階といってよいだろう｡今後､行政の横浜市､

住み手の住民の方々が一体となって､緑地の活用 ･管理を身近に考え､El'6.的な生

活や経済的な活動､快適なレクリエ-ション活動等を通じて緑とオ-プンスペース

の存読をはかってゆくことが重要な課題である｡
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資料題

● 港北ニュータウン ･オープンスペース関連費料日銀

発行年 報告書 .資料名 編著者

1966 市民生活白審 1966 横浜市

1968 港北ニュータウンの自然および立地条件 宮脇昭

に関する基礎調査

1968 港北ニュータウンの基本的条件の検討 日本都市計画学会

港北ニュータウン基本計画原案196811985報告普

1969 KOHNEWTOWNPmOTPLANREPORT 日本都市計画学会

1969-1970 港北ニュータウン交通計画を

主体としたパイロットプランの検討

横浜市

日本住宅公団

横浜市

日本住宅公団

日本住宅公団

港北ニュータウン第-地区韮本設計報告書 オオバ 日本住宅公団

港北ニュータウン第二地区基本設計報告書 宅地開発研究所 日本住宅公団

港北地区の緑化に関する調査および計画報告昏 京央造園設計事務所 日本住宅公団

緑の環境をつくり育てる条例 横浜市

KOHNEWTOWNGREENMATRIXREPORT 宅地開発研究所

1969-1973 港北地区の公園 ･緑地 ･広場 ･ オオバ

歩行者専用道路の計画および設計 田中造園土木設計室

1976 港北地区既存樹林地等の保全管理技術調査報告暫 景環境設計事務所

1976 港北地区せせらぎ基本設計報告書 日本上下水道

ラック計画研究所

1977 多摩ニュータウン開発計画 (自然地形案1965) 日本住宅公団

報告審

1977 港北第二地区自然環境調査 (その 1)

1978 港北地区公園緑地整備計画報告書

1979 港北第二地区稔合公園の整備に関する

調査研究報告書

1979 都市のグリーンマ トリックス

1980 まちづ くりと歩行空間

一豊かな都市空間の創造をめざして-

1980 港北ニュータウンNo53
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プレック研究所

日本都市計画学会

田中造園土木設計室

田畑貞寿

今野博

横浜市

日本住宅公団

日本住宅公EE

日本住宅公団

同左

日本住宅公団

住宅 ･都市整備公団

住宅 ･都市整備公団

鹿島出版会

鹿島出版会



発行年 報告書 ･資料名 編著者

1981 港北地区総合緑化計画報告番 田中造園土木設計室 住宅 ･都市整備公団

1981 港北地区総合緑化計画マスターデザイン.コード 田中造園土木設計室 住宅 ･都市整備公団

1981 港北第二地区橋梁計画設計 (その1)(その2) セントラルコンサルタント 日本住宅公団

報告書 計画エンジこヤリング

83 港北地区コミュニティ道路計画報告沓 和設計事務所 住宅 ･都市整備公団

83 港北地区公園緑地整備基本計画園 田中造園土木設計室 住宅 ･都市整備公団

86- 港北ニュータウンふれあいNo1-15 捲北ニュータウン生活対案協会 一

88 新しい街づくりにおけるオープンスペース計画 山本掠_三 都市計画協会

88 港北地区保存緑地活用保全計画

88 港北ニュータウン保存緑地整備マニュアル

88 港北ニュータウン･リーフレット

住民参加による公園づくり

1989 港北ニュータウン･リーフレット

せせらぎの計画

1989 港北ニュータウン･リーフレット

公園と緑道の計画

1990 都市開発のフロンティア

1991 港北ニュータウン･リーフレット

港北ニュータウン コミュニティ道路の計画

1992 港北ニュータウン･リーフレット

保存緑地の計画

～ 港北ニュータウン緑の会通信No.1-8

港北第二地区タウンセンターシンボル広場基本設計

港北第-地区タウンセンターシンボル広場基本設計

横浜市の緑地保全施策

住宅 ･都市整備公団 同左

松崎喬造園設計事務所 住宅 ･都市整備公[-a

RIVアソシエーツ 住宅 ･都市整備公団

アーク造園設計事務所

RIVアソシエーツ 住宅 ･都市整備公団

RIVアソシエーツ 住宅 ･都市整備公団

川手昭二 鹿島出版会

RIVアソシエーツ 住宅 ･都市整備公団

Bolt&NatsStudio

RIVアソシエーツ 住宅 ･都市整備公団

Bolt&NatsStudio

港北ニュータウン緑の会 -

エキープ .エスパス 住宅 ･都市整備公団

山手稔合計画研究所 住宅 ･都市整備公団

横浜市
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発行年 報告書 ･資料名

1996 港北ニュータウン･リーフレット

グリーンマトリックスシステムによる緑の保全と活用

1996 横浜市市街地環境設計制度

横浜市一団地認定基準

RIVアソシエーツ 住宅 ･都市整備公団

横浜市 横浜建築事務所協会

1997 港北ニュータウン四半世紀の都市づくりの記録 港北都市開発センターほか 住宅 ･都市整備公団

1997 横浜市 ･リーフレット 横浜市

大塚 ･歳勝土遺跡公園 横浜市ふるさと歴史財団
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同左

港北ニュータウン橋梁集 住宅 ･都市整備公拭 同左

港北ニュータウン･タウンセンター技術資料集 都市開発技術サービス 住宅 ･都市整備公団

港北地区における申出換地 日本土地区画整理協会 住宅 ･都市整備公団

港北地区集合住宅地の環境形成に関する 目白都市建築研究所 住宅 ･都市整備公団

検討調査報告書

港北第-地区地区2号公園基本設計報告書 大塚造園設計事務所 住宅 ･都市整備公拭

横浜市公園愛護会要綱(莱) 横浜市



港北ニュータウンは､｢グリーンマ トリックスシステム｣により､多様で緑豊かな空間が創出され

いる｡本報告書はこの ｢システム｣を､今後のまちづくりに携わる方々に広 く理解していただくこと

を目的として､とりまとめたものである｡

本業掛 j:､住宅 ･都市整備公団 神奈川地域支社 港北開発事務所より委託された ｢港北地区オー

プンスペース計画 ･設計技術資料集作成業務｣として作業が進められた｡

本報告書をとりまとめるにあたり､監修ならびに編碁を千葉大学 宮城助教授､木下助手にご協力

いただいた.また､参考にした資料等の文章や図では読み込めない考え方や過程については検討会を

設け､携わってこられた方々に貴重な助言をいただいた｡その検討会のメンバーは下記の通りである｡

本書が港北ニュータウンの計画と事業を知ろうとする方々への道しるべとなれば幸いであるC

おわりに､この本をまとめるにあたって採 り上げた数々の資料等は､多くの関係者によりご協力い

ただいたものであり､ここに厚 く御礼を申し上げる｡

(樵)都市開発技術サービス 環境計画部

■積討会メンハ- (50書順)

上野 泰､梅山 征徳､大石 武朗､岡田 昭夫､粕 司浩､門脇 樺､川手 昭二､

工藤 正寿､曽手 厚之､園EEl 隆一郎､EB中 順一､田中 喜一､丹羽 豊､筈谷 元彦､

福田 治郎､藤原 博､増EEE 元邦､松崎 喬､森下 毅-､山本 晃三

■全体監修

千葉大学 園芸学部 緑地環境学科

宮城 俊作､木下 剛

Jl編集事務局

住宅 ･都市整備公団

抑滞 憲治､鶴見 隆志､折原 夏志､楠元 美苗､谷 亜紀千

(樵)都市開発技術サービス 環境計画部

桂 久註､川添 修､坂巻 政和
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港北地区オープンスペース計画 ･設計技術資料集

1998.5 住宅 ･都市整備公団 神奈川地域支社 港北開発事務所
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